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様式２           栃木市・大平町・藤岡町・都賀町合併協議会への報告（ランクＢ）    企画財政部会 企画分科会 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

栃木地区広域行政圏

計画に関すること 

１ 

７２ 

国の広域行政圏計画策定要綱

に基づき、栃木地区広域行政圏

計画（市町村圏計画）を栃木地

区広域行政事務組合において、

共同で策定する。 

国の広域行政圏計画策定要綱

に基づき、栃木地区広域行政圏

計画（市町村圏計画）を栃木地

区広域行政事務組合において、

共同で策定する。 

国の広域行政圏計画策定要綱

に基づき、栃木地区広域行政圏

計画（市町村圏計画）を栃木地

区広域行政事務組合において、

共同で策定する。 

国の広域行政圏計画策定要綱

に基づき、栃木地区広域行政圏

計画（市町村圏計画）を栃木地

区広域行政事務組合において、

共同で策定する。 

栃木地区広域行

政圏計画に関す

ることについて

は、現行のとおり

栃木地区広域行

政事務組合で処

理する。 
 



様式２            栃木市・大平町・藤岡町・都賀町合併協議会への報告（ランクＢ）  企画財政部会 秘書広報分科会 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

市町勢要覧に

関すること 

１ 

８ 

【概要】 

ホームページの充実が図られた

ことから平成 18 年から休止 

最新は平成 15 年度作成の 2004

年版 

過去に発行した市政要覧は 500

円で販売 

 

【概要】 

  町の歴史や現況、統計資料など

を掲載 

 おおむね 5 年（合併・町制施

行）ごとに作成 

 最新は平成 18 年度作成 

 

 

【配布】 

  町内全戸及び近隣市町に配布 

 視察時等にも町の紹介資料と

して利用 

 

【概要】 

  町づくりに関する情報、統計資

料、生活便利帳などを掲載 

おおむね 5年ごとに作成 

最新は平成19年度作成の2008

年版 

【配布】 

  町内全戸及び県内市町に配

布。その他希望者には無償で配布

【概要】 

まちづくりの方針、観光情報、

統計資料などを掲載 

 おおむね 5 年ごとに作成 

 最新は平成19年度作成の2008

年版 

【配布】 

町内全戸に配布したほか、500 円

で販売している。 

作成の有無、用途等

を含め、合併後に再

編する。 

市町重点事業

説明会の開催

に関すること

２ 

１３ 

【内容】 

栃木市重点事業説明会 

 市自治会連合会総会に合わせ、

当該年度の市の重点事務事業に

ついて自治会長等を対象に説明

会を開催する。（5月） 

 資料は、議員に対し行う「主要

事務事業説明会資料」に基づき、

時点修正を加え各担当部長が説

明する。 

 

【内容】 

新年度予算や主な事業を掲載

した「大平町の予算（予算のあら

まし）」の冊子を作成し、全世帯

に配布する。 

施政方針を広報紙に掲載し、主

な事業とともに行政運営の方針

を全世帯にお知らせする。 

【内容】 

新年度の「主要事業の報告」を

作成し、自治会長に配布する。 

【内容】 

新年度予算と合わせ主な事業

について町広報紙でお知らせす

る。 

実施方法等につい

ては、合併後速やか

に再編する。 



  
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

儀式、叙勲・

褒章受章者に

関すること 

３ 

２０ 

【概要】 

(1)叙勲・褒章受章者への祝金贈

呈 

・叙勲受章者 30,000 円 

・褒章受章者 20,000 円 

・H20 年度予算(310 千円) 

◎栃木市叙勲者等祝金条例 

◎栃木市叙勲者等祝金条例施行規

則 

(2)市葬及び市民葬の実施 

◎栃木市葬及び栃木市民葬実施要

領 

 

【概要】 

(1)叙勲・褒章受章者への祝電の

送付 

【概要】 

(1)叙勲・褒章受章者への祝贈呈

・祝酒 

(2)町葬及び町民葬の実施 

 

 

【概要】 

(1)叙勲・褒章受章者への記念品

贈呈、祝電送付 

・叙勲受章者 10,000 円（胡蝶蘭）

ただし、町が推薦した受章者であ

る場合には胡蝶蘭の贈呈に代え

て祝賀会を開催し記念品代を贈

呈する。 

・褒章受章者 10,000 円（胡蝶蘭）

・町長交際費より支出 

 

祝賀の内容等に差

異があるため、合併

時に再編する。 

市(町)制式典

に関すること

４ 

２２ 

【概要】 

(1)記念式典の開催 

・5年ごとの開催 

(2)記念事業の開催 

 

【概要】 

(1)記念式典の開催 

 町制施行・3村合併記念式典を

10 年ごとに開催 

 （実質 5年に 1回開催） 

(2)記念事業の開催 

 

【概要】 

(1)記念式典の開催 

・10 年ごとの開催 

(2)記念事業の開催 

 

【概要】 

(1)記念式典の開催 

・10 年ごとの開催 

(2)記念事業の開催 

(3)町民への記念品配布 

 

新市における記念

式典の実施に向け、

実施方法等につい

て合併後に再編す

る。 

新春賀詞交歓

会に関するこ

と 

５ 

２４ 

【概要】 

(1)新春賀詞交歓会の開催（1 月

第 1週） 

・市、市議会、栃木商工会議所、

下野農業協同組合、市自治会連合

会の 5団体による共催 

・会費制(3,000 円) 

・H20 年度予算(20 千円) 

・参加者約 300 名 

 

【概要】 

(1) 新春賀詞交歓会の開催（1月

第 2週金曜日） 

・町主催 

・共催 町議会、町商工会、下野

農業協同組合の 3団体 

・会費制（2,000 円） 

・共催金 

（１団体 50,000 円） 

・H20 年度予算 

（870 千円のうち、歳入不足分の

438 千円は町負担） 

・参加者約 170 名 

 

【概要】 

(1)新春の集いの開催（1月） 

・町主催 

・会費制(2,500 円) 

・H20 年度予算(0 千円) 

・参加者約 90 名 

 

【概要】 

(1)新春賀詞交歓会の開催（1 月 7

日前後） 

・町主催 

・会費制(2,000 円) 

・H20 年度予算(0 千円) 

・参加者約 170 名 

 

実施内容等に差異

があるため、合併後

に再編する。 

 



様式２              栃木市・大平町・藤岡町・都賀町合併協議会への報告（ランクＢ）  企画財政部会 財政分科会 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

予算(当初･補正)

の編成に関する

こと 
１ 

２ 

【当初予算編成】 

要求方法は、要求限度額設定

方式 

・予算編成方針作成（8 月中

旬）～予算書配布（2月下旬）

【補正予算編成】 

（4月・7月・10 月・1月） 

【当初予算編成】 

消費的経費、投資的経費を含

めた枠配分方式 

・予算編成方針作成（10 月中

旬）～予算書配布（2月下旬）

【補正予算編成】 

（9月・12 月・3月） 

【当初予算編成】 

・予算編成方針作成（10 月中

旬）～予算書配布（2月中旬）

【補正予算編成】 

（5月・8月・11 月・2月） 

【当初予算編成】 

・予算編成方針作成（10 月中

旬）～予算書配布（2月下旬）

【補正予算編成】 

（5 月（通常は補正なし）・8

月・11 月・2 月） 

 

予算要求の方法、査定

の仕方、作業時期に差

異があるため、合併時

に再編する。 

予算科目の設定

に関すること 

２ 

３ 

①地方自治法、自治法施行令

及び自治法施行規則に基づき

予算科目を設定（款・項・目）。

なお、節・細節については任

意に設定 

②法令による予算科目の設定

のほか、「事業」を目の下位、

節の上位に設定 

①地方自治法、自治法施行令

及び自治法施行規則に基づき

予算科目を設定（款・項・

目）。なお、節・細節について

は任意に設定 

②法令による予算科目の設定

のほか、執行単位として「事

業」「事業種別」毎に予算を区

分 

①地方自治法、自治法施行令

及び自治法施行規則に基づき

予算科目を設定（款・項・

目）。なお、節・細節について

は任意に設定 

①地方自治法、自治法施行令

及び自治法施行規則に基づき

予算科目を設定（款・項・

目）。なお、節・細節について

は任意に設定 

一般会計において、歳

入歳出とも項以下に差

異があり、歳出では１

市２町と比べ大平町は

款が１つ多い。 

栃木市は事業別予算、

大平町は節・細節主体

事業別予算、藤岡町都

賀町は事業別予算では

ない。 

そのため、合併時に再

編する。 

 



 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

会計の設置に関

すること 

３ 

９ 

【特別会計】 

・国民健康保険事業特会 

・老人保健特会 

・介護保険特会（保険事業勘

定） 

・介護保険特会（介護サービ

ス事業勘定） 

・下水道事業特会 

・公共用地先行取得特会 

・後期高齢者医療特会 

【公営企業】 

・水道事業会計 

【特別会計】 

・国民健康保険特会 

・老人保健特会 

・介護保険事業特会 

・下水道事業特会 

・農業集落排水事業特会 

・後期高齢者医療保険特会 

・小山栃木都市計画事業ＪＲ

大平下駅前土地区画整理事業

特会 

・地域改善対策住宅新築資金

等貸付事業費特会 

・大平町医療福祉モール事業

特会 

【公営企業】 

・水道事業会計 

【特別会計】 

・国民健康保険特会 

・奨学資金貸与事業特会 

・西前原たん水防除事業特会

・老人保健特会 

・後期高齢者医療特会 

・公共下水道事業特会 

・介護保険特会（保険事業勘

定） 

・介護保険特会（介護サービ

ス事業勘定） 

・農業集落排水事業特会 

【公営企業】 

・水道事業会計 

【特別会計】 

・国民健康保険特会 

・老人保健特会 

・介護保険特会（保険事業勘

定） 

・介護保険特会（介護サービ

ス事業勘定） 

・下水道事業特会 

・後期高齢者医療特会 

【公営企業】 

・水道事業会計 

以下の方針により、合

併時に再編する。 

①１市３町全てにあ

り、制度、形態が同一

である場合は、必要性

を勘案した上で、統

一、一般会計に吸収、

廃止、縮小のいずれか

を選択する。 

②１市３町独自の特別

会計は、必要性を勘案

した上で、現行のとお

り存続、一般会計に吸

収、廃止、縮小のいず

れかを選択する。 

 



様式２            栃木市・大平町・藤岡町・都賀町合併協議会への報告（ランクＢ）       企画財政部会 人権分科会 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

人権施策の推

進体制に関す

ること 

人権施策推進本部 

・17 人（副市長、教育長、全部

長） 

 

人権対策推進本部 

・20 人（町長、副町長、教育長、

全課長） 

 

人権施策推進本部 

・18 人（町長、副町長、教育長、

全課長） 

 

該当なし 全庁的組織である推進

本部については、新市

においても必要である

ため、栃木市の例によ

り合併時に統合する。 

１ 

２ 

 ・人権教育啓発推進町民会議 

・人権教育啓発推進町民会議運営

委員会 

・人権教育啓発専門委員 

・人権教育啓発推進協議会 

・同和対策推進協議会 

 

 住民参加型の推進体制

については、住民や企

業、団体等との連携を

図るために必要であ

り、現行の制度を踏ま

え、合併後に再編する。 

隣保館に関す

ること 
２ 

５ 

栃木市厚生センター 

 

・社会福祉法に基づき、生活上の

相談や地域福祉に関する各種

事業を行う。 

大平町隣保館（コミュニティセン

ター） 

・社会福祉法に基づき、生活上の

相談や地域福祉に関する各種

事業を行う。 

藤岡町隣保館（館としての機能な

し） 

・社会福祉法に基づき、生活上の

相談や地域福祉に関する各種

事業を行う。 

該当なし 人権課題解決のための

拠点として充実を図る

ため、合併時は現行の

とおりとし、合併後に

再編する。 

同和対策専門

委員等に関す

ること 

３ 

１２ 

同和対策専門委員 

・平成 15 年 廃止 

隣保館相談連絡員 

・設置 H5.1.1 

・定数 3名(現在 2名) 

・任期 2年 

同和対策専門委員 

・設置 S53.3.29 

・定数 2名(現在 1名) 

・任期 2年 

該当なし 同和対策専門委員等

は、法律的根拠がなく

なっており、現在の専

門委員等が行っている

相談業務については、

職員及び民間運動団体

との連携の中で対応可

能と考えられるため、

合併時に廃止する。 

 



 

 

様式２           栃木市・大平町・藤岡町・都賀町合併協議会への報告（ランクＢ）      総務部会 総務分科会 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

地方分権に関する

こと 

１ 

６ 

【栃木県からの権限移譲数】

  法令数   ６３ 

  項目数  ６１１ 

 

【栃木県からの権限移譲数】

法令数   ５６ 

  項目数  ６７９ 

【栃木県からの権限移譲数】

 法令数   ５５ 

 項目数  ６７１ 

【栃木県からの権限移譲数】

  法令数   ５３ 

  項目数  ６３８ 

地方自治法施行令第５条

の規定により、地方公共

団体の配置分合があった

場合においては、その地

域が新たに属した普通公

共団体がその事務を継承

することから、合併時に

再編する。 

職務権限に関する

こと 

２ 

８ 

事務処理に対する責任の所在

を明確にするとともに、事務

の合理的かつ能率的処理を図

るため、栃木市事務決裁規程

において、市長等の職務権限

を定めている。 

事務処理に対する責任の所在

を明確にするとともに、事務

の合理的かつ能率的処理を図

るため、大平町決裁規程にお

いて、町長等の職務権限を定

めている。 

事務処理に対する責任の所在

を明確にするとともに、事務

の合理的かつ能率的処理を図

るため、藤岡町決裁規則にお

いて、町長等の職務権限を定

めている。 

事務処理に対する責任の所在

を明確にするとともに、事務

の合理的かつ能率的処理を図

るため、都賀町決裁規程にお

いて、町長等の職務権限を定

めている。 

組織について、部制を執

ることから、栃木市の例

を参考に、合併時に再編

する。 

指定管理者制度に

関すること【事務手

続き等の取扱い】 

３ 

８９ 

【概要】 

指定管理者制度を導入する

施設の検討 

 指定管理者選定委員会の開

催 

 管理状況評価の実施 

候補者の選定 

【概要】 

 指定管理者制度を導入する

施設の検討 

 指定管理者選定委員会の開

催 

 管理状況評価の実施 

 候補者の選定 

【概要】 

 指定管理者制度を導入する

施設の検討 

 指定管理者選定委員会の開

催 

 候補者の選定 

【概要】 

 指定管理者制度を導入する

施設の検討 

 指定管理者選定委員会の開

催 

 管理状況評価の実施 

既に導入している指定管

理者制度については新市

に引き継がれることか

ら、制度運営の事務手続

き等については、合併時

に再編する。 



 

 

 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

税外収入金に係る

督促料及び延滞金

徴収に関すること 

４ 

９１ 

【督促手数料】   

 １通につき１００円 

 

【延滞金の額】 

 延滞金の額は、納入通知書

１通の金額（100 円未満の端

数はこれを切り捨てる。）にそ

の納期限の翌日から納付の日

までの期間の日数に応じ、年

14.6 パーセント（納期限の翌

日から１月を経過する日まで

の期間については、年 7.3 パ

ーセント）の割合を乗じて計

算した額とする。ただし、延

滞金の額が 10 円未満である

ときは、これを切り捨てる。

【督促手数料】   

 １通につき ５０円 

 

【延滞金の額】 

 延滞金の額は、納期限の翌

日から納付の日までの日数に

応じ、年利 7.3 パーセントの

割合を乗じて計算した額とす

る。ただし、延滞金の額が 50

円未満であるときは、これを

切り捨てる。 

【督促手数料】   

 １通につき ６０円 

 

【延滞金の額】 

 延滞金の額は、納入通知書

1 通の金額(1,000 円未満の端

数又はその全額が 2,000 円未

満であるときは、これを切り

捨てる。)に、その納期限の翌

日から納付の日までの期間の

日数に応じ、年 14.6 パーセン

ト(当該納期限の翌日から 1

月を経過する日までの期間に

ついては、年 7.3 パーセント)

の割合を乗じて計算した額と

する。ただし、延滞金の額が

100 円未満の端数又はその全

額が 1,000 円未満であるとき

は、これを切り捨てる。 

【督促手数料】   

 １通につき ７０円 

 

【延滞金の額】 

 延滞金の額は、納入通知書

1 通の金額(1,000 円未満の端

数又はその全額が 2,000 円未

満であるときは、これを切り

捨てる。)に、その納期限の翌

日から納付の日までの期間の

日数に応じ、年 14.6 パーセン

ト(当該納期限の翌日から 1

月を経過する日までの期間に

ついては、年 7.3 パーセント)

の割合を乗じて計算した額と

する。ただし、延滞金の額が

100 円未満の端数又はその全

額が 1,000 円未満であるとき

は、これを切り捨てる。 

 

督促手数料について

は、税の取扱いと同様

に、栃木市の例により

合併時に統合する。 
 
延滞金の額について

は、税の取扱いに準じ

ている藤岡町・都賀町

の例により合併時に統

合する。 

 



 

 

 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

自治基本条例に関

すること 

５ 

９２ 

栃木市自治基本条例 

平成 21 年 10 月施行 

 

【目的】 

本市における自治の基本理

念及び基本原則を明らかに

し、市民の権利及び責務並び

に市長及び議会の権限及び責

務を明確にするとともに、市

政に関する基本的な事項を定

めることにより、協働のまち

づくりを推進し、市民自治を

確立することを目的とする。

 

大平町自治基本条例 

平成 16 年 7月施行 

 

 

【目的】 

大平町におけるまちづくり

の基本理念を明らかにすると

ともに、わたくしたち町民の

権利と責務、議会と町の責務

並びに町政運営の基本原則を

定め、もって地方自治の本旨

たる住民自治の実現を図るこ

とを目的とする。 

未制定 

 

未制定 

 
合併後に再編する。 

執務時間に関する

こと 

６ 

９３ 

執務時間は、栃木市の休日

を定める条例（平成元年栃木

市条例第２号）に規定する市

の休日以外の日の午前８時３

０分から午後５時３０分まで

とする。 

執務時間は、大平町の休日

を定める条例（平成元年大平

町条例第６号）に規定する町

の休日以外の日の午前８時３

０分から午後５時３０分まで

とする。 

執務時間は、藤岡町の休日

を定める条例（平成元年藤岡

町条例第２号）に規定する町

の休日以外の日の午前８時３

０分から午後５時３０分まで

とする。 

執務時間は、都賀町の休日

を定める条例（平成元年都賀

町条例第２号）に規定する町

の休日以外の日の午前８時３

０分から午後５時１５分まで

とする。 

 

＊人事院勧告に基づく勤務

時間の改正に合わせて、平成

２１年４月１日から施行して

いる。 

執務時間については、

差異があるため、合併

時に統合する。 

 



 
様式２            栃木市・大平町・藤岡町・都賀町合併協議会への報告（ランクＢ）   総務部会 電算分科会 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

情報基盤の整備

に関すること 

１ 

１ 

市内全域におけるＣＡＴＶ網に

よる情報基盤の整備を行うた

め、ケーブルテレビ株式会社に

対する国・県における補助事業

に関する調整及び事務を行っ

た。 

現在のところ補助事業を実施す

る予定はない。 

町内全域におけるＣＡＴＶ網に

よる情報基盤の整備を行うた

め、ケーブルテレビ株式会社に

対する国・県における補助事業

に関する調整及び事務を行っ

た。 

現在のところ補助事業を実施す

る予定はない。 

町内全域におけるＣＡＴＶ網に

よる情報基盤の整備を行うた

め、ケーブルテレビ株式会社に

対する国・県における補助事業

に関する調整及び事務を行っ

た。 

現在のところ補助事業を実施す

る予定はない。 

町内全域におけるＣＡＴＶ網に

よる情報基盤の整備を行うた

め、ケーブルテレビ株式会社に

対する国・県における補助事業

に関する調整及び事務を行っ

た。 

現在のところ補助事業を実施す

る予定はない。 

現行のとおり新

市において継続

する。 

電子自治体の推

進に関すること

(含ＬＧＷＡＮ) 

２ 

４ 

電子自治体推進のため、以下の

ことを行う。 

・ ＬＧＷＡＮ（総合行政ネット

ワーク）との接続 

・ ＬＧＰＫＩ（地方公共団体組

織認証基盤）登録分局の設置

・ 公的個人認証サービスの提供

電子自治体推進のため、以下の

ことを行う。 

・ ＬＧＷＡＮ（総合行政ネット

ワーク）との接続 

・ ＬＧＰＫＩ（地方公共団体組

織認証基盤）登録分局の設置

・ 公的個人認証サービスの提供

電子自治体推進のため、以下の

ことを行う。 

・ ＬＧＷＡＮ（総合行政ネット

ワーク）との接続 

・ ＬＧＰＫＩ（地方公共団体組

織認証基盤）登録分局の設置

・ 公的個人認証サービスの提供

電子自治体推進のため、以下の

ことを行う。 

・ ＬＧＷＡＮ（総合行政ネット

ワーク）との接続 

・ ＬＧＰＫＩ（地方公共団体組

織認証基盤）登録分局の設置

・公的個人認証サービスの提供

合併時に統合す

る。 

 



 
 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

庁舎内ＬＡＮ運

用に関すること 

３ 

６ 

情報化の推進のため、1 人 1 台

のパソコンを配備している。 

出先機関も含め、庁内ＬＡＮに

より、ネットワーク化している。

情報化の推進のため、1 人 1 台

のパソコンを配備している。 

出先機関も含め、庁内ＬＡＮに

より、ネットワーク化している。

情報化の推進のため、1 人 1 台

のパソコンを配備している。 

出先機関も含め、庁内ＬＡＮに

より、ネットワーク化している。

情報化の推進のため、1 人 1 台

のパソコンを配備している。 

出先機関も含め、庁内ＬＡＮに

より、ネットワーク化している。

情報の共有化を

図り、事務の効

率化を目指すた

め、合併時にＬ

Ａ Ｎ を 統 合 す

る。 

電子計算システ

ムの管理運用に

関すること(財

務会計関係シス

テム) 

４ 

９ 

財務会計事務の適正な管理及び

円滑な運用を支援するため、財

務会計システムを導入してい

る。 

【システム名】 

日立総合財務会計システム 

財務会計事務の適正な管理及び

円滑な運用を支援するため、財

務会計システムを導入してい

る。 

【システム名】 

e-TASK 財務会計システム 

財務会計事務の適正な管理及び

円滑な運用を支援するため、財

務会計システムを導入してい

る。 

【システム名】 

TASK.NET 財務会計システム 

財務会計事務の適正な管理及び

円滑な運用を支援するため、財

務会計システムを導入してい

る。 

【システム名】 

e-TASK 財務会計システム 

合併時には速や

かに予算の執行

が可能となるよ

う、合併時まで

にシステムを統

合する。 

 



 
 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

電子計算システ

ムの管理運用に

関すること(グ

ループウエアシ

ステム) 

５ 

２１ 

庁内におけるペーパーレス化と

情報共有化を促進するため、グ

ループウェアシステムを導入し

ている。 

 

【システム名】 

GroupmaxCollaboration（グ

ループマックスコラボレーシ

ョン） 

庁内におけるペーパーレス化と

情報共有化を促進するため、グ

ループウェアシステムを導入し

ている。 

 

【システム名】 

desknet's(デスクネッツ) 

庁内におけるペーパーレス化、

情報共有化の促進及び、庁内情

報をいち早く提供するため、グ

ループウェアシステムを導入し

ている。 

【システム名】 

desknet's(デスクネッツ) 

庁内におけるペーパーレス化、

情報共有化の促進及び、庁内情

報をいち早く提供するため、グ

ループウェアシステムを導入し

ている。 

【システム名】 

desknet's(デスクネッツ) 

職員間の情報の

共有化及び情報

提供のため、合

併時にシステム

を統合する。 

インターネット

関連システムに

関すること 

６ 

２３ 

情報収集による業務の向上及び

庁外への情報発信・提供のた

め、インターネット接続設備及

び各種サーバを導入している。

情報収集による業務の向上及び

庁外への情報発信・提供のた

め、インターネット接続設備及

び各種サーバを導入している。

情報収集による業務の向上及び

庁外への情報発信・提供のた

め、インターネット接続設備及

び各種サーバを導入している。

情報収集による業務の向上及び

庁外への情報発信・提供のた

め、インターネット接続設備及

び各種サーバを導入している。

合併時にシステ

ムを統合する。 

 



 
 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

電算処理委託・

システム導入の

調整に関するこ

と 

７ 

２４ 

各課において個別に行っている

情報システムの導入及び、電算

処理委託についての調整を実施

し、庁内における情報化の把握

と管理を行う。 

電算処理委託契約は、総務課が

一括して行う。 

 

各課において個別に行っている

情報システムの導入及び、電算

処理委託についての調整を実施

し、庁内における情報化の把握

と管理を行う。 

電算処理委託契約は、各課が行

う。 

 

 

各課において個別に行っている

情報システムの導入及び、電算

処理委託についての調整を実施

し、庁内における情報化の把握

と管理を行う。 

電算処理委託契約は、各課が行

う。 

 

 

各課において個別に行っている

情報システムの導入及び、電算

処理委託についての調整を実施

し、庁内における情報化の把握

と管理を行う。 

電算処理委託契約は、政策財務

課が一括して行う。 

 

 

合併時に統合す

る。 

セキュリティ対

策の実施に関す

ること 

８ 

２５ 

個人情報の保護と事務事業の安

定的運用を図るため、情報セキ

ュリティポリシー等に定める具

体的なセキュリティ対策を実施

する。 

個人情報の保護と事務事業の安

定的運用を図るため、情報セキ

ュリティポリシー等に定める具

体的なセキュリティ対策を実施

する。 

個人情報の保護と事務事業の安

定的運用を図るため、情報セキ

ュリティポリシー等に定める具

体的なセキュリティ対策を実施

する。 

個人情報の保護と事務事業の安

定的運用を図るため、情報セキ

ュリティポリシー等に定める具

体的なセキュリティ対策を実施

する。 

合併時に再編す

る。 

 



 
 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

情報化推進委員

会に関すること 

９ 

２６ 

情報通信技術の飛躍的発展に対

応した、快適で利便性の高い市

民生活及び効率的で信頼性のあ

る質の高い行政サービス実現に

向けた情報化を全庁的に推進す

るため、栃木市庁内情報化推進

委員会を設置する。 

【構成】 

副市長(委員長) 

総務部長(副委員長) 

企画部長 

市民生活部長 

保健福祉部長 

経済部長 

教育次長 

内部情報化・地域情報化を推進

し、情報セキュリティに対する

対策を検討するため、大平町情

報化推進委員会を設置する。 

 

 

 

【構成】 

副町長(委員長) 

教育長 

各課長 

該当なし 該当なし 合併後に再編す

る。 

栃木県市町村情

報化推進協議会

に関すること 10 

２７ 

栃木県市町村情報化推進協議会

に参加している。 

栃木県市町村情報化推進協議会

に参加している。 

栃木県市町村情報化推進協議会

に参加している。 

栃木県市町村情報化推進協議会

に参加している。 

現行のとおり新

市において継続

する。 

 



 
 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

災害・不審者情

報メール配信に

関すること 

11 

２８ 

【目的】 

防犯・防災に係る情報をメー

ルで配信することにより、市民

が安全で安心して暮らせること

を目的とする。 

 

【内容】 

防犯・防災・その他情報につ

いて、関係課が ASP システムを

利用して入力・配信を行う。 

【目的】 

不審者等に係る情報を保護者

や子供を守る防犯ボランティア

にメール配信することにより、

児童が安全で安心して登下校等

ができることを目的とする。 

【内容】 

防犯・その他情報について、

各小学校が配信システムを利用

して入力・配信を行う。 

該当なし 該当なし 合併後にシステ

ムを統合する。 

 



 
 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

電子計算システ

ムの管理運用に

関すること(ウ

ィルス対策シス

テム) 

12 

２９ 

【目的】 

パソコンのウィルス対策を行

う。 

【内容】 

庁内ＬＡＮに接続されたパソ

コンにウィルス対策ソフトを導

入し、専用サーバでウィルスパ

ターンファイルの配布及び状態

確認を定期的に実施する。 

【目的】 

パソコンのウィルス対策を行

う。 

【内容】 

庁内ＬＡＮに接続されたパソ

コンにウィルス対策ソフトを導

入し、専用サーバでウィルスパ

ターンファイルの配布及び状態

確認を定期的に実施する。 

【目的】 

パソコンのウィルス対策を行

う。 

【内容】 

庁内ＬＡＮに接続されたパソ

コンにウィルス対策ソフトを導

入し、専用サーバでウィルスパ

ターンファイルの配布及び状態

確認を定期的に実施する。 

【目的】 

パソコンのウィルス対策を行

う。 

【内容】 

庁内ＬＡＮに接続されたパソ

コンにウィルス対策ソフトを導

入し、ウィルスパターンファイ

ルの配布及び状態確認を定期的

に実施する。 

合併後にシステ

ムを統合する。 

 



 
 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

電子計算システ

ムの管理運用に

関すること(フ

ァイルサーバシ

ステム) 
13 

３０ 

【目的】 

庁内ＬＡＮに接続された各パ

ソコンで使用するファイルの一

元管理 

【内容】 

ファイルサーバを設置し、

windows アクティブディレクト

リでアクセス制限を行う。 

【目的】 

庁内ＬＡＮに接続された各パ

ソコンで使用するファイルの一

元管理 

【内容】 

ファイルサーバを設置し、

windows アクティブディレクト

リでアクセス制限を行う。 

【目的】 

庁内ＬＡＮに接続された各パ

ソコンで使用するファイルの一

元管理 

【内容】 

ファイルサーバを設置し、

windows アクティブディレクト

リでアクセス制限を行う。 

該当なし 現行のとおり新

市において継続

する。ただし、別

途、新市全体で利

用するサーバを

合併時に新設す

る。 

電子計算システ

ムの管理運用に

関すること(資

産 管 理 シ ス テ

ム) 

14 

３１ 

【目的】 

パソコンの利用状況やファイ

ルの操作履歴の管理 

 

【内容】 

資産管理システムを利用し、

庁内ＬＡＮに接続されたパソコ

ンの状況を管理する。 

【システム名】 

AssetViewHyper 

【目的】 

パソコンのソフトインストー

ル状況やハードウエア構成の管

理 

 

【内容】 

資産管理システムを利用し、

庁内ＬＡＮに接続されたパソコ

ンの状況を管理する。 

【システム名】 

ＱＮＤ 

【目的】 

パソコンの利用状況やファイ

ルの操作履歴の管理 

 

【内容】 

資産管理システムを利用し、

庁内ＬＡＮに接続されたパソコ

ンの状況を管理する。 

【システム名】 

ＱＮＤ 

該当なし 情報セキュリテ

ィの具体策とし

て有効であり、合

併後にシステム

を統合する。 

 



 
 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

ＷＡＮ運用に関

すること 

15 

３２ 

出先機関においても、本庁舎同

様に庁内ＬＡＮに接続できるよ

う、ＷＡＮを整備する。 

ＣＡＴＶ回線を利用したＶＰＮ

を構築し、本庁舎と出先機関（４

４施設）を結ぶ。 

出先機関においても、本庁舎同

様に庁内ＬＡＮに接続できるよ

う、ＷＡＮを整備する。 

ＮＴＴの光回線を利用し、本庁

舎と出先機関（１２施設）を結

ぶ。 

 

出先機関においても、本庁舎同

様に庁内ＬＡＮに接続できるよ

う、ＷＡＮを整備する。 

ＣＡＴＶ回線を利用したＶＰＮ

を構築し、本庁舎と出先機関（１

０施設）を結ぶ。 

出先機関においても、本庁舎同

様に庁内ＬＡＮに接続できるよ

う、ＷＡＮを整備する。 

ＣＡＴＶ回線を利用したＶＰＮ

を構築し、本庁舎と出先機関（公

民館）を結ぶ。 

ネットワークは

合併時に統合す

る。 

 

 



 
 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

統 合 型 Ｇ Ｉ Ｓ

（地理情報シス

テム）に関する

こと 

16 

３６ 

該当なし ○統合型地図情報システム 

デジタル化した地図（電子地

図）に各種の情報を付加した統

合型地図情報を整備し、職員の

情報共有と事務効率化を図る。

○住民向け地図情報 

デジタル化した地図（電子地

図）をホームページ上で住民向

けに公開し、住民サービスの向

上を図る。 

該当なし 該当なし 当面は現行のと

おり新市に引き

継ぎ、合併後新

市において再編

する。 

ケーブルテレビ

株式会社に関す

ること 

17 

３７ 

【栃木ケーブルテレビ】 

出資額    10,000,000 円 

株数        200 株 

該当なし 【栃木ケーブルテレビ】 

出資額      500,000 円

株数         10 株 

該当なし 現行のとおり新

市に引き継ぐ。 

 

 



 

 

 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

サーバ室の設置

に関すること 

18 

３８ 

【基幹系システムサーバ室】 

本庁舎１階（６㎡） 

 

【情報系システムサーバ室】 

本庁舎４階（２１㎡） 

【基幹系・情報系システムサー

バ室】 

本庁舎２階（１５㎡） 

【基幹系・情報系システムサー

バ室】 

本庁舎別館３階（２１㎡） 

【基幹系システムサーバ室】

本庁舎２階（８㎡） 

 

【情報系システムサーバ室】 

本庁舎２階（２７㎡） 

合併時に栃木市庁舎

内に新たにサーバ室

を設置する。 

 



様式２          栃木市・大平町・藤岡町・都賀町合併協議会への報告（ランクＢ）   総務部会 消防交通分科会 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

消防団員の任用・服

務に関すること 

１ 

１９ 

○任用 

・団長：消防団の推薦に基づ

き市長が任命 

・その他の団員：市長の承認後

団長が、次の資格を有する者

のうちから任命 

 →当該消防団の区内に居住

又は勤務し、年齢 18 歳以上

の者で、志操堅固で、かつ

身体強健な者 

○任用 

・団長：消防団の推薦に基づき

町長が任命 

・団長を除く団員：町長の承認

後団長が、次の資格を有する

者のうちから任命 

→本町に居住する年齢 18 歳

以上 50 歳未満の者で、志操

堅固で、かつ身体強健であ

る者 

○任用 

・団長：消防団の推薦に基づき

町長が任命 

・団長を除く団員：町長の承認

後団長が、次の資格を有する

者のうちから任命 

→本町に居住する年齢 18 歳

以上 40 歳未満の者で、志操

堅固で、かつ身体強健であ

る者 

○任用 

・団長・副団長：消防団の推薦

に基づき町長が任命 

・団長・副団長を除く団員：町

長の承認後団長が、次の資格

を有する者のうちから任命

→本町に居住する年齢 20 歳

以上 40 歳未満の者で、志操

堅固で、かつ身体強健である

者 

消防団の組織再編に伴

い、任用等についても、

合併時に再編する。 

消防団員の階級等に

関すること 

２ 

２１ 

○階級と人数 

    定 員   実 員 

団 長  １ 名     １ 名

副 団 長 ２ 名     ２ 名

分 団 長 １ ３ 名    １ ３ 名

副 分 団 長 １ ３ 名    １ ３ 名

部 長  ３ ７ 名    ３ ７ 名

班 長 １ ０ ２ 名   １ ０ ２ 名

団 員 ３ ４ ２ 名   ３ １ ７ 名

 合 計 ５ １ ０ 名   ４ ８ ５ 名

 

○階級と人数 

    定 員   実 員   

 団 長   １ 名     １ 名

副 団 長  ２ 名     ２ 名

分 団 長  ４ 名     ４ 名

副 分 団 長  ４ 名     ４ 名

部 長  １ ４ 名    １ ４ 名

班 長  １ ３ 名    １ ３ 名

団 員 １ ３ ７ 名   １ ３ ７ 名

 合 計 １ ７ ５ 名   １ ７ ５ 名

 

○階級と人数 

    定 員   実 員   

 団 長   １ 名     １ 名

副 団 長  ２ 名     ２ 名

分 団 長  ４ 名     ４ 名

副 分 団 長  ４ 名     ４ 名

部 長   ８ 名     ８ 名

班 長   ８ 名     ８ 名

団 員 １ ２ ０ 名   １ ２ ０ 名

 合 計 １ ４ ７ 名   １ ４ ７ 名

 

○階級と人数 

    定 員   実 員   

 団 長   １ 名     １ 名

副 団 長  ２ 名     ２ 名

分 団 長  ４ 名     ４ 名

副 分 団 長  ４ 名     ４ 名

部 長   ６ 名     ６ 名

班 長  １ ２ 名    １ ２ 名

団 員  ７ ２ 名    ７ ２ 名

 合 計 １ ０ １ 名   １ ０ １ 名

 

消防団組織の再編に伴

い、各団は方面隊(支

団)となるため、合併時

に再編する。 

 

 



 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

表彰(消防団)に関す

ること 

３ 

２２ 

○表彰の範囲 

 次の各号の１に該当し、他

の模範となる者 

①生命の危険を冒して職務

を遂行した者 

 ②消防活動上特に功労のあ

った者 

 ③一定期間(5 年単位)団員

として誠実に勤続した者 

○表彰区分 

 ①永年勤続(5 年単位) 

 ②優良団員 

 ③退職団員(在職20年以上）

 ④家族表彰(在職20年以上）

 

 

 

○表彰方法 

 市長が表彰状又は感謝状に

賞金又は記念品を添えて被表

彰者に贈る。 

○町長感謝状 

 ①永年勤続退団者 

 ②永年勤続表彰（勤続年数

5、8、10、15、20、30、35

年に記念品贈呈 

 ③永年勤続表彰（勤続年数

20 年団(隊)員令夫人に対す

る感謝状 

 ④優良団員表彰（勤続年数

10 年以上の者） 

○町長、団長による感謝状 

 ①防火水槽土地協力者 

 ②水火災の予防又は鎮圧協

力者等 

○団長表彰 

 ①優良部 

 ②優良団員 

○表彰方法 

 町長、団長が表彰状又は感謝

状を被表彰者に贈る。 

○表彰の範囲 

 ①優良団員表彰（部より各１

名） 

 ②感謝状 

  水火災の予防又は鎮圧協

力者等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○表彰方法 

 町長が感謝状に記念品を添

えて被表彰者に贈る。 

団長が表彰状に記念品を添

えて被表彰者に贈る。 

○表彰区分 

 ①優良団員表彰（勤続 5年以

上の者） 

 ②退職団員（在職 5年以上の

者） 

 ③令夫人(在職 15 年以上)感

謝状 

 ④ 火災 早期 発 見協 力者

感謝状 

 

 

 

 

 

 

 

 

○表彰方法 

 町長が表彰状又は感謝状に

記念品（額）と賞金を添えて被

表彰者に贈る。 

 (ただし優良団員表彰は表彰

状と記念品（額）) 

各消防団により表彰の

内容に差異があるた

め、合併時に再編する。 

 



 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

消防団員の公務災害

補償・退職報償金に

関すること 

４ 

２８ 

○公務災害補償及び退職報償

金 

  市消防団員の定員、任免、

給与、服務に関する条例に

より支給 

 

○公務災害補償及び退職報償

金 

  町消防団条例により支給 

○公務災害補償及び退職報償

金 

  町消防団員の定員、任免、

給与、服務に関する条例に

より支給 

○公務災害補償及び退職報償

金 

  町消防団条例により支給 

各市町の条例により支

給されるため、合併時

に再編する。 

消防水利の維持管理

及び整備計画に関す

ること 

５ 

６５ 

○整備方針等 

①耐震性防火水槽の設置 

(1)H21 年度 1 基 

H23 年度 1基(予定) 

(2)設置箇所 

整備計画及び自治会等か

らの要望により水利配置

を考慮して実施 

 

②消火栓 

(1)上水道整備工事及び拡張工

事に消火栓を設置し、負担

金として水道課に支出 

(2)消火栓維持管理費を負担金

として水道課に支出 

○整備方針等 

①耐震性防火水槽の設置 

(1)H20 年度 1 基 

H21 年度 1基(予定) 

(2)設置箇所 

大平分署と水利配置を考

慮して選定 

 

 

 

②消火栓 

(1)上水道整備工事及び拡張工

事に消火栓を設置し、負担

金として水道課に支出 

(2)消火栓維持管理費を負担金

として水道課に支出 

○整備方針等 

①耐震性防火水槽の設置 

(1)設置箇所 

自治会から要望により水利

配置を考慮して実施 

 

 

 

 

②消火栓 

(1)上水道整備工事及び拡張工

事に消火栓を設置し、負担

金として上下水道課に支出

(2)消火栓維持管理費を負担

金として上下水道課に支

出 

○整備方針等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①消火栓 

(1)上水道整備工事及び拡張工

事に消火栓を設置し、負担

金として水道課に支出 

(2)消火栓維持管理費を負担

金として水道課に支出 

各市町の実情を考慮

し、合併後に再編する。 

 

 



 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

消防団消防機械器具

の配置、整備計画、

整備点検に関するこ

と 

６ 

６７ 

○整備方針         

 ①消防用車両等の整備計画

に基づき事務事業評価に計

上し、老朽化した車両を計

画的に更新する。 

 

 ②消防用機械器具購入費と

して、消耗した消防ホース

や、修理不能の受令機及び

老朽化した消防水利標識

等を、毎年補充する。  

○整備方針         

 ①消防用車両等の整備計画

に基づき事務事業評価に計

上し、老朽化した車両を計

画的に更新する。 

 

 ②消防用機械器具購入費と

して、消耗した消防ホース

や、修理不能の受令機及び

老朽 化した消防水利標識

等を、毎年補充する。  

 

 ③消防自動車の耐用年数を

15 年としてきた。 

 

○整備方針         

 ①消防用車両等の整備計画

に基づき事務事業評価に

計上し、老朽化した車両を

計画的に更新する。    

 

 ②消防用機械器具購入費と

して、消耗した消防ホース

や、修理不能の受令機及び

老朽化した消防水利標識

等を、毎年補充する。 

 

○整備方針         

 ①消防用車両等は、老朽化

した車両を計画的に更新

する。 

 

 

 ②消防用機械器具購入費と

して、消耗した消防ホース

や、修理不能の受令機及び

老朽化した消防水利標識

等を、毎年補充する。 

 

 ③消防自動車・小型ポンプ

の耐用年数を 15 年として

きた。 

各市町の実情を考慮

し、合併後に再編する。 

 

 



 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

常備消防に関するこ

と 

７ 

１７５ 

○常備消防に関する事務 

【構成市町】 

 栃木市、大平町、藤岡町、都賀町、西方町 

【運営体制】 

 消防本部、栃木消防署、大平分署、藤岡分署、都賀分署、西方分署 

【職員数】 

 １５７人 

【配備車両】 

 水槽付消防ポンプ自動車等２７台 

【経費負担割合】 

 均等割１７％、人口割８３％ 

  

○液化石油ガス設備工事届の受理に関する事務 

【構成市町】 

 栃木市、大平町、藤岡町、都賀町、西方町 

【処理件数】 

 平成１９年度（実績） 栃木市 ９件、大平町 １件 合計１０件 

現行のとおり、栃

木地区広域行政事

務組合で処理す

る。 

 

 



 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

自主防災組織の指導

及び育成に関するこ

と 

８ 

９１ 

○自主防災組織 

地域住民における自治会等

を単位とした自主的な防災活

動により、災害野防止及び軽減

を図る。 

 

９組織 

 

○自主防災組織 

地域住民における自治会等

を単位とした自主的な防災活

動により、災害野防止及び軽減

を図る。 

 

１組織２自治会 

 

○自主防災組織 

自主防災組織の育成並びに

自主防災体制の充実及び強化

を図るため、藤岡町地域消防防

災活動協力員を設置 

 

地域消防防災活動 

協力員 4 名 

自主防災組織 １組織 

○自主防災組織 

地域住民における自治会等

を単位とした自主的な防災活

動により、災害野防止及び軽減

を図る。 

 

地域消防防災活動 

協力員 ５名 

自主防災組織 ６組織 

現行の組織を新市に引

継ぎ、引き続き自主防

災組織の育成に努め

る。 

危機管理に関するこ

と 

９ 

９３ 

○危機管理 

 平成１７年３月に栃木市危

機管理基本マニュアルを策定

 危機発生時の適切な対応に

より被害の最小化に努める。

 

 

危機管理マニュアルは未策定 危機管理マニュアルは未策定 危機管理マニュアルは未策定 栃木市のマニュアルを

基に、合併時に再編す

る。 

防災体制に関するこ

と 

10 

１４５ 

気象情報や災害の規模に応

じ、配備体制を定め、対応して

いる。 

 

 

気象情報や災害の規模に応

じ、配備体制を定め、対応して

いる。 

 

気象情報や災害の規模に応

じ、配備体制を定め、対応して

いる。 

 

気象情報や災害の規模に応

じ、配備体制を定め、対応して

いる。 

 

災害に備えるため、合

併時に再編する。 

 

 



 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

災害対策本部に関す

ること 

11 

１４７ 

○災害対策本部組織 

①本部長…市長 

②副本部長…副市長、 

 教育長、総務部長 

③本部員…全部長、 

消防長、消防次長、 

消防署長、消防団長 

④各部及び班 

(1)統括部 

 統括班、情報収集班、 

広報班 

(2)援護部 

 援護班、避難所班、 

救護班、調達班、 

防疫衛生班 

(3)復興部 

 復興班、住宅班、 

給水班 

(4)消防部 

 総務班、予防班、 

警防班、消防団班 

○災害対策本部組織 

①本部長…町長 

②副本部長…副町長 

③本部付 教育長 

④本部員 課長職にある者全

員、消防団長、分署長 

⑤活動組織 

 総務部、企画財政部、管財

部、会計部、総務部、生活

環境部、健康福祉部、保険

児童部、産業振興部、道路

建設部、都市計画部、下水

道部、水道部、文教部、消

防部 

○災害対策本部組織 

①本部長…町長 

②副本部長…副町長 

③本部付 教育長 

④本部員 課長職にある者全

員、消防団長、分署長 

⑤活動組織 

 総務企画部、財政管理部、

出納部、税務部、福祉環境

部、健康増進部、住民部、

産業振興部、建設部、上下

水道部、教育部、消防部 

 

○災害対策本部組織 

①本部長…町長 

②副本部長…教育長 

③本部員 課長職にある者全

員、消防団長、分署長 

 

④活動組織 

 総務部、政策財務部、税務

部、住民部、保健福祉部、

経済部、建設部、水道部、

出納部、教育部、消防部 

     

災害に備えるため、合

併時に再編する。 

 

 



 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

防災訓練に関するこ

と 

12 

１４８ 

○防災訓練 

年 1回実施 

・訓練内容 

①広報訓練 

②避難訓練 

③救援物資搬送訓練 

④情報収集伝達訓練 

⑤初期消火訓練 

⑥災害派遣要請訓練 

⑦救助訓練 

⑧救護所設置訓練 

⑨炊き出し訓練 

⑩各種体験等 

○総合防災訓練 

年１回実施 
・訓練内容 
①職員動員、災害対策本部設
置(現地本部含)訓練 
②情報収集・伝達、災害広
報訓練 
③消火、救出救助訓練 
④避難誘導、避難所・救護
所設置運営、炊き出し訓練
⑤応急救護、応急医療訓練
⑥警戒区域の設定、交通規
制訓練 
⑦ヘリコプターを活用した
訓練 
⑧広域応援訓練等 

 
○防災図上訓練 

○通信訓練 

○防災訓練 

 年１回実施 

・訓練内容  

①緊急初動体制確立訓練 

②災害対策本部設置訓練 

③消火訓練 

④避難訓練 

⑤救助訓練 

⑥炊き出し訓練 

平成１４年～平成１６年の３

か年総合防災訓練を実施した

が、近年は実施していない。

市町により訓練に差異

があるため、合併後に

再編する。 

地震防災緊急事業５

箇年計画に関するこ

と 

13 

１６８ 

地震防災緊急事業５箇年計

画に基づき地震防災対策上、

整備の緊急性の高い箇所・施

設についての整備を推進して

きた。 

 

  

地震防災緊急事業５箇年計

画に基づき地震防災対策上、

整備の緊急性の高い箇所・施

設についての整備を推進して

きた。 

地震防災緊急事業５箇年計

画に基づき地震防災対策上、

整備の緊急性の高い箇所・施

設についての整備を推進して

きた。 

 

  

地震防災緊急事業５箇年計

画に基づき地震防災対策上、

整備の緊急性の高い箇所・施

設についての整備を推進して

きた。 

 

  

合併時は現行のとおり

とし、合併後に再編す

る。 

 

 

 



事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

市町水防計画に関す

ること 

14 

１７３ 

水防法第 32 条に基づく水

防計画を定め、区域内の水防

に当たる。 

水防法第 32 条に基づく水

防計画を定め、区域内の水防

に当たる。 

水防法第 32 条に基づく水

防計画を定め、区域内の水防

に当たる。 

水防法第 32 条に基づく水

防計画を定め、区域内の水防

に当たる。 

市町により計画に差異

があるため、合併後に

再編する。 

防災士に関すること 

15 

１８８ 

地域防災力の強化のため、

職員が防災士の資格を取得

し、地域リーダーを育成して、

自主防災組織の設立に繋げ

る。 

 

該当事業なし 該当事業なし 該当事業なし 栃木市のみの取組みで

あるため、合併後に再

編する。 

 

 



 

 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

放置自転車対策に関

すること 

16 

１０６ 

 駅前広場、道路、公園その

他公共の用に供する場所にお

ける歩行者等の安全確保を図

るため、自転車等の放置防止

の措置を講ずる。 

 

駅前駐輪場における自転車

の放置に起因する交通障害を

防止し、良好な生活環境を確

保するために必要な措置を講

ずる。 

放置自転車の撤去・保管・

処分等について実施した事業

はない。 

春と秋の交通安全県民総ぐる

み運動において放置自転車の

回収を実施している。 

市町により取組みに差

異があるため、合併時

に再編する。 
 

暴走族対策に関する

こと 

17 

１０８ 

市民生活の安全と平穏の確

保を図るため、市・市民・事

業者及び関係機関・団体等が

一体となって暴走族の根絶に

努める。 

 町民生活の安全と平穏の確

保を図るため、町・町民・事

業者及び関係機関・団体等が

一体となって暴走族の根絶に

努める。 

町民生活の安全と平穏の確

保を図るため、町・町民・事

業者及び関係機関・団体等が

一体となって暴走族の根絶に

努める。 

 町民生活の安全と平穏の確

保を図るため、町・町民・事

業者及び関係機関・団体等が

一体となって暴走族の根絶に

努める。 

栃木市の例により合併

時に統合する。 

違法駐車等の防止に

関すること 

18 

１０９ 

道路が広く一般交通の用に

供されることを確保するとと

もに、安全で快適な生活環境

を確保するため、違法駐車等

の防止に努める。 

該当なし 該当なし 該当なし 栃木市の例により合併

時に統合する。 

 



 

 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

防犯灯の設置について

は、栃木市、藤岡町及び都

賀町の例により、自治会か

らの申請に基づき、新市に

おいて設置する。 

 

 

防犯灯の設置及び 

管理に関すること 

防犯灯の維持管理につ

いては、市町により差異が

あるため、合併時は現行の

とおりとし、合併後１年を

目途に再編する。 

ただし、再編するまでの

間、移設、撤去については

新市において行う。 

19 

１１５ 

【設置】 

・自治会からの申請に基づき、

現地調査ののち、設置の可

否を決定し、市が設置する。

 

 

 

 

 

 

【維持管理】 

・蛍光管の取替等の維持管理

は自治会が行う。 

 

・移設、撤去は市が行う。 

 

【電気料金】 

・電気料金は自治会が負担 

・市が１／２を限度として申

請により補助 

【設置】 

・自治会からの申請に基づき、

防犯灯設置費の一部を町が

補助する。 

【設置補助】 

・新規、移設は 15,000 円、更

新は 10,000 円、小柱設置は

30,000 円をそれぞれ限度

とする。 

 

【維持管理】 

・蛍光管の取替等の維持管理

は自治会が行う。 

 

・移設、撤去は自治会が行う。

 

【電気料金】 

・電気料金は自治会が負担 

 

【設置】 

・自治会等からの申請に基づ

き、現地調査ののち、設置

の可否を決定し、町が設置

する。 

（名称は交通安全灯） 

 

 

 

 

【維持管理】 

・蛍光管の取替等の維持管理

は町が行う。 

 

・移設、撤去は町が行う。 

 

【電気料金】 

・電気料金は町が負担 

 

 

【設置】 

・自治会からの申請に基づき、

現地調査ののち、設置の可

否を決定し、町が設置する。

 

 

 

 

 

 

【維持管理】 

・蛍光管の取替等の維持管理

は自治会が行う。 

 

・移設、撤去は町が行う。 

 

【電気料金】 

・電気料金は自治会が負担 

・町が申請により補助 

 自治会管理分 

  １灯 1,500 円 

  通学路分 

   １灯 2,200 円 

防犯灯の電気料金につ

いては、市町により差異が

あるため、合併時は現行の

とおりとし、合併後１年を

目途に再編する。 

ただし、再編するまでの

間、大平町の防犯灯の電気

料金については、栃木市及

び都賀町の例を参考に補

助を行う。 

 
 



様式２            栃木市・大平町・藤岡町・都賀町合併協議会への報告（ランクＢ）    総務部会 人事給与分科会 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

職員の採用に関
すること 

１ 

３ 

職員の採用事務 

・栃木市職員任用規則 

・採用試験を実施（一般職・専

門職） 

１～３次試験 

職員の採用事務 

・職員の任用規程 

・採用試験を実施（一般職・専

門職） 

１～２次試験 

職員の採用事務 

・採用試験を実施（一般職・専

門職） 

１～２次試験 

職員の採用事務 

・職員の任用規程 

・採用試験を実施（一般職・専

門職） 

１～２次試験 

合併後に再編する。 

職員の昇任、降
任、異動に関す
ること 

２ 

６ 

 所属長からの推薦等を参考に

し、昇任基準に従い、職員の昇

任を行う。 

 関係条例に基づき、分限処分

により職員の降任を行う。（希望

降任あり） 

 定期又は必要に応じて人事異

動を行う。 

昇任は人事評価（勤務年数も

基準）や昇任試験結果等を参考

とする。 

 降任は関係条例や、人事評価

及び昇任試験結果を基に総合的

に行う。 

 定期又は必要に応じて人事異

動を行う。 

職員の勤務年数、勤務評価等

を参考にし、昇格基準に従い、

職員の昇任を行う。 

 関係条例に基づき、分限処分

により職員の降任を行う。（希望

降格あり） 

 定期又は必要に応じて人事異

動を行う。 

職員の勤務年数、勤務評価等

を参考にし、昇格基準に従い、

職員の昇任を行う。 

 関係条例に基づき、分限処分

により職員の降任を行う。 

 定期又は必要に応じて人事異

動を行う。 

合併時に再編する。 

勤務評定に関す
ること 

３ 

１９ 

１０月１日を基準日として、一

般職の職員へ実施 

勤務実績、執務態度及び職務能

力について、５段階で評価する。

評価結果を昇給、勤勉手当に反

映 

１２月１日を基準日として、一

般職の職員へ実施 

業績、能力、態度及び職員相互

評価について、５段階で評価す

る。 

評価結果は、昇任試験の採点項

目に使用する。処遇には反映し

ない。 

１月１日を基準日として、一般

職の職員へ実施 

勤務実績、執務態度及び職務能

力について、５段階で評価する。

評価結果は、処遇に反映しない。

１２月１日を基準日として、全

職員を対象に実施 

勤務実績、執務態度及び職務能

力について、５段階で評価する。

評価結果を昇給に反映 

合併後、速やかに再
編する。 
新市において、職員
の処遇及び給与の適
正化の観点から調整
し、制度の再構築を
図る。 



事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

臨時職員の賃金
に関すること 

４ 

３３ 

臨時職員賃金（21 年度） 

事務補助 6,040 円 

軽度労務 6,040 円 

重度労務 7,280 円 

資格職  7,680 円 

 

精勤割増無 

通勤手当無 

支給日 翌月 15 日まで 

臨時職員賃金(21 年度) 

事務補助 6,640 円 

保育士  8,000 円 

保健師  8,400 円 

 

 

精勤割増無 

通勤手当有 

支給日 翌月 10 日まで 

臨時職員賃金（21 年度） 

事務補助 6,400 円 

軽度労務 6,400 円 

重度労務 8,000 円 

資格職  8,000 円 

 

精勤割増有 

通勤手当無 

支給日 翌月 10 日まで 

臨時職員賃金（21 年度） 

一般事務  6,200 円 

用務員   6,200 円 

保健師  10,000 円 

保育士   7,600 円 

保育士補助 7,200 円 

精勤割増有 

通勤手当無 

支給日 翌月 5 日（原則） 

合併時に再編する。 

職員厚生会に関
すること 

５ 

４７ 

栃木市職員厚生会で職員の福利

厚生事業を実施 

・栃木市職員厚生会に関する条

例 

・栃木市職員厚生会に関する規

則、実施要領 

職員厚生会はないが、大平町職

員会で職員の福利厚生事業を実

施 

 

 

職員厚生会はないが、藤岡町管

理職会で職員の福利厚生事業を

実施 

 

職員厚生会はないが、都賀町職

員互助会で職員の福利厚生事業

を実施  

・都賀町職員互助会規約 

・課内旅行承認基準 

合併時に再編する。 
 

職員の福利厚生
に関すること 

６ 

５１ 

職員厚生会で福利厚生事業を実

施 

職員会で福利厚生事業を実施 職員研修と同時に福利厚生事業

を実施 

職員互助会で福利厚生事業を実

施 

【４７．職員厚生会
に関すること】と併
せて考え、合併時に
再編する。 

特別職の旅費に
関すること 

７ 

５８ 

市長、副市長の旅費の支給 
・栃木市職員の旅費に関する条

例 
・栃木市職員の旅費支給規則 
・日当は支給しない。 

町長、副町長の旅費の支給 
・大平町長の給与及び旅費に関

する条例 
・大平町職員等の旅費に関する

条例 
・大平町職員等の旅費支給規則

・日当は支給しているが、県内

及び近隣の地域で、宿泊しない

場合は支給しない。 

町長、副町長の旅費の支給 
・藤岡町長等の給与及び旅費に

関する条例 
・藤岡町職員の旅費に関する条

例 
・藤岡町職員の旅費支給規則 
・日当は支給しない。 

町長の旅費の支給 
 
・都賀町長の給与及び旅費に関

する条例 
・日当は支給しない。 

同一規模の県内市の
例を参考に調整し、
合併時に再編する。 
・日当は支給しない。 

 
 



事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

職務に専念する義務
の免除に関すること 

８ 

１８ 

・研修を受ける場合 
・厚生に関する計画の実施に参

加する場合等 
（例 人間ドック等） 

・研修を受ける場合 
・厚生に関する計画の実施に参

加する場合等 
（例 人間ドック等） 

・研修を受ける場合 
・厚生に関する計画の実施に参

加する場合等 
（例 人間ドック等） 

・研修を受ける場合 
・厚生に関する計画の実施に参

加する場合等 
（例 健康診断等） 

１市３町の制度運用
に差異があるため、
合併時に再編する。 

 
 



 

様式２           栃木市・大平町・藤岡町・都賀町合併協議会への報告（ランクＢ）    総務部会 税務分科会 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

固定資産評価審査委

員会に関すること 

１ 

１ 

委員定数  ３人 

任 期   ３年 

報酬額(日額)8,900 円 

 

 

所管課   税務課 

委員定数  ３人 

任 期   ３年 

報酬額(日額) 

 委員長 6,500 円 

委 員 6,000 円 

所管課 監査委員事務局 

委員定数  ３人 

任 期   ３年 

報酬額(日額)5,500 円 

 

 

所管課   税務課 

委員定数  ３人 

任 期   ３年 

報酬額(日額)5,000 円 

 

 

所管課   総務課 

・委員定数、任期、報酬

額については、協定項目

「11 特別職の身分の取

扱い」の協議結果によ

る。 

・所管課については、合

併時までに調整する。 

市町税等収納管理事

務に関すること（口

座振替・郵便振替・

納付方法等） ２ 

３８ 

【口座振替制度】 

・実施 

・再振替あり 

【納付書取扱金融機関】 

足利銀行 他７行 

【滞納繰越出納閉鎖時期】 

５月 

【口座振替制度】 

・実施 

・再振替なし 

【納付書取扱金融機関】 

足利銀行 他６行 

【滞納繰越出納閉鎖時期】 

５月 

【口座振替制度】 

・実施 

・再振替なし 

【納付書取扱金融機関】 

足利銀行 他７行 

【滞納繰越出納閉鎖時期】 

５月 

【口座振替制度】 

・実施 

・再振替なし 

【納付書取扱金融機関】 

足利銀行 他８行 

【滞納繰越出納閉鎖時期】 

３月 

・栃木市の例により再振

替を実施する。 

・各市町で扱う金融機関

すべてで納付可能とす

る。 

・都賀町の例により滞納

繰越分は３月閉鎖とす

る。 

固定資産評価員に関

すること 
３ 

４５ 

固定資産を適正に評価し、市

長が行う価格の決定を補助す

るため設置 

議会の同意を得て一人選

任・・・総務部長 

設置なし 設置なし 固定資産評価員の職務は、町

長がこれを行うものとする。

町長の兼務 

栃木市の例により合併

時に統合する。 

税収確保推進本部に

関すること 

４ 

７３ 

【組織】 

本部長・・・副市長 

副本部長・・総務部長 

本部員・・・各部長 

 

【組織】 

本部長・・・副町長 

副本部長・・総務課長 

本部員・・・各関係課長 

 

【組織】 

本部長・・・副町長 

副本部長・・会計管理者 

幹事・・・・税務課長 

本部員・・・本部長が指名 

 

該当なし 合併時までに再編する。 

（なお、対象とする債権

は、税金のみならず、新

公会計制度を視野に入

れ、新市全体の債権を取

りまとめる組織とす

る。） 

収納員に関すること 

５ 

１１４ 

収納員設置あり 

・人数 ５人 

・勤務日 週４日 

・基本給 ９万円 

収納員設置あり 

・人数 ３人 

・勤務日 月１０日 

・基本給 ７万円 

収納員設置なし 

 

収納員設置なし 

 
新市に収納員を設置

する。ただし、配置

数や担当地域につい

ては、合併後に再編

する。 

 

 



様式２             栃木市・大平町・藤岡町・都賀町合併協議会への報告（ランクＢ）     総務部会 管財分科会 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

建設工事等請

負者選考委員

会に関するこ

と 

１ 

１ 

【設置目的】 
建設工事等入札参加資格者名簿に
登録する業者の資格審査並びに建
設工事等に係る請負契約等におい
て、競争入札に参加することができ
る者又は契約の相手方となる者を
厳正かつ公平に選定し、建設工事等
の適正かつ円滑な執行を図るため、
設置する。 
 
【審査事項】 
・建設工事等入札参加希望者の資格
審査 
・予定価格１千万円以上の建設工事
等の契約方法 
・一般競争入札の入札参加資格要件
等 
・総合評価落札方式に係る落札者の
決定基準 
・予定価格 1 千万円以上の建設工事
等の業者選考 
（平成 21 年 4月 1 日施行） 

 
【組織】 ９名で構成 
委 員 長 副市長 
副委員長 総務部長 
委  員 部長７名 
 
【根拠法令等】 
建設工事等請負者選考委員会規程 
 
参考 
平成 20 年度実績（2.20 現在） 
・開催回数 10 回 
・審議件数 23 件 

【設置目的】 
建設工事等に係る請負契約等にお
いて、競争入札に参加することがで
きる者又は契約の相手方となる者
を厳正かつ公平に選定し、建設工事
の適正かつ円滑な執行を図るため、
設置する。 
 
 
 
 
【審査事項】 
・設計額 130 万円以上の工事請負の
指名競争入札の参加者の選考 
・設計額 50 万円以上の工事関連業
務の指名競争入札参加者の選考 
・入札方法の決定 
・一般競争入札の入札参加資格要件
等 
・総合評価落札方式に係る落札者の
決定基準 
 
【組織】 ７名で構成 
委 員 長 副町長 
委  員 課長６名 
 
 
 
【根拠法令等】 
建設工事請負業者指名選考委員会
規程 
 
参考 
平成 20 年度実績（2.20 現在） 
・開催回数 12 回 
・審議件数 101 件  

【設置目的】 
建設工事等に係る請負契約等にお
いて、競争入札に参加することがで
きる者又は契約の相手方となる者
を厳正かつ公平に選定し、建設工事
等の適正かつ円滑な執行を図るた
め、設置する。 
 
 
 
 
【審査事項】 
・設計額 130 万円以上の工事請負の
指名競争入札の参加者の選考 
・設計額 50 万円以上の工事関連業
務の指名競争入札参加者の選考 
・総合評価落札方式に係る落札者の
決定基準 
 
 
 
 
【組織】 １０名で構成 
委員長 副町長 

委 員 教育長外課長８名 
 
 
 
【根拠法令等】 
建設工事請負業者指名選考委員会
規程 
 
参考 
平成 20 年度実績（2.20 現在） 
・開催回数 18 回 
・審議件数 61 件 

【設置目的】 
建設工事等に係る請負契約等にお
いて、競争入札に参加することがで
きる者又は契約の相手方となる者
を厳正かつ公平に選定し、建設工事
等の適正かつ円滑な執行を図るた
め、設置する。 
 
 
 
 
【審査事項】 
・設計額 130 万円以上の工事請負の
指名競争入札の参加者の選考 
・設計額 50 万円以上の工事関連業
務の指名競争入札参加者の選考 
・入札方法の決定 
・一般競争入札の入札参加資格要件
等 
・総合評価落札方式に係る落札者の
決定基準 
 
【組織】 ５名で構成 
委 員 長 会計管理者 
副委員長 政策財務課長 
委  員 課長３名 
 
 
【根拠法令等】 
建設工事請負業者指名選考委員会
規程 
 
参考 
平成 20 年度実績（2.20 現在） 
・開催回数 15 回 
・審議件数 64 件 

合併時に

再 編 す

る。 



 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

建設工事等請

負業者の選定

に関すること

２
―
１ 

２ 

【選定区分】 
予定価格１千万円以上の工事（条件付き
一般競争入札）→選考委員会で参加資格
要件等を審議 
１千万円以上の業務委託及び建設用資
材→入札参加者の選考を選考委員会で
審議 
１千万円未満の建設工事等→契約検査
課で入札参加者を選考 
（平成２１年４月１日施行） 
【発注の基準】    
(1)土木一式工事 
Ａ 1,000 万円以上 

 Ｂ  1,000 万円未満  
(2)建築一式工事 
Ａ 3,000 万円以上 

 Ｂ 3,000 万円未満 
(3)舗装工事 
Ａ  500 万円以上 

 Ｂ   500 万円未満 
(4)管及び電気工事 
Ａ  500 万円以上 

 Ｂ  500 万円未満  
(5)その他の建設工事等は等級区分なし
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【入札参加資格登録機関】 
平成２１．２２年度の２年間 

【選定区分】 
予定価格 1億 2千 500 万円以上（条件付
き一般競争入札）→選考委員会で参加資
格要件等を審議 
1 億 2千 500 万円未満の建設工事及び 50
万円以上の建設工事関連業務委託→入
札参加者の選考を選考委員会で審議 
 
【発注の基準】 
(1)土木一式工事 
 Ａ 2,500 万円以上   
 Ｂ 1,500～2,500 万円未満 
 Ｃ  500～1,500 万円未満 
 Ｄ  500 万円未満    
(2)建築一式工事 
 Ａ 8,000 万円以上    
 Ｂ 3,000～8,000 万円未満 
 Ｃ  500～3,000 万円未満 
 Ｄ  500 万円未満    
(3)舗装一式工事 
 Ａ 2,500 万円以上     
 Ｂ 1,500～2,500 万円未満 
 Ｃ  500～1,500 万円未満 
 Ｄ  500 万円未満    
(4)水道施設工事 
 Ａ 2,000 万円以上    
 Ｂ 1,000～2,000 万円未満 
 Ｃ 1,000 万円未満    
(5)管工事 
 Ａ 1,500 万円以上     
 Ｂ  500～1,500 万円未満 
 Ｃ  500 万円未満    
(6)造園工事 
 Ａ 1,500 万円以上    
 Ｂ  500～1,500 万円未満 
 Ｃ  500 万円未満    
(7)その他の建設工事 
 Ａ 1,500 万円以上    
 Ｂ  500～1,500 万円未満 
 Ｃ  500 万円未満 
 
 【入札参加資格登録期間】 
平成２１．２２年度の２年間 

【選定区分】 
一般競争は実施していない 
 
指名競争入札の対象工事→入札参加者
の選考を選考委員会で審議 
 
 
 
 
【発注の基準】 
(1)土木一式工事 
  Ａ 2,000 万円以上 
  Ｂ 1,500～2,000 万円未満 
 Ｃ    800～1,500 万円未満 
 Ｄ   800 万円未満  
(2)建築一式工事 
  Ａ 6,000 万円以上 
  Ｂ 3,000～6,000 万円未満 

Ｃ  800～3,000 万円未満 
Ｄ  800 万円未満 

(3)舗装工事 
 Ａ 1,500 万円以上 
  Ｂ 1,000～1,500 万円未満 
 Ｃ   500～1,000 万円未満 
 Ｄ   500 万円未満 
(4)管及び電気工事 
  Ａ 2,000 万円以上 
 Ｂ 1,500～2,000 万円未満 
 Ｃ    800～1,500 万円未満 
 Ｄ  800 万円未満 
(5)その他の建設工事 
 Ａ 800 万円以上 
  Ｂ 800 万円未満 
 
 
 
 
 
 
 
 
【入札参加資格登録期間】 
平成２１．２２年度の２年間 

【選定区分】 
予定価格５千万円以上の工事(条件付き
一般競争入札)→選考委員会で参加資格
要件等を審議 
 
５千万円未満の工事、業務委託→入札参
加者の選考を選考委員会で審議 
 
【発注の基準】 
 (1)土木一式工事 
 Ａ 2,000 万円以上 
 Ｂ  300～2,000 万円未満 
Ｃ  300 万円未満 

(2)建築一式工事 
 Ａ 5,000 万円以上 
  Ｂ  800～5,000 万円未満 
Ｃ  800 万円未満 

(3)舗装工事 
Ａ 2,000 万円以上 

 Ｂ  300～2,000 万円未満 
 Ｃ  300 万円未満 
(4)管工事 
  Ａ 2,000 万円以上 
 Ｂ  200～2,000 万円未満 
 Ｃ    200 万円未満 
(5)電気工事 
 Ａ 1,000 万円以上 
 Ｂ  200～1,000 万円未満 
 Ｃ  200 万円未満 
(6)その他の建設工事等は等級区分なし 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【入札参加資格登録期間】 
平成２１．２２年度の２年間 

入札参

加資格登

録期間は

各市町と

も同じで

あるが、

発注の基

準等につ

いて、各

市町に差

異がある

ため、合

併時は現

行のとお

りとし、

合併後平

成２２年

度中に新

市におい

て行う平

成２３．

２４年度

の入札参

加資格登

録に合わ

せ、再編

する。 

 



 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

建設工事等請

負業者の選定

に関すること

２
―
２ 

２ 

【指名業者数】 
300 万円未満    5 社以上 
300 万円以上 1,000 万円未満 

6 社以上 
1,000 万円以上 3,000 万円未満 
          7 社以上 
3,000 万円以上 1 億円未満 
           8 社以上 
1 億円以上 1 億 5,000 万円未満  10 社

以上 
1 億 5,000 万円以上 12 社以上 
 ただし、要綱第１０条の指名運用基準
の取扱い方針に基づき、業者数を５割程
度増やして選定している。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【根拠法令等】 
建設工事請負業者選定要綱、入札制度合
理化対策実施要領 
 

【指名業者数】 
(1)土木一式工事 
2,500 万円以上    A  8 社 
1,500～2,500 万円未満 B  6 社 
500～1,500 万円未満 C  5 社 
500 万円未満    D 3 社以上 

(2)建築一式工事 
8,000 万円以上    A  8 社 
3,000～8,000 万円未満 B  6 社 
 500～3,000 万円未満 C   5 社 

500 万円未満    D 3 社以上 
(3)舗装一式工事 
2,500 万円以上    A  8 社 
1,500～2,500 万円未満 B  6 社 

500～1,500 万円未満 C   5 社 
500 万円未満  D 3 社以上 

(4)水道施設工事 
2,000 万円以上    A  8 社 
1,000～2,000 万円未満 B  6 社 
1,000 万円未満    C  5 社 
 (5)管工事 
1,500 万円以上    A  8 社 
 500～1,500 万円未満 B  6 社 

500 万円未満      C  5 社 
(6)造園工事 
1,500 万円以上    A  6 社 
 500～1,500 万円未満 B  5 社 

500 万円未満    C  3 社 
(7)その他の建設工事 
1,500 万円以上       6 社 

500～1,500 万円未満   5 社 
500 万円未満       3 社 

指名業者数は、定める数の２０％を限度
に増減することができる。 
 
 
 
 
 
【根拠法令等】 
建設工事請負業者選定要綱、建設工事請
負業者指名選考委員会規程 

【指名業者数】 
(1)土木一式工事 
1 億円以上       A 13 社 
2,000～1 億円未満   A 10 社 
1,500～2,000 万円未満 B  8 社 
 800～1,500 万円未満  C  7 社 
 500～ 800 万円未満   D  6 社 
130～ 500 万円未満 ５社 

(2)建築一式工事 
1 億円以上       A 13 社 
6,000～1 億円未満    A 10 社 
3,000～6,000 万円未満 B 10 社 
800～3,000 万円未満  C  8 社 

 500～ 800 万円未満   D  6 社 
130～ 500 万円未満   D  5 社 

 (3)舗装工事 
1 億円以上         A 13 社 
2,500～1 億円未満    A 10 社 
1,500～2,500 万円未満 A  9 社 
1,000～1,500 万円未満 B  8 社 
 500～1,000 万円未満  C  7 社 
 300～  500 万円未満  D  6 社 
130～300 万円未満    D  5 社 

(4)管及び電気工事 
1 億円以上       A 13 社 
3,000～1 億円未満    A 10 社 
2,000～3,000 万円未満 A  9 社 
1,500～2,000 万円未満 B  8 社 
800～1,500 万円未満   C  7 社 
500～800 万円未満     D  6 社 
130～500 万円未満     D  5 社 
(5)その他の建設工事 
1 億円以上        13 社 
2,500～1 億円未満   10 社 
1,200～2,500 万円未満 8 社  
800～1,200 万円未満  7 社 
500～800 万円未満    6 社 
130～500 万円未満   5 社 
 

【根拠法令等】 
建設工事請負業者選定要綱、建設工事請
負業者指名選考委員会規程 

【指名業者数】 
(1)土木一式工事 
2,000 万円以上      A 10 社以上 
300～2,000 万円未満 B 8 社以上   
300 万円未満     C 6 社以上 
(2)建築一式工事 
5,000 万円以上   A 10 社以上 
800～5,000 万円未満 B 7 社以上     
800 万円未満    C 5 社以上 
(3)舗装工事 
2,000 万円以上   A 10 社以上 
300 ～ 2,000 万 円 未 満 B ７ 社 以 上  
300 万円未満    C 5 社以上 
(4)管工事 
2,000 万円以上   A 8 社以上 
200 ～ 2,000 万円未 満  B 7 社以 上 
200 万円未満         C 5 社以上 
(5)電気工事 
1,000 万円以上       A 8 社以上 
200～1,000 万円未満  B 7 社以上 
200 万円未満         C 5 社以上 
(6)その他の建設工事等は等級区分なし 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【根拠法令等】 
建設工事請負業者選定要綱、建設工事請
負業者指名選考委員会規程 

 



 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

建設工事及び

建設工事関連

業務の入札の

執行に関する

こと 

３ 

３ 

【一般競争入札】 

原則予定価格１千万円以上の建設

工事を対象 

（平成 21 年 4 月 1日時点） 

 

【指名競争入札】 

予定価格１３０万円を超え１千万

円未満の建設工事、業務委託及び

建設用資材の購入を対象 

 

【入札の方法】 

郵便入札による。 

（平成 21 年 4 月 1日施行） 

 

 

【予定価格】 

建設工事、業務委託及び建設用資

材共に事後公表 

 

【入札執行者】 

契約検査課長 

 

 

 

 

【根拠法令等】 

財務規則、建設工事等執行規則、

事後審査型条件付き一般競争入札

執行要領等 

【一般競争入札】 

予定価格１億２千 5 百万円以上の

建設工事を対象 

 

 

【指名競争入札】 

予定価格１３０万円を超え１億２

千 5 百万円未満の建設工事、業務

委託を対象 

 

【入札の方法】 

持参入札による。 

 

 

 

【予定価格】 

建設工事、業務委託共に事前公表

 

 

【入札執行者】 

町長   （議会案件のみ） 

副町長  ５百万円以上５千万円

未満 

管財課長  ５百万円未満 

 

【根拠法令等】 

財務規則、建設工事等執行規則、

条件付き一般競争入札要領等 

【一般競争入札】 

該当なし 

 

 

 

【指名競争入札】 

予定価格１３０万円を超える建設

工事、業務委託を対象 

 

 

【入札の方法】 

持参入札による。 

 

 

 

【予定価格】 

建設工事は事前公表、業務委託は

非公表 

 

【入札執行者】 

町長 

 

 

 

 

【根拠法令等】 

財務規則、建設工事等執行規則、

入札執行事務処理要領 

【一般競争入札】 

原則予定価格５千万円以上の建設

工事を対象 

 

 

【指名競争入札】 

予定価格１３０万円を超え５千万

円未満の建設工事、業務委託を対

象 

 

【入札の方法】 

持参入札による。 

（一般競争入札は郵便入札） 

 

 

【予定価格】 

建設工事、業務委託共に事前公表 

 

 

【入札執行者】 

町長 

 

 

 

 

【根拠法令等】 

財務規則、建設工事等執行規則、

事後審査型条件付き一般競争入札

執行要領等 

入札の執行

に関しては、

平成２１年度

の入札参加資

格 登 録 に よ

る、２年間の

格付け等に関

連することか

ら、現行のと

おりとし、合

併後平成２２

年度中に新市

において行う

平成２３．２

４年度の入札

参加資格登録

に合わせ、再

編する。 

ただし、入

札の方法及び

入札の執行者

については、

入札執行時の

統一を図るた

め、合併時に

再編する。 



 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

建設工事及び建

設工事関連業務

の契約の締結に

関すること 

４ 

９ 

【契約保証】 

対象工事 500 万円以上 

保証額 契約金額の 1/10 

    

【前金払】 

対象工事等 請負代金が500 万円以上

の工事及び工事関連業務委託 

支払い金額 請負代金の4/10 以内、

ただし業務委託は3/10以内(1億円

を限度) 

 

 

 

【中間前金払】（部分払いとの選択

による） 

対象工事等 請負代金が500 万円以上

の工事 

支払い金額 請負代金の2/10 以内 

 

 

【部分払】 

対象工事等 工事及び工事関連業

務委託 

支払い金額 既成部分に対する代

価の 9/10 を超えない額 

 

【根拠法令等】 

財務規則、建設工事等執行規則、中

間前金払いに係る事務取扱要領 

【契約保証】 

対象工事 500 万円以上 

保証額 契約金額の 1/10 

     

【前金払】 

対象工事等 請負代金が500 万円以上

の工事及び工事関連業務委託 

支払い金額 請負代金の4/10 以内、

ただし業務委託は 3/10 以内（１億

円を限度） 

 

 

 

【中間前金払】 

該当なし 

 

 

 

 

 

【部分払】 

対象工事等 工事及び工事関連業

務委託 

支払い金額 既成部分に対する代

価の 9/10 を超えない額 

 

【根拠法令等】 

財務規則、建設工事等執行規則 

 

【契約保証】 

対象工事 500 万円以上 

保証額 契約金額の 1/10 

    

【前金払】 

対象工事等 請負代金が500 万円以上

の工事及び工事関連業務委託 

支払い金額  

１億円以下    4/10 

１億円超２億円以下 3/10 

２億円超     2/10 

（１億円を限度） 

 

【中間前金払】 

 該当なし 

 

 

 

 

 

【部分払】 

対象工事等 工事及び工事関連業

務委託 

支払い金額 既成部分に対する代

価の 9/10 を超えない額 

 

【根拠法令等】 

財務規則、建設工事等執行規則、建

設工事請負契約における契約保証

事務処理要領等 

【契約保証】 

対象工事 500 万円以上 

保証額 契約金額の 1/10 

    

【前金払】 

対象工事等 請負代金が500 万円以上

の工事及び工事関連業務委託 

支払い金額 請負代金の4/10 以内、

ただし業務委託は 3/10 以内（１億

円を限度） 

 

 

 

【中間前金払】 

 該当なし 

 

 

 

 

 

【部分払】 

対象工事等 工事及び工事関連業

務委託 

支払い金額 既成部分に対する代

価の 9/10 を超えない額 

 

【根拠法令等】 

財務規則、建設工事等執行規則、建

設工事に係る前払金・部分払内規 

合併時に

再 編 す

る。 

 



 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

建設工事等請負

業者の指名停止

に関すること 

５ 

１３ 

【措置要件及び期間】 
次の 12 項目 
・虚偽記載  (１～12 か月) 
 
・粗雑工事  (１～ 6 か月) 
 
・契約違反  (１～ 4 か月) 
 
・安全管理措置の不適切（公衆損害事故） 

(１～ 6 か月) 
 
・安全管理措置の不適切（工事関係者事

故）    (１～ 4 か月) 
 
・贈賄    (6～24 か月) 
 
・独占禁止法違反行為 
       (6～24 か月) 
・競売入札妨害又は談合 
       (6～24 か月) 
・建設業法違反行為 
       (１～12 か月) 
・不正又は不誠実な行為 
       (１～12 か月) 
・暴力団関係者(改善されたと認められ
るまで） 
・経営不振等(経営の再建がなされたと
認められるまで) 
 
【対象地域】 
市、県内及び県外各々の契約 
において生じた措置要件により指名停
止期間を設定 
 
 
【審査】 
建設工事等請負者選考委員会で審査す
る 
【根拠法令等】 
建設工事請負業者指名停止基準、入札制
度合理化対策実施要綱、建設工事請負業
者指名停止基準の運用 

【措置要件及び期間】 
次の 12 項目 
・虚偽記載  (１～ 6 か月) 
 
・粗雑工事  (１～ 6 か月) 
 
・契約違反  (１～ 4 か月) 
 
・安全管理措置の不適切（公衆損害事故）

(１～ 6 か月) 
 
・安全管理措置の不適切（工事関係者事

故）    (１～ 4 か月) 
 
・贈賄    (1～12 か月) 
 
・独占禁止法違反行為 
       (2～12 か月) 
・競売入札妨害又は談合 
       (2～12 か月) 
・建設業法違反行為 
       (１～ 9 か月) 
・不正又は不誠実な行為 
       (１～ 9 か月) 
・暴力団関係者(改善されたと認められ
るまで） 
・経営不振等(経営の再建がなされたと
認められるまで) 
 
【対象地域】 
町、県内、関東各都県、全都道府県各々
の契約において生じた措置要件により
指名停止期間を設定 
 
 
【審査】 
建設工事入札参加資格審査会で審査す
る 
【根拠法令等】 
建設工事請負業者指名停止基準 

【措置要件及び期間】 
次の 12 項目 
・虚偽記載  (１～ 6 か月) 
 
・粗雑工事  (１～ 6 か月) 
 
・契約違反  (１～ 4 か月) 
 
・安全管理措置の不適切（公衆損害事故）

(１～ 6 か月) 
 
・安全管理措置の不適切（工事関係者事

故）    (１～ 4 か月) 
 
・贈賄    (1～12 か月) 
 
・独占禁止法違反行為 
       (2～12 か月) 
・競売入札妨害又は談合 
       (2～12 か月) 
・建設業法違反行為 
       (１～ 9 か月) 
・不正又は不誠実な行為 
       (１～ 9 か月) 
・暴力団関係者(改善されたと認められ
るまで） 
・経営不振等(経営の再建がなされたと
認められるまで) 
 
【対象地域】 
町、県内、茨城・群馬・埼玉県、関東各
都県、全都道府県各々の契約において生
じた措置要件により指名停止期間を設
定 
 
【審査】 
建設工事入札参加資格審査会で審査す
る 
【根拠法令等】 
建設工事請負業者指名停止基準 

【措置要件及び期間】 
次の 12 項目 
・虚偽記載  (１～ 6 か月) 
 
・粗雑工事  (１～ 6 か月) 
 
・契約違反  (１～ 4 か月) 
 
・安全管理措置の不適切（公衆損害事故） 

(１～ 6 か月) 
 
・安全管理措置の不適切（工事関係者事

故）    (１～ 4 か月) 
 
・贈賄    (1～12 か月) 
 
・独占禁止法違反行為 
       (2～12 か月) 
・競売入札妨害又は談合 
       (2～12 か月) 
・建設業法違反行為 
       (１～ 9 か月) 
・不正又は不誠実な行為 
       (１～ 9 か月) 
・暴力団関係者(改善されたと認められ
るまで） 
・経営不振等(経営の再建がなされたと
認められるまで) 
 
【対象地域】 
町、県内、関東各都県、全都道府県各々
の契約において生じた措置要件により
指名停止期間を設定 
 
 
【審査】 
建設工事指名業者審査会で審査する 
【根拠法令等】 
建設工事請負業者指名停止基準 

指名停止

について

は、不正

行為の排

除の徹底

を図るた

め、各市

町の最も

厳しい基

準を基本

として合

併時に再

編する。 

 



 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

普通財産の管理及

び処分に関するこ

と 

６ 

５５ 

 未利用土地等を調査し、境界等

整備済みでかつ需要の見込める

ものから、順次処分・貸付する。

 処分は、公売又は随意契約によ

り実施 

 法定外公共物の用途廃止後の

売却価格は、普通財産（土地）評

価基準による。（一般的に市街地

宅地で路線価の３割） 

 未利用土地等を調査し、境界等

整備済みでかつ需要の見込める

ものから順次、処分・貸付する。

 処分は、公売又は随意契約によ

り実施 

 法定外公共物の用途廃止後の

売却価格は、公示価格、固定資産

評価額等を参考に決定 

 未利用土地等を調査し、境界等

整備済みでかつ需要の見込める

ものから、順次、処分・貸付する。

 処分は、公売又は随意契約によ

り実施 

 法定外公共物の用途廃止後の

売却価格は、町有財産（法定外・

法定公共物）払下げに伴う売払い

価格基準による。（一般的に市街

地宅地で固定資産評価額の８割）

 未利用土地等を調査し、境界等

整備済みでかつ需要の見込める

ものから順次、処分・貸付する。 

 処分は、一般競争入札又は入札

不落による随意契約により実施 

 法定外公共物の用途廃止後の

売却価格は、都賀町法定外公共物

払下げに関する土地評価基準に

よる。（一般的に市街地宅地で固

定資産評価額の７割） 

普通財産売却

までの事務に

関する要領等

や売却価格の

算出方法を一

元 化 す る た

め、合併時に

再編する。 

 



 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

物品購入等業者選

考委員会に関する

こと 

７ 

１８ 

平成 18 年 4月 1日設置 

 

 

 

 

 

【審査事項】 

予定価格が１千万円以上の物品

購入等に係る 

・契約の方法及びその条件の決定

・指名競争入札の参加者の決定 

・随意契約の理由の適否及び業者

の決定 

 

【組織】 8 名で構成 

委 員 長  総務部長 

副委員長 委員長が指名する者 

委  員  部長 6名 

 

【根拠法令等】 

物品購入等契約事務取扱規程 

 

未設置 

（ただし、物品の業者選定に係る

審議については、建設工事請負業

者指名選考委員会で実施してい

る。） 

 

【審査事項】 

・予定価格が 50 万円以上の物品

購入等 
・予定価格が総額 80 万円を超える
備品 
 

 

 

【組織】 建設工事請負業者指名

選考委員会で実施 

7 名で構成 

委 員 長  副町長 

委  員  課長 6名 

 

未設置 

（ただし、物品の業者選定に係る

審議については、建設工事請負業

者指名選考委員会で実施してい

る。） 

 

【審査事項】 
・予定価格が 50 万円以上の物品
購入等 
・予定価格が総額 80 万円を超える

備品 

 

 

 

【組織】 建設工事請負業者指名

選考委員会で実施 

10 名で構成 

委 員 長  副町長 

委  員 教育長外課長 8 名 

 

未設置 

（ただし、物品の業者選定に係る

審議については、建設工事請負業

者指名選考委員会で実施してい

る。） 

 

【審査事項】 

・予定価格が 50 万円以上の物品

購入等 
・予定価格が総額 80 万円を超える
備品 
 

 

 

【組織】 建設工事請負業者指名

選考委員会で実施 

5 名で構成 

委 員 長 会計管理者 

副委員長 政策財務課長 

委  員  課長 3名 

 

合併時に再

編する。 

 



 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

物品購入等の業者

選定及び入札並び

に契約に関するこ

と 

８
―
１ 

１９ 

【入札の対象】 
・予定価格が 50 万円以上の物品
購入等 
・予定価格が総額 80 万円を超え
る備品 
上記以外は見積もり合わせを実
施 
 
 
【選定区分】 
予定価格 1 千万円以上の物品購
入等→入札参加者の選考を選考
委員会で審議 
1千万円未満の物品の購入→契約
検査課で業者選定 
 
【一般競争入札】 
実施していない 
 
 
【指名競争入札】 
① 対象 
・予定価格が 50 万円以上の物品
購入等 
・予定価格が総額 80 万円を超える
備品 
 
② 指名業者数 
300 万円未満   3 社以上 
300 万円以上 500 万円未満 

4 社以上 
500 万円以上 1,000 万円未満 

5 社以上 
1,000 万円以上 6 社以上 
 

【入札の対象】 
・予定価格が 50 万円以上の物品
購入等 
・予定価格が総額 80 万円を超え
る備品 
上記以外は見積もり合わせを実
施 
 
 
【選定区分】 
入札の対象となる全ての案件に
ついて、担当課で業者選定し、選
考委員会で審議 
 
 
 
【一般競争入札】 
実施していない 
 
 
【指名競争入札】 
① 対象 
・予定価格が 50 万円以上の物品
購入等 
・予定価格が総額 80 万円を超える
備品 
 
② 指名業者数 
100 万円未満    3 社 
100 万円以上 500 万円未満 

4 社 
500 万円以上 1,000 万円未満  

5 社 
1,000 万円以上 3,000 万円未満

6社 
3,000 万円以上  7 社 
ただし、2社を限度として増減で
きる。 
 

【入札の対象】 
・予定価格が 50 万円以上の物品
購入等 
・予定価格が総額 80 万円を超え
る備品 
上記以外は見積もり合わせを実
施 
 
 
【選定区分】 
入札対象となる全ての案件につ
いて、担当課で業者選定し、選考
委員会で審議 
 
 
 
【一般競争入札】 
実施していない 
 
 
【指名競争入札】 
① 対象 
・予定価格が 50 万円以上の物品
購入等 
・予定価格が総額 80 万円を超える
備品 
 
② 指名業者数 
 ３社以上 

【入札の対象】 
・予定価格が 50 万円以上の物品
購入等 
・予定価格が総額 80 万円 
を超える備品 
上記以外は見積もり合わせを実
施 
 
 
【選定区分】 
入札の対象となる全ての案件に
ついて、総務課で業者選定し、選
考委員会で審議 
 
 
 
【一般競争入札】 
予定価格が 5,000 万円以上の物
品購入等を対象 
 
【指名競争入札】 
① 対象 
・予定価格が 50 万円以上 
5,000 万円未満の物品購入等 
・予定価格が総額 80 万円を超え
5,000 万円未満の備品 
 
 
② 指名業者数 
10 万円未満  2 社以上 
10 万円以上 80 万円未満 
       3 社以上 
80 万円以上 200 万円未満 
        4 社以上 
200 万円以上  5 社以上 
 

合併時に再

編する。 

 



 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

８
―
２ 

 

【入札の方法】 
持参入札 
 
【予定価格】 
事後公表 
 
【入札執行者】 
契約検査課長 
 
 
【長期継続契約】 
締結することができる主な契約 
・電子計算機及びこれに付随して
使用するものの借入れに関する
契約 
・複写機、印刷機等の借入れに関
する契約 
・車両の借入れに関する契約 
・ソフトウェアの使用に関する契
約 
・庁舎等の管理業務の委託に関す
る契約 
 
 
【根拠法令等】 
財務規則 
物品購入等契約事務処理要領 
入札執行事務処理要領 
長期継続契約を締結することが
できる契約を定める条例 

【入札の方法】 
持参入札 
 
【予定価格】 
事前公表 
 
【入札執行者】 
町長 （議会案件のみ） 
副町長 700 万円未満 
 
【長期継続契約】 
締結することができる主な契約 
・電子計算機及びこれに付随して
使用するものの借入れに関する
契約 
・複写機、印刷機等の借入れに関
する契約 
・車両の借入れに関する契約 
・ソフトウェアの使用に関する契
約 
・庁舎等の管理業務の委託に関す
る契約 
 
 
【根拠法令等】 
財務規則 
長期継続契約を締結することが
できる契約を定める条例 

【入札の方法】 
持参入札 
 
【予定価格】 
事前公表 
 
【入札執行者】 
町長 
 
 
【長期継続契約】 
締結することができる主な契約 
・電子計算機及びこれに付随して
使用するものの借入れに関する
契約 
・複写機、印刷機等の借入れに関
する契約 
・車両の借入れに関する契約 
・ソフトウェアの使用に関する契
約 
・庁舎等の管理業務の委託に関す
る契約 
 
 
【根拠法令等】 
財務規則 
長期継続契約を締結することが
できる契約を定める条例 

【入札の方法】 
持参入札（一般競争は郵便入札） 
 
【予定価格】 
事前公表 
 
【入札執行者】 
町長 
 
 
【長期継続契約】 
締結することができる主な契約 
・電子計算機及びこれに付随して
使用するものの借入れに関する
契約 
・複写機、印刷機等の借入れに関
する契約 
・車両の借入れに関する契約 
・ソフトウェアの使用に関する契
約 
・庁舎等の管理業務の委託に関す
る契約 
 
 
【根拠法令等】 
財務規則 
物品購入等契約事務処理要領 
入札執行事務処理要領 
長期継続契約を締結することが
できる契約を定める条例 

 

 



 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

物品購入等入札参

加資格者の指名停

止に関すること 

９ 

７５ 

【措置要件及び期間】 

次の８項目 

・虚偽記載（1～12 か月） 

・契約違反（1～4か月） 

・贈賄（6～24 か月） 

・独占禁止法違反行為 

   （6～24 か月） 

・談合（6～24 か月） 

・不正又は不誠実な行為 

   （1～12 か月） 

・暴力団関係者（改善されたと認

められるまで） 

・経営不振（経営の再建がなされ

たと認められるまで） 

 

【審査】 

物品購入等業者選考委員会で審

査する。 

 

【根拠法令等】 

物品購入等入札参加者指名停止

基準 

 

 

指名停止を行っていない。 指名停止を行っていない。 【措置要件及び期間】 

次の８項目 

・虚偽記載（1～6か月） 

・契約違反（1～4か月） 

・贈賄（3～12 か月） 

・独占禁止法違反行為 

   （2～9か月） 

・談合（2～12 か月） 

・不正又は不誠実な行為 

   （1～9か月） 

・暴力団関係者（改善されたと認

められるまで） 

・経営不振（経営の再建がなされ

たと認められるまで） 

 

【審査】 

指名業者審査会で審査する。 

 

【根拠法令等】 

指名競争入札参加資格者指名停

止措置要領 

 

合併時に再

編する。 

 



様式２             栃木市・大平町・藤岡町・都賀町合併協議会への報告（ランクＢ）     総務部会 議会分科会 
事務事業名 現          況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

交際費に関す

ること 

１ 

４ 

・支出額は議長交際費支出基準に

基づき決定 

・年度末に通帳に残金がある場合

は、精算により一般会計へ戻入 

・ホームページ上で公開 

・議長交際費は資金前渡で毎月５

万円ずつ受け取り、必要に応じて

支出 

・毎月月末に精算し、残金のある

場合は戻し入れ 

・支払いの都度ホームページ上で

公開 

・議長交際費は資金前渡で１０万

円ずつ受け取り、必要に応じて支

出 

・会費等は案内状の額、前例、町

長交際費の額を参考に支出 

・公開はしていない 

・議長交際費は必要に応じてその

都度支出 

・会費等は案内状の額、前例、町

長交際費の額を参考に支出 

・公開はしていない 

合併時に再編す

る。 

議員研修に関

すること 

２ 

５ 

・栃木県市議会議長会が主催する

研修会に参加 

・栃木県南６市議会議長会が主催

する研修会に参加 

・市議会において必要に応じて研

修会を開催 

 

・全国町村議会議長会が主催する

研修会 

・下都賀郡議長会が主催する研修

会 

・町単独研修 

・大岩藤３町が主催する研修 

・全国町村議会議長会が主催する

研修会 

・下都賀郡議長会が主催する研修

会 

・佐野地区市町議会議長会が主催

する研修 

・大岩藤３町が主催する研修 

・藤岡町議会が主催する研修 

・全国町村議会議長会が主催する

研修会 

・下都賀郡議長会が主催する研修

会               

・町議会において必要に応じて研

修会を開催 

 

合併後に再編す

る。 

議員派遣に関

すること 

３ 

６ 

・地方自治法第１００条第１３項

の規定により議員を派遣しよう

とするときは、議会の議決でこれ

を決定する。ただし、緊急を要す

る場合は、議長において派遣を決

定することができる。 

 

・地方自治法第１００条第１３項

の規定により議員を派遣しよう

とするときは、議会の議決でこれ

を決定する。ただし、緊急を要す

る場合は、議長において派遣を決

定することができる。 

 

・地方自治法第１００条第１３項

の規定により議員を派遣しよう

とするときは、議会の議決でこれ

を決定する。ただし、緊急を要す

る場合は、議長において派遣を決

定することができる。 

 

 

・地方自治法第１００条第１３項

の規定により議員を派遣しよう

とするときは、議会の議決でこれ

を決定する。ただし、緊急を要す

る場合は、議長において派遣を決

定することができる。 

 

合併時に再編す

る。 



 
事務事業名 現          況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

退職議員に関

すること ４ 

７ 

・議員共済関係の管理 

・退職議員の履歴簿管理 

・議会議員ＯＢ会の対応 

・議員共済関係の管理  

・退職議員の台帳管理 

 

・議員共済関係の管理 

・退職議員の台帳管理 

・議会議員ＯＢ会の対応 

・議員共済関係の管理 

・退職議員の台帳管理 

・議員年金受給者会の対応 

合併時に再編す

る。 

議員の公務災

害に関するこ

と ５ 

８ 

・地方公務員災害補償法第６９条

及び第７０条の規定に基づく、議

会議員の公務上の災害又は通勤

による災害に対する補償 

・地方公務員災害補償法第６９条

及び第７０条の規定に基づく、議

会議員の公務上の災害又は通勤

による災害に対する補償 

・地方公務員災害補償法第６９条

及び第７０条の規定に基づく、議

会議員の公務上の災害又は通勤

による災害に対する補償 

・地方公務員災害補償法第６９条

及び第７０条の規定に基づく、議

会議員の公務上の災害又は通勤

による災害に対する補償 

合併時に再編す

る。 

議員共済に関

すること 

６ 

９ 

・議員は「市議会議員共済会」の

会員 

・共済給付金の原資として議員は

毎月掛金を、市は負担金を納付す

るとともに議員は期末手当から

特別掛金を納付 

 退職年金 

 退職一時金 

 遺族年金 

 遺族一時金 

 公務傷病年金 

・議員は「町村議会議員共済会」

の会員 

・共済給付金の原資として議員は

毎月掛金を、町は負担金を納付す

るとともに議員は期末手当から

特別掛金を納付 

退職年金 

退職一時金 

遺族年金 

遺族一時金 

公務傷病年金 

・議員は「町村議会議員共済会」

の会員 

・共済給付金の原資として議員は

毎月掛金を、町は負担金を納付す

るとともに議員は期末手当から

特別掛金を納付 

 退職年金 

 退職一時金 

 遺族年金 

 遺族一時金 

 公務傷病年金 

・議員は「町村議会議員共済会」

の会員 

・共済給付金の原資として、議員

は毎月掛金を、町は負担金を納付

するとともに議員は期末手当か

ら特別掛金を納付 

退職年金 

退職一時金 

遺族年金 

遺族一時金 

公務傷病年金 

合併時に再編す

る。 

議員表彰に関

すること 

７ 

１０ 

・全国市議会議長会会長表彰 

・関東市議会議長会会長表彰 

・総務大臣表彰・感謝状 

・栃木市政功労者表彰 

・栃木市議会議員永年在職議員表

彰 

・全国町村議会議長会表彰 

・栃木県町村議会議長会表彰 

・総務大臣表彰 

・大平町自治功労者表彰 

・全国町村議会議長会会長表彰 

・藤岡町自治功労者表彰 

 

・全国町村議会議長会表彰 

・総務大臣表彰 

・都賀町功労者表彰 

 

合併時に再編す

る。 



 
事務事業名 現          況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

議員台帳に関

すること ８ 

１１ 

・経歴をはじめ議会人事に変更が

ある場合に整理 

・各種表彰の基礎資料 

・経歴をはじめ議会人事に変更が

ある場合に整理 

・各種表彰の基礎資料 

・経歴をはじめ議会人事に変更が

ある場合に整理 

・各種表彰の基礎資料 

・経歴をはじめ議会人事に変更が

ある場合に整理 

・各種表彰の基礎資料 

合併時に再編す

る。 

議場等の維持

管理に関する

こと ９ 

１２ 

・議場、議長応接室、委員会室、

議員控室、議会図書室、議会事務

局の維持管理 

・議場、議長室、議員控室（議会

図書室）、議会事務局の維持管理

・議場、正副議長室、議員控室、

執行部控室、議会図書室、議会事

務局の維持管理 

・議場、議長応接室、議員控室、

議会図書室、議会事務局の維持管

理 

合併時に再編す

る。 

広域的組織に

関すること 
10 

１３ 

・栃木地区広域行政事務組合 

・栃木県南公設地方卸売市場事務

組合 

・１市５町議会正副議長懇談会 

・１市４町議会正副議長懇談会 

・栃木地区広域行政事務組合 

・栃木県南公設地方卸売市場事務

組合 

・１市５町議会正副議長懇談会 

・１市４町議会正副議長懇談会 

・栃木地区広域行政事務組合 

・佐野地区衛生施設組合 

・栃木県南公設地方卸売市場事務

組合 

・１市５町議会正副議長懇談会 

・１市４町議会正副議長懇談会 

・栃木地区広域行政事務組合 

・栃木県南公設地方卸売市場事務

組合 

・１市５町議会正副議長懇談会 

・１市４町議会正副議長懇談会 

合併時に再編す

る。 

事務局機構に

関すること 
11 

１４ 

・条例上の職員定数は９人（実数

は７人と臨時職員１人） 

 

・条例上の職員定数は３人（実数

も同じ） 

 

・条例上の職員定数は 4人（平成

20 年 12 月１日から、専任職員 2

人と兼務職員 2人） 

・条例上の職員定数は３人（専任

職員 2人と兼務職員 2人） 

 

合併協定項目

「１０ 一般職

の職員の身分の

取扱い」の協議

結果による。 

政務調査費に

関すること 
12 

１５ 

・栃木市議会議員の調査研究に資

するため必要な経費の一部とし

て、会派（所属議員が 1人の場合

を含む）に交付 

・年額一人につき 36 万円を年 2

回（4月及び 10 月）に分けて交付

・大平町議会議員の調査研究に資

するため必要な経費の一部とし

て、会派（所属議員が 1人の場合

を含む）に交付 

・月額一人につき１万円を年 2回

（4月及び 10 月）に分けて交付 

・藤岡町議会議員の調査研究に資

するため必要な経費の一部とし

て、議員に交付 

・月額１万円を月の初日に交付 

・都賀町議会議員の調査研究に資

するため必要な経費の一部とし

て、議員に交付 

・月額１万円を年４回（4 月、7

月、10 月及び 1月）に分けて交付

 

合併時に再編す

る。 



 
事務事業名 現          況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

議会公印に関

すること 

13 

１６ 

・栃木市議会公印規程による。 

【使用公印】 

・栃木市議会議長印 

・栃木市議会副議長印 

・栃木市議会常任委員長印 

・栃木市議会特別委員会印 

・栃木市議会事務局長之印 

・栃木市議会印 

・大平町議会公印規程による。 

【使用公印】 

・大平町議会議長印 

・大平町議会副議長印 

・大平町議会常任委員会委員長印

・大平町議会運営委員会委員長印

・大平町議会特別委員会印 

・栃木市議会事務局長之印 

・大平町議会印 

・藤岡町議会公印規程による。 

【使用公印】 

・藤岡町議会印 

・藤岡町議会議長之印 

・常任委員会委員長印 

・議会運営委員会委員長之印 

・特別委員会委員長印 

・藤岡町議会事務局長印 

・都賀町公印規程に準じる。 

【使用公印】 

・都賀町議会印 

・都賀町議会議長印 

・都賀町議会副議長印 

・都賀町議会常任委員長印 

・委員会委員長印 

・都賀町議会特別委員長印 

 

合併時に再編す

る。 

議長会等に関

すること 

14 

１７ 

・全国市議会議長会 

・関東市議会議長会 

・栃木県市議会議長会 

・栃木県南６市議会議長会 

・全国高速自動車道市議会協議会

・全国町村議会議長会 

・栃木県町村議会議長会 

・下都賀郡町村議会議長会 

・全国町村議会議長会 

・栃木県町村議会議長会 

・下都賀郡町村議会議長会 

・全国町村議会議長会 

・栃木県町村議会議長会 

・下都賀郡町村議会議長会 

 

合併時に再編す

る。 

公用車（議会）

の維持管理に

関すること 

15 

１８ 

・ニッサンプレジデント 

・トヨタステーションワゴン 

・議長車については事務局の運転

員が、運転、管理 

・買い替え時期については、特に

規定なし。 

・ニッサンシーマ 

・議長車については管財課の運転

員が、運転、管理 

・買い替え時期については、特に

規定なし。 

（一般の公用車については、１０

年１０万ｋｍ） 

・ニッサングロリア 

・運転した職員は、運転日誌に日

時・所属氏名・目的地、用務、使

用時間・走行距離・給油等などを

記入 

・買い替え時期については、特に

規定なし。 

 

 

・トヨタクラウンマジェスタ 

・維持管理等全て総務課管財係で

管理 

・運転は、総務課の運転手が対応。

運転手の都合がつかない時は事

務局で行う。 

・買い替え時期については、特に

規定なし。 

合併時に再編す

る。 



 
事務事業名 現          況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

本会議に関す

ること 

16 

１９ 

・定例会は毎年４回（３月、６月、

９月、１２月） 

・会議時間は午前１０時から午後

４時まで。 

・定例会は毎年４回（３月、６月、

９月、１２月） 

・会議時間は午前１０時から午後

５時まで。 

・定例会は毎年４回（３月、６月、

９月、１２月） 

・会議時間は午前９時から午後４

時まで。 

・定例会は毎年４回（３月、６月、

９月、１２月） 

・会議時間は午前９時３０分から

午後５時まで。 

合併時に再編す

る。 

本会議におけ

る発言に関す

ること 

17 

２０ 

【一般質問】 

・発言通告の締切りは、議長の指

定する日（おおむね議会運営委員

会開催の４日前）の正午まで。 

・発言時間は、３５分以内（答弁

を含まない） 

・一問一答方式 

 

 

【質疑】 

・議案等に対する質疑は、一般質

問と併せて行う。 

・質疑は、同一議員につき、同一

議題について３回を超えること

ができない。 

 

 

【討論】 

・討論通告の締切りは、表決日の

前日の正午まで。 

・発言時間は、２０分以内 

【一般質問】 

・発言通告の締切りは、議長の指

定する日（おおむね議会運営委員

会開催の５日前）まで。 

・発言時間は、答弁を含め６０分

以内 

・一問一答方式 

 

 

【質疑】 

・議案等に対する質疑は、そのつ

ど行っている。 

・質疑は、同一議員につき、同一

議題について３回を超えること

ができない。 

 

 

【討論】 

・特に通告等は行わない。 

【一般質問】 

・発言通告の締切りは、議会運営

委員会開催日のおおむね３日前

までの午前８時３０分から午後

５時まで。 

・発言時間は、答弁を含め６０分

以内 

・一問一答方式 

 

【質疑】 

・質疑は、同一議員につき、同一

議題について３回を超えること

ができない。 

 

 

 

 

【討論】 

・討論通告の締切りは、表決日の

前日まで。 

【一般質問】 

・発言通告の締切りは、議会運営

委員会開催の１～２日前の午後

５時まで。 

・発言時間は、答弁を含め６０分

以内。 

・初回の発言のみ通告項目全てを

質問し、以後の発言は一問一答方

式 

【質疑】 

・議案等に対する質疑は、議長が

先挙手者と認めるものから指名

する。（委員長報告に対する質疑

も同様） 

・質疑は、同一議員につき、同一

の議題について３回を超えるこ

とができない。 

【討論】 

・議長に発言通告 

・発言時間は、制限しない。 

合併後に再編す

る。 



 
事務事業名 現          況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

議案に関する

こと 

18 

２１ 

・議員が議案を提出しようとする

ときは、その案をそなえ、理由を

付け、地方自治法第１１２条第２

項の規定によるもの（団体意思の

決定）については所定の賛成者

（議員定数の１２分の１以上）と

ともに連署し、その他のもの（機

関意思の決定）については他に２

人以上の賛成者とともに連署し

て、議長に提出 

・意見書、決議案は、所管の常任

委員あるいは議会運営委員研究

会で案文を作成し、同委員会の正

副委員長が提出者に、他の委員

（正副議長を除く）が賛成者とな

り議会に提出 

・その他の議案（委員会条例、会

議規則等議会関係の例規の改正

等）については、各会派代表者会

議、議会運営委員会等で提出者、

賛成者を調整して議会に提出 

 

・議員が議案を提出しようとする

ときは、その案をそなえ、理由を

付け、地方自治法第１１２条第２

項の規定によるもの（団体意思の

決定）については所定の賛成者

（議員定数の１２分の１以上）と

ともに連署し、その他のもの（機

関意思の決定）については他に２

人以上の賛成者とともに連署し

て、議長に提出 

・意見書、決議案は、所管の常任

委員会で案文を作成し、同委員会

の正副委員長が提出者に、他の委

員会の委員長が賛成者となり議

会に提出 

・その他の議案（委員会条例、会

議規則等議会関係の例規の改正

等）については、原則として議会

運営委員会委員長が提出者とな

り、他の常任委員長が賛同者とな

り議会に提出 

・議員が議案を提出しようとする

ときは、その案をそなえ、理由を

付け、地方自治法第１１２条第２

項の規定によるもの（団体意思の

決定）については所定の賛成者

（議員定数の１２分の１以上）と

ともに連署し、その他のもの（機

関意思の決定）については他に２

人以上の賛成者とともに連署し

て、議長に提出 

・意見書・決議案は、同委員会の

委員長が提出者に、議会運営委員

会の委員長、副委員長、委員が賛

成者となり議会に提出 

・その他の議案（委員会条例、会

議規則等議会関係の例規の改正

等）については、所管の常任委員

会委員長が提出者に、他の常任委

員会委員長と議会運営委員会委

員長が賛成者となり議会に提出 

・議員が議案を提出しようとする

ときは、その案をそなえ、理由を

付け、地方自治法第１１２条第２

項の規定によるもの（団体意思の

決定）については所定の賛成者

（議員定数の１２分の１以上）と

ともに連署し、その他のもの（機

関意思の決定）については他に２

人以上の賛成者とともに連署し

て、議長に提出 

・意見書・決議案は、所管の常任

委員で案文を作成し、同委員会の

委員長が提出者に、他の委員が賛

成者となり議会に提出 

・その他の議案（委員会条例、会

議規則等議会関係の例規の改正

等）については、議会運営委員会

等で提出者、賛成者を調整して議

会に提出し、提案理由の説明後、

委員会付託を省略して議決 

 

合併時に再編す

る。 



 
事務事業名 現          況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

会議結果報告

等議決事件の

処理に関する

こと 
19 

２２ 

・会議結果の報告 

・議決書の作成 

・議決証明 

・議事録の証明 

・会議結果の報告 

・議決書の作成 

・議決証明 

・議事録の証明 

・会議結果の報告 

・議決書の作成 

・議決証明 

・議事録の証明 

・会議結果の報告 

・議決書の作成 

・議決証明 

・議事録の証明 

合併時に再編す

る。 

全員協議会に

関すること 

20 

２３ 

【招集要件】 

・市政に係る重要案件について、

市長から依頼があった場合 

・議会内の協議事項について、議

長が招集する場合。 

・一般選挙後の最初の議会におい

て、自己紹介等を行う場合 

・その他、必要に応じて。 

 

【その他】 

・会議は原則公開 

【招集要件】 

・町政に係る重要案件について、

町長から依頼があった場合 

・議会内の協議事項について、議

長が招集する場合 

・一般選挙後の最初の議会におい

て、自己紹介等を行う場合 

 

 

【その他】 

・会議は原則非公開 

【招集要件】 

・本会議関連の協議会 

・自主的意見調整の協議会 

・町長が意見を聞くための協議会

 

 

 

 

 

【その他】 

・会議は原則公開 

【招集要件】 

・町政に係る重要案件について、

町長から開催依頼があった場合 

・議会内の協議事項について、議

長が招集する場合 

・一般選挙後の最初の議会におい

て、自己紹介等を行う場合 

 

 

【その他】 

・会議は制限公開方式 

合併時に再編す

る。 

会議録に関す

ること 

21 

２４ 

・本会議会議録のテープ反訳・印

刷製本業務及び会議録検索シス

テム用データベース作成業務を

㈱会議録センターに委託 

・インターネット検索システムを

導入したため、議員への会議録の

配布を中止。ただし、会議録を希

望する議員に対しては、コピーを

配布 

・本会議会議録の速記・印刷製本

業務を㈱大和速記情報センター

に委託 

・インターネット検索システムを

導入したため、議員への会議録の

配布を中止 

・本会議会議録のテープ反訳・印

刷製本業務を㈱会議録センター

に委託 

・副本１部を執行部に送付。議員

には配布しないが、会議録を希望

する議員には、コピー（有償）を

配布 

 

・本会議会議録のテープ反訳・印

刷製本業務を㈱会議録研究所に

委託 

・議員等へは会議録を配布しない

が、会議録を希望する議員には、

コピーを配布 

 

合併時に再編す

る。 



 
事務事業名 現          況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

請願・陳情に関

すること 

22 

２５ 

【請願】 

・当該請願の付託が予想される委

員会の正副委員長は、紹介議員と

なることを差し控える。 

・受理した請願は、議会運営委員

会で付託する委員会を決定 

 

【陳情】 

・議会運営委員会で、請願に適合

するものと決定した陳情は、請願

並扱いとする。 

・陳情書は、会派代表者会議に諮

り、議会運営委員会に付議するか

決定 

【請願】 

・受理した請願は、議会運営委員

会で付託する委員会を決定して

いる。 

 

 

 

【陳情】 

・議会運営委員会で、請願に適合

するものと決定した陳情は、請願

並扱いとして全員協議会におい

て審査 

【請願・陳情】 

・受理した請願は、議会運営委員

会で付託する委員会を決定 

【請願】 

・正副議長及び請願事項を所管す

る委員会の委員長は、請願の紹介

議員となることを差し控える。 

・受理した請願は、議会運営委員

会で審査し、全員協議会で決定 

 

【陳情】 

・陳情書は、議会運営委員会にて

審査し、全員協議会で決定 

合併時に再編す

る。 

常任委員会に

関すること 

23 

２７ 

・総務常任委員会 

・社会文教常任委員会 

・経済建設常任委員会 

・委員の任期は１年（２年の運用

としている。） 

・委員の選任については、会派代

表者会議に諮り、各会派ごとの委

員割り当てを行い、全員協議会に

で内定の上、会議において議長指

名の方法により決定 

・毎年視察を実施。予算は、１人

年額１１万円 

・総務常任委員会 

・経済建設常任委員会 

・教育厚生常任委員会 

 

・委員の任期は２年 

・委員の選任については、全員協

議会において内定の上、本会議に

おいて議長指名の方法により決

定 

・毎年視察を実施。予算は１人年

額 16,200 円（旅費日当） 

・総務教育常任委員会 

・民生産業建設常任委員会 

 

・委員の任期は２年 

・常任委員の選任については、あ

らかじめ全員協議会で調整し、議

長が会議に諮って指名する。 

・議長は総務教育常任常任委員会

に所属 

・総務民生常任委員会 

・教育産業常任委員会 

 

・委員の任期は２年 

・委員の選任については、議長が

会議に諮って指名 

・議長は総務民生常任委員会に所

属し、その後、直ちに議会の同意

を得て辞任する。 

・毎年視察を実施。１人年額２５

千円を補助 

合併時に再編す

る。 

 



 
事務事業名 現          況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

特別委員会に

関すること 
24 

２８ 

・決算審査特別委員会（議長を除

く全議員） 

 

・大平町議会広報発行対策特別委

員会 

該当なし 

 

 

・合併調査研究特別委員会（議長

を除く全議員） 
合併時に再編す

る。 

議会の広報･広

聴活動に関す

ること 
25 

２９ 

・栃木市議会広報委員会 

委員は若干名（現員数９名） 

・定例会の翌月に年４回、26,300

部発行 

・音声版／点字版議会だよりも作

成 

・議会の状況をケーブルテレビで

録画放映を行っている。 

・大平町議会広報発行対策特別委

員会 

委員会は若干名（現員数４名） 

・定例会の翌月に年４回 9,200 部

発行 

・原則として、委員が原稿作成 

・委員の構成により研修会又は視

察を実施 

・藤岡町議会広報委員会  委員

は６名 

・定例会の翌々月に年４回、5,300

部発行 

 

・都賀町議会だより編集委員会

委員６名 

・定例会の翌々月に年４回、4,000

部発行 

 

・議会だより編集委員会は毎年視

察を実施。予算は、１人年額

11,800 円 

合併時に再編す

る。 

議会の傍聴に

関すること 

26 

３１ 

・一般席及び報道関係者席に分

け、本会議の傍聴人の定員は６４

人 

・委員会は、議員のほか、委員長

の許可を得た者が傍聴できる。 

 

・一般席及び報道関係者席に分

け、本会議の傍聴人の定員は５０

人 

・委員会は、議員のほか、委員長

の許可を得た者が傍聴できる。 

・一般席及び報道関係者席に分

け、本会議の傍聴人の一般席定員

は２５人 

・委員会は、議員のほか、委員長

の許可を得た者が傍聴できる。 

・一般席及び報道関係者席に分

け、本会議の傍聴人の定員は３０

人 

・委員会は、報道関係者及び一般

傍聴者は、議員のほか、委員長の

許可を得た者が傍聴できる。 

合併時に再編す

る。 

議決を要しな

い報告に関す

ること 
27 

３３ 

【報告事例】 

・監査の結果報告 

・法人の経営状況説明書等 

・基金の運用状況の報告 

・継続費及繰越明許費に関する繰

越計算書等 

 

 

【報告事例】 

・監査の結果報告 

・法人の経営状況説明書等 

・基金の運用状況の報告 

・継続費及繰越明許費に関する繰

越計算書等 

【報告事例】 

・監査の結果報告 

・基金の運用状況の報告 

・継続費及繰越明許費に関する繰

越計算書等 

・健全化判断比率及び資金不足比

率について 

 

 

【報告事例】 

・監査の結果報告 

・法人の経営状況説明書等 

・基金の運用状況の報告 

・継続費及繰越明許費に関する繰

越計算書等 

合併時に再編す

る。 



 
事務事業名 現          況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

議会運営委員

会・会派代表者

会議に関する

こと 

28 

３４ 

【議会運営委員会】 

・定例会・臨時会の会期、日程及

び議事予定 

・一般質問の割り振り 

・上程議案等の取り扱い 

 

・毎年視察を実施。予算は、１人

年額６万円 

 

【会派代表者会議】 

○正副議長及び各会派の代表者

で構成。必要に応じて議長が招集

 

【議会運営委員会】 

・定例会・臨時会の会期、日程及

び議事予定 

・上程議案等の取り扱い 

 

・毎年視察を実施。予算は、１人

年額 16,200 円 

 

【議会運営委員会】 

・定例会・臨時会の会期と議事日

程 

・一般質問の割り振り 

・上程議案等の取り扱い 

・本会議における発言の取り消し

及び訂正 

 

【議会運営委員会】 

・定例会・臨時会の会期と議事予

定 

・一般質問の割り振り 

・上程議案等の取り扱い 

・本会議における発言の取り消し

及び訂正 

 

・毎年視察を実施。予算は、１人

年額 11,800 円 

合併時に再編す

る。 

委員会条例、会

議規則及び市

議会先例等に

関すること 

29 

３６ 

【委員会条例】 

標準市議会委員会条例に基づき

制定 

 

【会議規則】 

標準市議会会議規則に基づき制

定 

 

【市議会先例】 

市議会先例等を収録した「栃木市

議会提要」を作成し、各議員に配

付（平成１９年５月改訂版発行）

 

 

【申し合わせ等】 

 議会の運営にあたり、必要に応

じて、議会運営委員会で確認事項

を見直す。 

【委員会条例】 

標準町村議会委員会条例に基づ

き制定 

 

【会議規則】 

標準町村議会会議規則に基づき

制定 

 

【町議会先例】 

町議会先例等を収録した「大平町

議会先例集」を作成し、各議員に

配付 

 

 

【申し合わせ等】 

 議会の運営にあたり、必要に応

じて、議会運営委員会で確認事項

を見直す。 

【委員会条例】 

標準町議会委員会条例に基づき

制定 

 

【会議規則】 

標準町議会会議規則に基づき制

定 

 

【町議会先例】 

町議会先例等を収録したものは

現在のところ無いが､必要に応じ

て議会運営委員会等で確認しな

がら取り扱っている。 

 

【申し合わせ等】 

議会の運営にあたり、必要に応じ

て議会運営委員会等で確認事項

を見直す。 

【委員会条例】 

標準町議会委員会条例に基づき

制定 

 

【会議規則】 

標準町議会会議規則に基づき制

定 

 

【町議会先例】 

町議会先例等を収録した「都賀町

議会先例集」を作成し、各議員に

配付 

（平成２０年２月改訂版発行） 

 

【申し合わせ等】 

議会の運営にあたり、必要に応じ

て議会運営委員会で確認事項を

見直す。 

合併時に再編す

る。 



 
事務事業名 現          況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

費用弁償等に

関すること 

30 

３８ 

【費用弁償】 

議長等が公務のため旅行した場

合に、費用弁償として旅費を支給

する。（平成２０年度から日当支

給廃止） 

【費用弁償】 

議長等が公務のため旅行した場

合に、費用弁償として旅費を支給

する。（平成２０年度から県内は

日当支給廃止） 

 

【費用弁償】 

議長等が召集に応じ、若しくは委

員会に出席するため旅行したと

き、又は公務のため旅行したとき

はその旅行について、費用弁償と

して旅費を支給する。 

【費用弁償】 

議長等が公務のため旅行した場

合に、費用弁償として旅費を支給

する。 

合併時に再編す

る。 

職員の人事に

関すること 

31 

３９ 

・人事課からの異動、昇給、昇任

等の資料に基づき議長名で発令 

・辞令は、議長が交付 

・総務課からの異動、昇給、昇任

等の資料に基づき議長名で発令 

・辞令は、議長が交付 

・総務企画課からの異動・退職等

の資料に基づき議長名で発令 

・辞令は、議長が交付 

・総務課からの異動、昇給、昇格

等の資料に基づき議長名で発令 

・辞令は、議長が交付 

合併時に再編す

る。 

法定外（任意）

の委員会に関

すること 

32 

４２ 

議長の諮問機関 

①議会のあり方検討委員会 

委員 ９名 

・開かれた信頼される議会を目指

して設置 

②合併推進委員会 

  委員 １０名 

・合併推進に向けた検討を行うた

めに設置 

③議会基本条例検討委員会 

  委員 ９名 

・議会の最高法規として議会基本

条例を制定するために設置 

議長の諮問機関 

①合併検討委員会 

  委員 全議員 

・合併問題に関する研究や検証な

どを行い様々な視点から合併を

検討 

②議員定数検討委員会 全議員 

・議員定数のあり方について検討

議長の諮問機関 

①藤岡町合併検討委員会 

  委員 全議員 

・合併問題についての調査及び検

討 

該当なし 合併時に再編す

る。 

 



 

事務事業名 現          況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

議会基本条例

に関すること 

33 

４４ 

議会及び議員が担う役割を果

たすために必要な基本的事項を

定めることにより、市民の付託に

応えられる議会運営の実現を図

る。 

・ 議員相互間の自由討議の推進

・ すべての会議を公開 

・ 請願、陳情を市民による政策

提案として位置づけ 

・ 市民や市民団体等との意見交

換の場の設置 

・ 年 1回以上の議会報告会の開

 催 

・ 議員の質問に対する市長等の

反問権の付与 

・ 市長における政策等形成過程

の説明資料の作成 

・ 議決事項の追加（基本構想に

基づく基本計画） 

・ 最高規範性を明記 

・ 4 年に 1度の達成状況の検討と

検討結果の公表 

 

該当なし 該当なし 該当なし 合併後に再編す

る。 

 



 

事務事業名 現          況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

政治倫理条例

に関すること 

34 

４５ 

この条例は、市政が市民の厳粛

な信託によるものであることを

認識し、その受託者たる市長、副

市長及び教育長並びに市議会議

員が、市民全体の奉仕者として、

政治倫理の確立に努め、市政に対

する市民の信頼に応え、もって公

正で開かれた民主的な市政の発

展に寄与することを目的として

制定 

・市長等及び議員の責務 

・市民等の責務 

・政治倫理基準 

・政治倫理審査会の設置 

・市民の調査請求権 

・倫理基準違反等の審査 

・資産等報告書の提出 

・協力義務 

・虚偽報告等の公表 

・贈収賄罪宣告後における釈明 

・職務関連犯罪による有罪確定後

の措置 

・請負契約等の辞退 

該当なし 該当なし 該当なし 合併後に再編す

る。 

 

  



 

様式２           栃木市・大平町・藤岡町・都賀町合併協議会への報告（ランクＢ）  総務部会 選挙管理分科会 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

選挙管理委員会の運

営（委員の職務、開

催及び運営）に関す

ること 

１ 

１ 

【概要】 

 定時登録及び各種選挙時の選挙

時登録の際選挙管理委員会を開催

【選挙管理委員会】 

 ４名 (委員長 1 名、委員 3 名)

 任期 

  平成 20 年 3月 23 日～ 

平成 24 年 3 月 22 日 

 報酬  

委員長 年額 312,000 円 

委 員 年額 224,000 円 

 

【事務手続き】 

各種議案に基づき審議する。 

 

【選挙人名簿登録者数】 

12 月 2 日現在 66,810 人 

  男 32,359 人 

女 34,451 人

 

【実施時期】 

定時登録及び選挙時登録時等 

 

【職員】 

 事務局長  １名 

（監査委員事務局長兼務） 

次      長   １名  

主   幹    1 名 

（監査委員事務局主幹兼務）         

次長補佐   １名 

主      査    1 名 

（監査委員事務局主査兼務）  

【概要】 

 定時登録及び各種選挙時の選挙

時登録の際選挙管理委員会を開催

【選挙管理委員会】 

 ４名 (委員長 1 名、委員 3名)

 任期 

  平成 19 年 12 月 24 日～ 

平成 23 年 12 月 23 日 

 報酬  

委員長 年額 195,000 円 

委 員 年額 162,000 円 

 

【事務手続き】 

各種議案に基づき審議する。 

 

【選挙人名簿登録者数】 

 12 月 2日現在  23,579 人 

男 11,769 人  

女 11,810 人 

 

【実施時期】 

定時登録及び選挙時登録時等 

 

【職員】 

 書記長    １名 

    （総務課長兼務） 

 書記次長    １名  

（総務課行政管理係長兼務）       

 書   記    ７名  

   （総務課職員）  

【概要】 

 定時登録及び各種選挙時の選挙

時登録の際選挙管理委員会を開催

【選挙管理委員会】 

 ４名 (委員長 1 名、委員 3名)

 任期 

  平成 20 年 6月 28 日～ 

平成 24 年 6 月 27 日 

 報酬  

委員長  年額 178,000 円 

委 員 年額 115,000 円 

 

【事務手続き】 

各種議案に基づき審議する。 

 

【選挙人名簿登録者数】 

12 月 2 日現在 15,006 人 

男 7,391 人

    女 7,615 人

 

【実施時期】 

定時登録及び選挙時登録時等 

 

【職員】 

 書記長  １名 

（総務企画課長兼務）   

  書記    ７名 

（総務企画課職員兼務） 

【概要】 

 定時登録及び各種選挙時の選挙

時登録の際選挙管理委員会を開催

【選挙管理委員会】 

 ４名 (委員長 1 名、委員 3名)

 任期 

  平成 17 年 6月 26 日～ 

平成 21 年 6 月 25 日 

 報酬  

委員長 月額  14,500 円 

委 員 月額  12,500 円 

 

【事務手続き】 

各種議案に基づき審議する。 

 

【選挙人名簿登録者数】 

12 月 2 日現在 11,186 人 

  男 5,496 人

  女 5,690 人

 

【実施時期】 

定時登録及び選挙時登録時等 

 

【職員】 

書記長（総務課長） １名 

書記 ３名（総務課長補佐１

名、総務課主任 2 名） 

（全員兼務職員）  

選挙管理委員会

の設置及び定数

は、法令の定める

ところにより合

併時に統合する。 
 
報酬については、

合併協定項目「１

１ 特別職の身

分の取扱い」の協

議結果による。 
 
委員会の開催及

び運営について

は、栃木市の例に

より合併時に統

合する。 

 



 

 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

農業委員会委員選挙

執行に関すること 

２ 

５ 

【概要】 

 任期満了による農業委員会

委員の選挙執行 

選挙区・定 数 

第１選挙区  ４人 

第２選挙区  ５人 

第３選挙区  ５人 

計    １４人 

 

 投票区  ６投票区 

【概要】 

 任期満了による農業委員会

委員の選挙執行 

選挙区・定数 

大平町選挙区 １２人 

 

 

 

 

 投票区 １４投票区 

【概要】 

 任期満了による農業委員会

委員の選挙執行 

選挙区・定  数 

第１選挙区  ５人 

第２選挙区  ７人 

第３選挙区  ５人 

  計    １７人 

 

 投票区  ９投票区 

【概要】 

 任期満了による農業委員会

委員の選挙執行 

選挙区・定  数 

第１選挙区  ６人 

第２選挙区  ６人 

計   １２人 

 

 

投票区  ５投票区 

選挙区及び定数

については、協定

項目「７ 農業委

員会の委員の定

数及び任期の取

扱い」の協議結果

による。 

 

選挙の執行につ

いては、現行のと

おりとする。 

選挙公営に関するこ

と 

３ 

１０ 

【概要】 

 選挙運動用自動車の使用 

及びポスター作成費を公費負担す

るもの 

・平成６年度より施行 

平成１９年度から市長選挙 

における選挙運動用ビラを追加 

【対象】 

・栃木市長選挙 

・栃木市議会議員選挙 

【公費負担の限度額】 

・選挙運動用自動車  

ハイヤー方式 

１日当り 60,200 円 

・選挙運動用自動車  

レンタル方式 

自動車 

１日当り 15,300 円 

燃 料 

選挙運動日数×7,350 円 

 運転手 1日当り 1,700 円 

・ポスターの作成 501 円 99 銭×ポ

スター掲示場の数 

・ビラの作成（市長選挙）16,000

枚×7.3 円 

該当なし 該当なし 該当なし 栃木市の例によ

り合併時に統合

する。 

 



 

 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

各種選挙執行に関す

ること 

４ 

１１ 

【概要】 

  公職選挙法等に基づき、衆議

院議員、参議院議員、県議会議

員、知事、市議会議員、市長の

選挙を管理執行する。 

【その他】 

  選挙又は当選の効力に関す

る争訟関係の事務 

  最高裁判所裁判官の国民審

査 

【選挙執行体制等（栃木県知事

選挙時）】 

① 投票 

 投票管理者（市職員管理職）

 投票立会人 2 人 

 投票事務従事者（194 人） 

② 開票 

 開票区 １ 

 開票所 市総合体育館 

 開票事務従事者（102 人） 

③ 選挙公報 

 新聞折込 28,200 部  

④ 選挙入場券 

 郵送 ４名連記のハガキ 

【概要】 

  公職選挙法等に基づき、衆議

院議員、参議院議員、県議会議

員、知事、町議会議員、町長の

選挙を管理執行する。 

【その他】 

  選挙又は当選の効力に関す

る争訟関係の事務 

  最高裁判所裁判官の国民審

査 

【選挙執行体制等（栃木県知事

選挙時）】 

① 投票 

 投票管理者（町職員管理職） 

 投票立会人 ３人 

 投票事務従事者（８１人） 

② 開票 

 開票区 １ 

 開票所 大平町役場     

 開票事務従事者（６５人）  

③ 選挙公報 

 自治会経由 10,800 部   

④ 選挙入場券 

 郵送 １人１枚のハガキ 

【概要】 

公職選挙法等に基づき、衆議院

議員、参議院議員、県議会議

員、知事、町議会議員、町長の

選挙を管理執行する。 

【その他】 

 選挙又は当選の効力に関す

る争訟関係の事務 

 最高裁判所裁判官の国民審

査 

【選挙執行体制等（栃木県知事

選挙時）】 

① 投票 

 投票管理者 （町職員管理

職） 

 投票立会人  ２人 

 投票事務従事者 

（５４人） 

② 開票 

 開票区 １ 

 開票所 

 藤岡町役場（議会棟）  

 開票事務従事者 

（６４人）  

③ 選挙公報 

 自治会による配布 

5,800 部 

④ 選挙入場券 

 郵送 ４名連記のハガキ 

【概要】 

  公職選挙法等に基づき、衆議

院議員、参議院議員、県議会議

員、知事、町議会議員、町長の

選挙を管理執行する。 

【その他】 

  選挙又は当選の効力に関す

る争訟関係の事務 

  最高裁判所裁判官の国民審

査 

【選挙執行体制等（栃木県知事

選挙時）】 

① 投票 

 投票管理者（町職員管理職）

 投票立会人  ３人 

 投票事務従事者 

（３９人） 

② 開票 

 開票区 １ 

 開票所  

都賀町役場大会議室 

  開票事務従事者 

（４９人）  

③ 選挙公報 

 自治会別に配布依頼 

 （自治会未加入者は 

郵送） 

  4,500 部   

④ 選挙入場券 

 郵送 １人１枚のハガキ 

各選挙について

は法令に基づき

執行するが、選挙

執行体制等につ

いては各市町に

おいて差異があ

るので、合併時に

再編する。 

 



 

 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

投票区に関する

こと 

５
―
１ 

１２ 

【概要】 

 投票区 ３４か所 

（ポスター掲示場２５１か所） 

 面積１２２．０６平方キロメートル 

 開票区 １か所 

第１投票所 

 栃木第四地区コミュニティセン

ター 

第２投票所 

 栃木市役所 

第３投票所 

栃木市立栃木東中学校 

第４投票所 

 栃木市立栃木第一小学校 

第５投票所 

 栃木市ぬまわだ保育園 

第６投票所 

 栃木市立栃木南中学校 

第７投票所 

 市民活動推進センター 

第８投票所 

 栃木市立栃木西中学校 

第９投票所 

 栃木市立栃木第五小学校 

第１０投票所 

 栃木市立栃木第二小学校 

第１１投票所 

 栃木市立栃木第三小学校（南舎）

第１２投票所 

 栃木市立栃木第三小学校 

第１３投票所 

 栃木市大宮地区公民館 

第１４投票所 

 新栃木コミュニティ会館 

第１５投票所 

 平柳一丁目自治会館 

第１６投票所 

 栃木市勤労者総合福祉センター

第１７投票所 

 栃木市立大宮南小学校 

 

【概要】 

 投票区 １８か所 
（ポスター掲示場１１３か所） 

  面積３９．８０平方キロメートル 

  開票区 １か所 

第１投票所 

 大平町西地区公民館 

第２投票所 

 富田集会所 

第３投票所 

 白岩経営管理センター 

第４投票所 

 内堀経営管理センター 

第５投票所 

 下皆川第１自治会公民館 

第６投票所 

 大平町隣保館 

第７投票所 

 大平町中央公民館 

第８投票所 

 東地区農村センター 

第９投票所 

 川連集落センター 

第１０投票所 

 蔵井公民館 

第１１投票所 

 真弓集会所 

第１２投票所 

 下高島公民館 

第１３投票所 

 北武井集落センター 

第１４投票所 

 新農村生活センター 

第１５投票所 

 大平町南体育館 

第１６投票所 

 榎本集会所 

第１７投票所 

 南小学校体育館 

第１８投票所 

 農村婦人の家 

【概要】 

 町内投票区  13 か所 

 （内 町外投票所１か所） 
（ポスター掲示場９２か所） 

  面積 60．45 平方キロメートル 

第１投票所 

 部屋コミュニティセンター 

第２投票所 

 石川研修館 

第３投票所 

 藤岡町部屋保育所 

第４投票所 

 藤岡町立藤岡第二中学校 

第５投票所 

 藤岡町役場 

第６投票所 

 藤岡町藤岡公民館 

第７投票所 

 原向高間公民館 

第８投票所 

 北川辺町スポーツ遊学館（町外・

県外） 

第９投票所 

 藤岡町赤麻公民館 

第１０投票所 

 飯塚公民館 

第１１投票所 

 藤岡町三鴨公民館 

第１２投票所 

 大谷田公民館 

第１３投票所 

 大田和公民館 

【概要】 

 投票区 ６か所 

（ポスター掲示場４５か所） 

 面積３０．５２平方キロメートル

 開票区 １か所 

第１投票所 

 合戦場小学校 

第２投票所 

 都賀町中央公民館 

第３投票所 

 家中小学校 

第４投票所 

 木コミュニティセンター 

第５投票所 

 赤津小学校 

第６投票所 

 大柿コミュニティセンター 

投票区について

は、現行のとおり

新市に引き継ぐ。 



 

 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

５
―
２ 

 

第１８投票所 

 栃木市皆川地区公民館 

第１９投票所 
 第八福寿会憩の家 
第２０投票所 
 屋内ゲートボール場（スパーク栃

木） 
第２１投票所 
 新井町公民館 
第２２投票所 
 川原田市営住宅集会所 
第２３投票所 
 栃木市吹上地区公民館 
第２４投票所 
 栃木市立千塚小学校 
第２５投票所 
 栃木市立寺尾南小学校 
第２６投票所 
 栃木市寺尾地区公民館 
第２７投票所 
 根古谷公民館 
第２８投票所 
 出流町公民館 
第２９投票所 
 栃木市国府地区公民館 
第３０投票所 
 国府土地改良区事務所 
第３１投票所 
栃木市立国府北小学校 

第３２投票所 
 栃木市立栃木第四小学校 
第３３投票所 
 平川公民館 
第３４投票所 
 とちぎ西部生きがいセンター 
 

   

 

 



 

 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

期日前投票に関する

こと 

６ 

２２ 

【事務執行の場所】 

 各選挙において、市役所及び

５地区公民館（大宮、皆川、吹

上、寺尾、国府）で期日前投票

を行っている。 

 

【事務執行体制】 

市役所：応援職員と臨時職員

で対応 

 期日前投票期間毎日 

8 時 30 分から 20 時まで 

 

 ５地区公民館：公民館の職員

で対応 

 土・日・祝日を除く期日前投

票期間 

 8 時 30 分から 17 時まで 

【事務執行の場所】 

 各選挙において、大平町役場

で期日前投票を行っている。 

 

 

 

【事務執行体制】 

 選管書記（総務課職員）と応

援職員で対応 

 期日前投票期間毎日 

8 時 30 分から 20 時まで 

【事務執行の場所】 

 各選挙において、町役場で期

日前投票を行っている。 

 

 

 

【事務執行体制】 

 選挙管理委員、明るい選挙推

進協議会、応援職員で対応 

 期日前投票期間毎日 

8 時 30 分から 20 時まで 

【事務執行の場所】 

 各選挙において、町役場で期

日前投票を行っている。 

 

 

 

【事務執行体制】 

 町役場：選管書記と応援職員

で対応 

 期日前投票期間毎日 

 8 時 30 分から 20 時まで 

期日前投票所の

場所は、現行の

とおり新市に引

き継ぐ。 

 

期日前投票事務

執行体制につい

ては、現行のと

おりとする。 

 

 



 

 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

選挙管理委員会委員

等の報酬に関するこ

と 

７ 

２６ 

【選挙管理委員会】 

４名  

(委員長 1名、委員 3 名) 

任期 

 平成 20 年 3月 23 日～ 

平成 24 年 3 月 22 日 

 報酬  

委員長 年額 312,000 円 

委 員 年額 224,000 円         

補充員 日額  8,900 円 

 

【投票立会人等】  

 国会議員の選挙等の執行経費の

基準に関する法律による。 

選挙長  日額 10,600 円 

投票管理者 

     日額 12,600 円 

期日前投票管理者 

 日額 11,100 円 

投票立会人   

  日額 10,700 円 

期日前投票立会人 

 日額  9,500 円 

開票立会人・選挙立会人  

    日額  8,800 円 

【選挙管理委員会】 

 ４名  

(委員長 1名、委員 3 名) 

 任期 

平成 19 年 12 月 24 日～ 

平成 23 年 12 月 23 日 

  報酬  

委員長 年額 195,000 円 

委 員 年額 162,000 円 

補充員 定めていない 

 

【投票立会人等】  

 国会議員の選挙等の執行経費の

基準に関する法律による。 

選挙長  日額 10,600 円 

投票管理者 

     日額 12,600 円 

期日前投票管理者 

     日額 11,100 円 

投票立会人 

     日額 10,700 円 

期日前投票立会人 

日額  9,500 円 

開票立会人・選挙立会人  

    日額  8,800 円 

【選挙管理委員会】 

 ４名  

(委員長 1名、委員 3 名) 

 任期 

 平成 20 年 6月 28 日～ 

平成 24 年 6 月 27 日 

 報酬  

 委員長 年額 178,000 円 

 委 員 年額 115,000 円 

  補充員 定めていない 

 

【投票立会人等】  

 国会議員の選挙等の執行経費の

基準に関する法律による。 

選挙長  日額 10,600 円 

投票管理者 

日額 12,600 円 

期日前投票管理者   

日額 11,100 円 

投票立会人 

     日額 10,700 円 

期日前投票立会人  

 日額  9,500 円 

開票立会人・選挙立会人 

     日額  8,800 円 

【選挙管理委員会】 

４名  

(委員長 1名、委員 3 名) 

任期 

平成 17 年 6 月 26 日～ 

平成 21 年 6 月 25 日 

 報酬  

委員長 月額 14,500 円 

委 員 月額 12,500 円 

 補充員 定めていない 

 

【投票立会人等】  

 国会議員の選挙等の執行経費の

基準に関する法律による。 

選挙長  日額 10,600 円  

投票管理者 

 日額 12,600 円 

期日前投票管理者 

  日額 11,100 円 

投票立会人   

日額 10,700 円 

期日前投票立会人  

日額  9,500 円 

開票立会人・選挙立会人 

     日額  8,800 円 

選挙管理委員会

委員報酬等につ

いては、協定項

目「１１ 特別

職の身分の取扱

い」の協議結果

による。 

 



 
様式２            栃木市・大平町・藤岡町・都賀町合併協議会への報告（ランクＢ）   総務部会 監査分科会 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

監査委員及び監

査に関すること 

１ 

１ 

○栃木市監査委員に関する条例

（昭和 39 年条例第 11 号） 

○栃木市監査事務処理規程（昭

和 45 年監査委員告示第 6号） 

○栃木市監査委員事務局処務規

程（昭和 45 年監査委員告示第 7

号） 

○栃木市監査委員告示の用語の

等の統一に関する告示（平成 17

年監査委員告示第 7号） 

○栃木市監査委員の保有する情

報の公開に関する規程（平成 12

年監査委員告示第 8号） 

○栃木市監査委員の保有する個

人情報の保護に関する規程（平

成 14 年監査委員告示第 12 号）

○監査委員事務局設置条例 

○監査委員条例（昭和 39 年条例

第 8号） 

 

○監査委員に関する条例（昭和

39 年条例第 9 号） 

 

○大平町監査委員事務局処務規

程（平成 17 年監査告示第 1 号）

○藤岡町監査委員条例（昭和 39

年条例第 206 号） 

○藤岡町監査委員に関する条例

（昭和 39 年条例第 207 号） 

○藤岡町監査委員事務局処務規

程（平成 20 年監委訓令第 1 号）

○都賀町監査委員に関する条例

（昭和 39 年条例第 13 号） 

○都賀町監査委員条例（昭和 39

年条例第 50 号） 

監査委員に関す
る条例、事務局
設置条例等条例
関係は合併時に
制定し、行政委
員会規則等は合
併後に調整す
る。 

監査基準に関す

ること 

２ 

２ 

○栃木市監査事務処理規程（都

市監査基準準則 

  市の監査委員が実施する監査

について一般的に公正妥当と認

められたところを帰納要約した

原則であり、市の監査基準の指

針とされている。） 

○町村監査基準準則 

  町村の監査委員が実施する監

査について一般的に公正妥当と

認められたところを帰納要約し

た原則であり、町村の監査基準

の指針とされている。 

○町村監査基準準則 

  町村の監査委員が実施する監

査について一般的に公正妥当と

認められたところを帰納要約し

た原則であり、町村の監査基準

の指針とされている。 

○町村監査基準準則 

  町村の監査委員が実施する監

査について一般的に公正妥当と

認められたところを帰納要約し

た原則であり、町村の監査基準

の指針とされている。 

栃木市を基にし
て、新市と同規
模自治体を参考
に合併後調整す
る。 

 



 
 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

企業会計決算審
査に関すること 

３ 

３ 

○地方公営企業（水道事業） 

・審査の時期 

  6 月上旬から 7月下旬 

・決算認定議会 

  9 月議会 

・審査項目 

  ①決算書類 

②付属書類 

③事業報告書 

・審査の方法 

  決算書等の資料の計数の審

査 

  担当課長の決算概況説明 

・意見書提出 

  受理した日から 60 日以内、

市長に提出 

○地方公営企業（水道事業） 

・審査の時期 

  7 月上旬から 8月下旬 

・決算認定議会 

  9 月議会 

・審査項目 

  ①決算書類 

②付属書類 

③事業報告書 

・審査の方法 

  決算書等の資料の計数の審

査 

  担当課長の決算概況説明 

・意見書提出 

  受理した日から 30 日以内、

町長に提出 

○地方公営企業（水道事業） 

・審査の時期 

  7 月下旬から 8月上旬 

・決算認定議会 

  9 月議会 

・審査項目 

  ①決算書類 

②付属書類 

③事業報告書 

・審査の方法 

  決算書等の資料の計数の審

査 

  担当課長の決算概況説明 

・意見書提出 

  受理した日から 60 日以内、

町長に提出 

○地方公営企業（水道事業） 

・審査の時期 

  7 月下旬 

・決算認定議会 

  9 月議会 

・審査項目 

  ①決算書類 

②付属書類 

③事業報告書 

・審査の方法 

  決算書等の資料の計数の審

査 

  担当課長の決算概況説明 

・意見書提出 

  受理した日から 60 日以内、

町長に提出 

栃木市を基にし
て、新市と同規
模自治体を参考
に合併後調整す
る。 

 



 
 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

一般会計・特別
会計決算審査に
関すること 

４ 

４ 

○一般会計・特別会計決算審査

・審査の時期 

    7 月上旬から 8月下旬 

・決算認定議会 

  9 月議会 

・審査項目 

  ①決算書類 

②付属書類 

③財産に関する調書 

④基金及びその運用状況 

・審査の方法 

  決算書等の資料の計数の審

査 

  財政担当者の決算の総括ヒ

アリング後 

  対象課を抽出して各課ヒア

リング 

・意見書提出 

  受理した日から 60 日以内、

市長に提出 

○一般会計・特別会計決算審査

・審査の時期 

    7 月上旬から 8月上旬 

・決算認定議会 

  9 月議会 

・審査項目 

  ①決算書類 

②付属書類 

③財産に関する調書 

④基金及びその運用状況 

・審査の方法 

  決算書等の資料の計数の審

査 

  対象課ごとに各課ヒアリン

グ 

 

 

・意見書提出 

  受理した日から 30 日以内、

町長に提出 

○一般会計・特別会計決算審査

・審査の時期 

    8 月上旬 

・決算認定議会 

  9 月議会 

・審査項目 

  ①決算書類 

②付属書類 

③財産に関する調書 

④基金及びその運用状況 

・審査の方法 

  決算書等の資料の計数の審

査 

  財政担当課の決算の総括ヒ

アリング後対象課ごとに各

課ヒアリング 

 

・意見書提出 

  受理した日から 30 日以内、

町長に提出 

○一般会計・特別会計決算審査

・審査の時期 

    7 月上旬から 8月上旬 

・決算認定議会 

  9 月議会 

・審査項目 

  ①決算書類 

②付属書類 

③財産に関する調書 

④基金及びその運用状況 

・審査の方法 

  決算書等の資料の計数の審

査 

  対象課ごとに各課ヒアリン

グ 

 

 

・意見書提出 

  受理した日から 60 日以内、

町長に提出 

栃木市を基にし
て、新市と同規
模自治体を参考
に合併後調整す
る。 

 



 
 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

定例監査及び随
時監査に関する
こと 

５
―
１ 

５ 

【定例監査】 

栃木市監査委員に関する条例に

基づいて 

1.執行の手順及び対象 

 年間計画表により、年間で全

課を対象に行う。ただし小・中

学校については４年で全校を対

象に行う。 

2.時 期 ８月～２月 

 

3.説明を聴取する期間 

 課単位で１時間程度 

 

4.監査資料提出期限 

 実施日の約１５日前 

5.結果報告  

監査の終了した日から概ね１

週間以内に、議長、市長、関係

委員会委員長に書面にて報告す

る。 

6.結果公表  

栃木市公告式条例の例により

掲示する。 

 

7.提出資料 

 ①事務組織及び職員(機構、職

員の配置及び事務分掌) 

 ②事務事業の実施状況 

 ③１件５００万円以上の予算

の事業(工事関係)進ちょく状

況 

 ④１件３００万円以上 

【定例監査】 

監査委員に関する条例に基づき

1.執行の手順及び対象 

 監査計画及び年間計画により

2年で全課を対象に実施 

 

 

 

2.時 期 

 例月監査に併せ、隔月実施 

3.説明を聴取する期間 

  対象課ごとに、2～3時間程度

 

4.監査資料提出期限 

 実施日の 10 日前 

5.結果報告 

 

 

 

 

6.結果公表  

大平町公告式条例の規定によ

り行う。 

 

7.提出資料 

①事務組織及び職員 

②主要事務事業の実施状況 

③工事の執行状況調 

④委託費の執行状況調  

⑤懸案・その他特に苦心した

事業概要 

⑥その他必要な書類 

【定例監査】 

藤岡町監査委員に関する条例基

づき 

1.執行の手順及び対象 

年間計画表により、年間で全課

を対象に行う。 

 

 

2.時 期  

 例月の出納検査に併せ実施 

3.説明を聴取する期間 

 必要に応じて、課単位で１時

間程度 

4.監査資料提出期限 

 特に設けていない。 

5.結果報告 

 例月の出納検査結果報告書に

併せて町長に書面にて報告す

る。 

 

6.結果公表  

藤岡町公告式条例の規定によ

り行う。 

 

7.提出資料  

 ①事務事業の実施状況 

 ②事務事業の歳入歳出執行状

況 

 ③補助金(交付金)の支出状況

 

 

 

【定例監査】 

都賀町監査委員に関する条例に

基づき 

1.執行の手順及び対象 

年間計画表により、年間で全課

を対象に行う。 

 

 

2.時 期 ８月・１０月 

 

3.説明を聴取する期間 

 必要に応じて、課単位 

 

4.監査資料提出期限 

 実施日の約７日前 

5.結果報告  

監査の終了した日から概ね２

０日以内に、町長に書面にて報

告する。 

 

 

 

 

 

6.提出資料  

 ①事務事業の実施状況 

 ②事務事業の歳入歳出執行状

況 

 

 

栃木市を基にし
て、新市と同規
模自治体を参考
に合併後調整す
る。 

 



 
 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

５
―
２ 

 

の予算の事業(その他)進ちょく

状況 

 ⑤補助金(交付金)の支出状況

8.提出帳簿 

 ①調定決議書 

 ②支出負担行為決議書 

 ③契約書その他支出を伴う決

裁文書 

 ④旅行命令簿 

 ⑤時間外等勤務命令簿兼振替

等指定簿 

 ⑥年次休暇簿等 

 ⑦資金前途(概算払)整理簿 

  ⑧備品台帳 

  ⑨基金台帳 

  ⑩予算流用・充用承認通知書

  ⑪市有自動車運行記録簿  

  ⑫その他指定するもの 

【随時監査】 

栃木市監査事務処理規程に基

づいて、必要があると認めると

き、定例監査に準じて行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【随時監査】 

必要があると認めるとき。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【随時監査】 

 必要があると認めるとき、定

例監査に準じて行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【随時監査】 

 必要があると認めるとき、定

例監査に準じて行う。 

 

 



 
 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

請求又は要求に
基づく監査に関
すること（直接
請 求 ・ 議 会 要
求・市長要求・
住 民 監 査 請 求
等） 

６ 

６ 

○直接請求監査 

○議会要求監査 

○長の要求監査 

○住民監査請求監査 

○職員の賠償責任監査 

○直接請求監査 

○議会要求監査 

○長の要求監査 

○住民監査請求監査 

○職員の賠償責任監査 

○住民監査請求監査 

○議会要求監査 

○長要求監査 

○直接請求監査 

○職員の賠償責任監査 

○直接請求監査 

○議会要求監査 

○長要求監査 

○住民監査請求監査 

○職員の賠償責任監査 

栃木市を基にし
て、新市と同規模
自治体を参考に
合 併 後 調 整 す
る。 

 



 
 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

例月現金出納検
査に関すること 

７ 

８ 

【検査時期及び期間】 

1.期日 毎月２５日が原則 

2.期間 １日 

【提出資料】 

一般会計及び特別会計 

1.現金出納月計表 

2.歳計現金預金調書 

3.運用基金預金調書 

4.積立基金預金調書 

5.歳入歳出外現金預金調書 

6.収支月計表 

7.運用基金出納計算書企業会計月

次試算表 

8.積立基金出納計算書企業会計資

金収支表 

9.歳入歳出外現金出納計算書 

10.現金受払月計表 

11.栃木市収納金取扱報告書 

12.市税収入額調 

企業会計(水道事業会計) 

1.現金預金出納並びに現金預金保

管状況調書 

2.預金明細書 

3.月計対照表 

4.収納金取扱報告書 

5.月次合計残高試算表 

6.収入支出状況調 

7.資金予算表 

 

【結果報告】 

  検査結果は、実施日から１週間以

内に議長、市長、会計管理者、各財

産区議長、企業管理者に報告する。

【検査時期及び期間】 

1.期日 毎月２０日が原則 

2.期間 １日 

【提出資料】 

一般会計及び特別会計 

1.歳計預金調書 

2.収支日計総括表 

3.収支日計総括表（基金） 

4.大平町基金総括調書（増減表） 

5.大平町基金保管状況調 

6.出納受払日計表 

7.出納受払月計表 

8.残高証明書 

9.歳入歳出対比累計月計表（一般会

計) 

10.歳入歳出対比累計月計表（全会

計） 

企業会計(水道事業会計) 

1.水道事業会計現金預金残高表 

2.残高証明書 

3.出納月計表 

4.収納金取扱報告書 

5.資金予算表 

6.月次合計試算表 

7.予算執行実績表説明書 

8.月次合計残高試算表説明書 

 

 

 

【結果報告】 

  検査結果は、実施日から１週間以

内に議長、町長に報告する。 

【検査時期及び期間】 

1.時期 毎月 15 日が原則 

2.期間 １日 

【提出資料】 

1.全会計歳入歳出月計表 

2.全会計現金出納月計表 

3.一般会計収支月計表 

4.町税収納状況調 

5.歳入歳出残高保管区分表 

6.現金保管状況表 

7.企業会計月次試算表 

8.企業会計予算執行状況表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【結果報告】 

終了した日から速やかに行う。 

【検査時期及び期間】 

1.期日 毎月 25 日が原則 

2.期間 １日 

【提出資料】 

一般会計及び特別会計 

1.収支月計表（総括表） 

2.現金受払月計報告書 

3.現金保管状況表 

4.歳入月計表 

5.歳出月計表 

企業会計(水道事業会計) 

1.現金預金出納並びに現金預金保

管状況調書 

2.月計表 

3.残高証明書 

4.資金予算表 

5.予算執行実績説明書 

6.残高試算表 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【結果報告】 

  検査結果は、実施日から１週間以

内に議長、町長、企業管理者に報告

する。 

栃木市を基にし
て、新市と同規模
自治体を参考に
合 併 後 調 整 す
る。 

 



 
 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

事務局機構・職
員数に関するこ
と 

８ 

９ 

栃木市職員定数条例 

監査委員事務局職員定数 

3 人（平成 20 年 4月 1日現在）

栃木市監査委員事務局庶務規程

事務局の組織 

 監査委員事務局 

  監査担当 

職員定数条例 

監査委員事務局職員定数 

3 人（平成 20 年 11 月現在） 

藤岡町職員定数条例 

監査委員事務局職員定数 

2 人（平成 20 年 4月 1日現在）

都賀町職員定数条例 

監査委員事務局職員定数 

2 人（兼務職員） 

（平成 20 年 4 月 1日現在） 

合併協定項目「１
０ 一般職の職
員の身分の取扱
い」の協議結果に
よる。 

報酬・費用弁償
等に関すること 

９ 

１０ 

栃木市特別職の職員等で非常勤

のものの報酬及び費用弁償に関

する条例 

監査委員 

（識見）月額 81,400 円 

（議選）月額 46,400 円 

大平町特別職の職員等で非常勤

のものの報酬及び費用弁償に関

する条例 

監査委員 

（識見）年額 230,000 円 

（議選）年額 190,000 円 

特別職の職員等で非常勤のもの

の報酬及び費用弁償に関する条

例 

監査委員 

（識見）年額 210,000 円 

（議選）年額 165,000 円 

都賀町特別職の職員等で非常勤

のものの報酬及び費用弁償に関

する条例 

監査委員 

（識見）月額 20,000 円 

（議選）月額 15,000 円 

監査委員報酬に
ついては、合併協
定項目「１１ 特
別職の身分の取
扱い」の協議結果
による。 

 



 
 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

監査委員公印の
管守に関するこ
と 

10 

１１ 

○監査委員公印等 

栃木市監査委員事務局庶務規程

【使用公印】 

栃木市監査委員之印 

栃木市代表監査委員印 

栃木市監査委員事務局之印 

 

【使用目的】 

監査委員名をもって発する文書

又は、これに準ずる文書等に押

印する。 

 

【管  理】 

公印の保管責任者は、事務局長

とする。公印の取扱は、栃木市

公印規程の例による。 

○監査委員公印等 

大平町監査委員事務局庶務規程

【使用公印】 

大平町監査委員之印 

大平町代表監査委員之印 

 

 

【使用目的】 

監査委員名をもって発する文書

又は、これに準ずる文書等に押

印する。 

 

【管  理】 

公印の保管責任者は、事務局長

とする。公印の取扱は、大平町

公印規程に準じて処理する。 

○監査委員公印等 

藤岡町監査委員事務局庶務規程

【使用公印】 

藤岡町監査委員之印 

藤岡町代表監査委員印 

藤岡町監査委員事務局之印 

 

【使用目的】 

監査委員名をもって発する文書

又は、これに準ずる文書等に押

印する。 

 

【管  理】 

公印の保管責任者は、事務局長

とする。 

○監査委員公印等 

 

【使用公印】 

都賀町代表監査委員之印 

 

 

 

【使用目的】 

監査委員名をもって発する文書

又は、これに準ずる文書等に押

印する。 

 

【管  理】 

公印の保管責任者は、事務局長

とする。公印の取扱は、都賀町

公印規程に準じて処理する。 

栃木市を基にし
て、新市と同規模
自治体を参考に
合 併 後 調 整 す
る。 

代表（識見）監
査委員の庶務に
関すること 

11 

１２ 

地方自治法第１９９条の３第２

項の規定による事務処理 

◆代表監査委員 

任期 

平成 13 年 12 月 20 日～ 

平成 21 年 12 月 19 日 

識見委員 

  板倉 安秀 氏  

地方自治法第１９９条の３第２

項の規定による事務処理 

◆代表監査委員 

任期 

平成 17 年 10 月 12 日～ 

平成 21 年 10 月 11 日 

識見委員 

  堀江 智 氏 

地方自治法第１９９条の３第２

項の規定による事務処理 

◆代表監査委員 

任期 

平成 20 年 6月 20 日～ 

平成 24 年 6月 19 日 

識見委員 

  上岡 秋夫 氏 

地方自治法第１９９条の３第２

項の規定による事務処理 

◆代表監査委員 

任期 

平成 19 年 1月 1日～ 

平成 22 年 12 月 31 日 

識見委員 

  氏家 弘道 氏 

栃木市を基にし
て、新市と同規模
自治体を参考に
合 併 後 調 整 す
る。 

 



 
 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

行政監査に関す
ること 

12 

２１ 

栃木市監査委員に関する条例 

  この条例に規定するもののほ

か、監査等について必要な事項

は、監査委員が協議して定める。

 

栃木市監査事務処理規程 

  市の事務の執行が合理的かつ

効率的に行われているか、法令

等の定めるところに従って適正

に行われているかどうかを主眼

として実施する。 

監査委員に関する条例 

 

  この条例に規定するもののほ

か、監査等について必要な事項

は、監査委員が協議して定める。

藤岡町監査委員に関する条例 

  この条例に規定するもののほ

か、監査委員に関し必要な事項

は、監査委員が協議して定める。

都賀町監査委員に関する条例 

  この条例に規定するもののほ

か、監査等について必要な事項

は、監査委員が協議して定める。

栃木市を基にし
て、新市と同規
模自治体を参考
に合併後調整す
る。 

財政援助団体等
に対する監査に
関すること 

13 

２２ 

栃木市監査委員に関する条例 

  この条例に規定するもののほ

か、監査等について必要な事項

は、監査委員が協議して定める。

 

栃木市監査事務処理規程 

  財政的援助を与えている団

体、出資・支払保証団体、信託

の受託者及び公の施設の管理受

託者に対し、当該財政的援助等

に係る出納その他の事務の執行

が適正かつ効率的に行われてい

るかどうかを主眼として実施す

る。 

監査委員に関する条例 

  この条例に規定するもののほ

か、監査等について必要な事項

は、監査委員が協議して定める。

藤岡町監査委員に関する条例 

  この条例に規定するもののほ

か、監査委員に関し必要な事項

は、監査委員が協議して定める。

都賀町監査委員に関する条例 

  この条例に規定するもののほ

か、監査等について必要な事項

は、監査委員が協議して定める。

栃木市を基にし
て、新市と同規
模自治体を参考
に合併後調整す
る。 

 

 



 
 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

公金の収納支払
事務に関する監
査に関すること 

14 

２３ 

栃木市監査委員に関する条例 

  この条例に規定するもののほ

か、監査等について必要な事項

は、監査委員が協議して定める。

 

栃木市監査事務処理規程 

  指定金融機関等に対し、公金

の収納及び支払等の事務処理が

法令の規定及び指定契約の約定

のとおり行われているかどうか

を主眼として実施する。 

監査委員に関する条例 

  この条例に規定するもののほ

か、監査等について必要な事項

は、監査委員が協議して定める。

藤岡町監査委員に関する条例 

  この条例に規定するもののほ

か、監査委員に関し必要な事項

は、監査委員が協議して定める。

都賀町監査委員に関する条例 

  この条例に規定するもののほ

か、監査等について必要な事項

は、監査委員が協議して定める。

栃木市を基にし
て、新市と同規
模自治体を参考
に合併後調整す
る。 

会計管理者及び
企業管理者に対
する指定金融機
関等の検査結果
の要求に関する
こと 

15 

２４ 

栃木市監査事務処理規程 

 会計管理者及び企業管理者に

対する指定金融機関等の検査結

果の要求に 

関すること 

  必要に応じ、その都度定める。

  (内容) 毎年１月頃に会計管

理者及び企業管理者(水道事業)

が実施している指定金融機関等

の定期検査の結果報告書の提出

を受けている。 

監査委員に関する条例 

  この条例に規定するもののほ

か、監査等について必要な事項

は、監査委員が協議して定める。

藤岡町監査委員に関する条例 

 この条例に規定するもののほ

か、監査委員に関し必要な事項

は、監査委員が協議して定める。

会計管理者に対する指定金融機

関等の検査結果の要求に関する

こと 

  (内容) 各年度初め頃、会計管

理者が実施している指定金融機

関の検査の結果報告書の提出を

受けている。 

栃木市を基にし
て、新市と同規
模自治体を参考
に合併後調整す
る。 

 



 
 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

年間監査計画及
び実施計画の策
定に関すること 

16 

２５ 

栃木市監査事務処理規程 

  監査は、原則としてあらかじ

め策定した年間監査計画に基づ

いて実施する。 

 監査を行うに当たっては、事

前にその重点目標を決定したう

え、実施計画を作成し、これに

基づいて実施する。 

  (内容) 毎年度始めに、年間監

査計画及び実施計画を作成し、

各部長及び各課かいに周知して

いる。 

大平町監査委員事務局処務規程

  監査は、原則としてあらかじ

め策定した年間監査計画に基づ

いて実施する。 

 監査を行うに当たって、事前

にその重点目標を決定したう

え、実施計画を作成し、これに

基づいて実施する。 

  (内容) 毎年度始めに、年間監

査計画及び実施計画を作成し、

課長会議にて周知している。 

 

監査は、原則としてあらかじめ

策定した年間監査計画に基づい

て実施する。 

 (内容) 毎年度始めに、年間監

査計画を作成し、定例課長会議

において周知している。 

 

監査は、原則としてあらかじめ

策定した年間監査計画に基づい

て実施する。 

 監査を行うに当たっては、事

前にその重点目標を決定したう

え、実施計画を作成し、これに

基づいて実施する。 

栃木市を基にし
て、新市と同規
模自治体を参考
に合併後調整す
る。 

 



 
 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

指定管理者監査
に関すること 

17 

２７ 

栃木市監査委員に関する条例 

  この条例に規定するもののほ

か、監査等について必要な事項

は、監査委員が協議して定める。

 

栃木市監査事務処理規程 

  財政的援助を与えている団

体、出資・支払保証団体、信託

の受託者及び公の施設の管理受

託者に対し、当該財政的援助等

に係る出納その他の事務の執行

が適正かつ効率的に行われてい

るかどうかを主眼として実施す

る。 

(内容) 指名選定により選定さ

れた指定管理者について実施す

る。 

  指定管理者とする団体等を抽

出し１２月頃実施       

結果報告  監査の終了した日か

ら概ね１週間以内に議長、市長

及び関係団体等長に書面にて報

告する。 

監査委員に関する条例 

  この条例に規定するもののほ

か、監査等について必要な事項

は、監査委員が協議して定める。

藤岡町監査委員に関する条例 

  この条例に規定するもののほ

か、監査委員に関し必要な事項

は、監査委員が協議して定める。

都賀町監査委員に関する条例 

  この条例に規定するもののほ

か、監査等について必要な事項

は、監査委員が協議して定める。

栃木市を基にし
て、新市と同規
模自治体を参考
に合併後調整す
る。 

 



 

 

 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

財政健全化法に
関する健全化判
断比率審査 

18 

２８ 

地方公共団体の財政の健全化に

関する法律 

 財政健全化判断比率について

の証書類を審査し、審査の結果

について意見書を提出する。 

【審査の時期】 

 ７月上旬から８月下旬 

 

【決算認定議会】 

 ９月議会 

 

【審査項目】 

 ①実質赤字比率 

 ②連結実質赤字比率 

 ③実質公債費比率 

 ④将来負担比率 

 ⑤資金不足比率 

 

【審査の方法】 

 財政健全化判断比率算出資料

の計数等を事務局が事前に確認

する。審査にあたっては、財政

担当者の決算の総括ヒアリング

（説明・質疑）を行う。 

 

【意見書提出】 

 受理した日から 60 日以内に

意見を付けて市長に提出する。

監査委員に関する条例 

 

 財政健全化判断比率について

の証書類を審査し、審査の結果

について意見書を提出する。 

【審査の時期】 

 ７月上旬から８月下旬 

 

【決算認定議会】   

 ９月議会 

 

【審査項目】 

 ①実質赤字比率 

 ②連結実質赤字比率  

 ③実質公債費比率 

 ④将来負担比率 

 ⑤資金不足比率 

 

【審査の方法】  

 財政健全化判断比率算出資料

の計数等を事務局が事前に確認

する。審査にあたっては、財政

担当者からヒアリング（説明・

質疑）を行う。 

 

【意見書提出】   

 受理した日から 30 日以内に

意見を付けて町長に提出する。

藤岡町監査委員に関する条例 

 財政健全化判断比率について

の証書類を審査し、審査の結果

について意見書を提出する。 

 

【審査の時期】 

 ７月下旬から８月中旬 

 

【決算認定議会】  

 ９月議会 

 

【審査項目】 

 ①実質赤字比率 

 ②連結実質赤字比率 

 ③実質公債費比率 

 ④将来負担比率 

 ⑤資金不足比率 

 

【審査の方法】 

 財政健全化判断比率算出資料

の計数等を事務局が事前に確認

するとともに、審査にあたって

は、決算審査に併せて、財政担

当者の決算の総括ヒアリング

（説明・質疑）を行う。 

【意見書提出】 

 平成 20 年度の場合、８月 20

日までに提出する。 

都賀町監査委員に関する条例 

 財政健全化判断比率について

の証書類を審査し、審査の結果

について意見書を提出する。 

 

【審査の時期】 

 ８月上旬 

 

【決算認定議会】  

 ９月議会 

 

【審査項目】  

  ①実質赤字比率  

  ②連結実質赤字比率  

  ③実質公債費比率  

  ④将来負担比率  

  ⑤資金不足比率 

 

【審査の方法】  

 財政健全化判断比率算出資料

の計数等を事務局が事前に確認

する。審査にあたっては、財政

担当者の決算の総括ヒアリング

（説明・質疑）を行う。 

 

【意見書提出】   

 受理した日から６０日以内に

意見を付けて町長に提出する。

栃木市を基にし
て、新市と同規
模自治体を参考
に合併後調整す
る。 

 



様式２           栃木市・大平町・藤岡町・都賀町合併協議会への報告（ランクＢ）      住民部会 住民分科会 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

消費者行政に関する

こと 

１ 

１ 

【情報提供・啓発活動】 

消費者が自らが、安全で合理

的な消費生活を送るために、

各種情報の提供、啓発を実施

 

①消費者教育研修会の実施 

②消費生活展の開催 

③広報紙による啓発等 

 

 

【消費生活用製品安全法・家

庭用品品質表示法に関するこ

と】 

 立入検査の実施 

【情報提供・啓発活動】 

消費者が自らが、安全で合理

的な消費生活を送るために、

各種情報の提供及び相談業務

を実施 

①広報紙による啓発等 

②消費生活講座の開催 

 

 

 

【消費生活用製品安全法・家

庭用品品質表示法に関するこ

と】 

 立入検査の実施 

【情報提供・啓発活動】 

①消費者への情報提供 

・広報ふじおかへ関連記事を

掲載 

②他機関との連携 

・栃木県消費生活センター、

藤岡警察署 

 

 

 

【消費生活用製品安全法・家

庭用品品質表示法に関するこ

と】 

 立入検査の実施 

 

【消費生活リーダー養成事

業】 

・消費生活リーダー養成講座

終了者に、旅費相当分を補助

金として交付する。 

 

【情報提供・啓発活動】 

①消費者への情報提供 

・「つがくらしあんしんガイ

ド」発行 

・広報への掲載 

②他機関との連携 

・栃木県消費生活センター 

③消費生活リーダー養成講座

・終了者に報償費支出 

 

【消費生活用製品安全法・家

庭用品品質表示法に関するこ

と】 

 立入検査の実施 

合併時に再編する。 



 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

消費者団体の支援に 

に関すること 

２ 

９１ 

 地域の消費者リーダーを育

成するため、消費生活につい

て自主的に研修する団体を支

援する。 

・栃木市消費者友の会への支

援（補助金の支出等） 

 

 地域の消費者リーダーを育

成するため、消費生活につい

て自主的に研修する団体を支

援する。 

・大平町消費者友の会への支

援（補助金の支出等） 

・大平町消費生活リーダー会

の事務局 

 地域の消費者リーダーを育

成するため、消費生活につい

て自主的に研修する団体を支

援する。 

・藤岡町消費生活友の会への

支援（補助金の支出等） 

該当団体等なし 合併時は現行のとお

りとし、合併後、団体

へ統合を働きかける。 

行政相談委員に関す

ること 

３ 

５ 

【概要】 

市長推薦で総務大臣委嘱 

3 名で任期 2年 

 

【行政相談に関する担当業務

内容】 

①行政相談委員の推薦 

②相談会場の確保 

③春、秋の行政相談週間の周

知 

④該当啓発会場確保及び配布

物品準備 

⑤地区別行政相談業務連絡会

議の出席 

⑥行政相談票の整理 

⑦行政相談委員との連絡調整

 

【概要】 

町長推薦で総務大臣委嘱 

２名で任期２年 

 

【行政相談に関する担当業務

内容】 

①行政相談委員の推薦 

②春、秋の行政相談週間の周

知 

③地区別行政相談業務連絡会

議の出席 

④行政相談委員との連絡調整

⑤行政相談懇談会開催の補助

【概要】 

町長推薦で総務大臣委嘱 

１名で任期２年 

 

【行政相談に関する担当業務

内容】 

①行政相談委員の推薦 

②春、秋の行政相談週間の周

知 

③地区別行政相談業務連絡会

議の出席 

④行政相談委員との連絡調整

【概要】 

町長推薦で総務大臣委嘱 

１名で任期２年 

 

【行政相談に関する担当業務

内容】 

①行政相談委員の推薦 

②相談会場の確保 

③春、秋の行政相談週間の周

知 

④地区別行政相談業務連絡会

議の出席 

⑤行政相談委員との連絡調整

合併時に再編する。 



 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

市民無料法律相談に

関すること 

４ 

６ 

【弁護士相談概要】 

・開催日時 

毎月第 2･4 金曜日 

10:00～12:00 

 

・開催場所 

市役所 

・定員 約 10 人/日 

・受付 

事前予約制 

 

※総合相談の一相談項目とし

て実施。弁護士 1名。 

 

 

【１９年度実績】 

・弁護士相談→195 件 

 

【弁護士相談概要】 

・開催日時 

奇数月第４木曜日 

10:00～12:00 

 

・開催場所 

隣保館 

・定員 約 6 人/日 

・受付 

事前予約制 

 

※隣保館相談業務の一相談事

業として実施。 

弁護士１名。 

 

【１９年度実績】 

・法律相談→29 件 

【弁護士相談概要】 

・開催日時 

偶数月の火曜日 

（月１回） 

10:00～12:00 

・開催場所 

中央公民館 

・定員 6 人/日 

・相談方法 

面接による相談予約制 

・対象者 

町内在住者 

・相談員 

弁護士１名 

 

【１９年度実績】 

・弁護士相談→22 件 

該当なし 合併時に再編する。 

一般相談に関するこ

と 

５ 

７ 

【場所】 

市役所１階市民相談室及び総

合相談会場 

 

【相談内容】 

様々な民事、家事相談などに

ついて、市民相談員及び職員

が市役所の開庁時に随時応じ

る。 

 

【１９年度実績】 

1,248 件 

該当なし 該当なし 該当なし 栃木市の例により合

併時に統合する。 



 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

総合相談に関するこ

と 

６ 

８ 

【総合相談概要】 

・開催日時 

毎月第 2･４金曜日 

10:00～12:00 

・開催場所 

市役所 

・受付 

弁護士相談のみ事前予約制

・相談項目 

弁護士相談、市民相談、行政

相談、人権相談、家庭児童相

談、青少年相談、移動県民相

談 

 

【１９年度実績】 

２５５件 
 

【総合相談概要】 

①年金相談 

日時:毎月第 4 土曜日 

午前 10:00～12:00 

場所：隣保館 相談室 

受付：当日 

相談員：年金業務従事者(１

名) 

②外国人対象生活相談 

日時:毎月第 4 土曜日 

午後 8:00～10:00 

場所：隣保館 

受付：随時 

相談員：日本語講座講師(２

名) 

③生活困りごと相談 

日時：随時(平日 午前 8:30～

午後 5:30) 

場所：隣保館又は電話 

受付：随時 

相談員：相談担当職員 

※隣保館相談業務の各種相談

事業として実施 

 

【１９年度実績】 

①年金相談 15 件 

②外国人対象生活相談 6件 

③生活困りごと相談 33 件 

【心配ごと相談概要】 

・相談日 

第1・2・3・4火曜日(月4回)

・時間 

9：30～12:00 

・場所 

福祉センター 

・相談員 16 名 

行政相談員・人権擁護委員・

民生委員 

※事務所を福祉環境課内に置

き、相談所の運営を社会福祉

協議会に委託。平成 21 年度か

ら社会福祉協議会が直接行

う。 

【相談概要】 

※社会福祉協議会に委託 

①心配ごと･困りごと相談 

日時：毎月 8 日 

9:30～12:00 

場所：憩いの家 

受付：当日 

相談員：民生委員２名 

②心配ごと・困りごと相談 

日時：毎月 18 日 

9:30～12:00 

場所：赤津支所 

受付：当日 

相談員：民生委員２名 

③心配ごと・困りごと・人権・

行政相談 

日時：毎月 28 日 

9:30～12:00 

場所：憩いの家 

受付：当日 

相談員：民生委員・人権擁護

委員・行政相談員社会福祉協

議会 

合併時に再編する。 

 



 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

市民総合賠償補償保

険に関すること 

７ 

１０ 

全国市長会市民総合賠償補償

保険 

【補償内容】 

5 型①F型 

・身体賠償 2 億円型 

・財物賠償 2,000 万円型 

・補償保険 5 型 

入院 1 万円～、通院 6 日以上

1万円～ 

・保険料 15.63 円 

【平成 20 年度】 

※予防接種、公金は、別枠 

全国町村会総合賠償補償保険

【補償内容】 

6 型 

・身体賠償 1.5 億円型 

・財物賠償 2,000 万円型 

・補償保険Ⅱ型 

入院 1 万円～、通院 6 日以上

1万円～ 

・個人情報 1 億円型 

・予防接種 あり 

・公金総合 あり 

・保険料 83.3 円 

 

全国町村会総合賠償補償保険

【補償内容】 

8 型 

・身体賠償 2 億円型 

・財物賠償 2,000 万円型 

・補償保険Ⅲ型 

入院 2 万円～、通院 1 日以上

0.5 万円～ 

・個人情報 2 億円型 

・予防接種 あり 

・公金総合 あり 

・保険料 91.1 円 

 

全国町村会総合賠償補償保険

【補償内容】 

3 型 

・身体賠償１億円型 

・財物賠償 2,000 万円型 

・補償保険Ⅰ型 

入院 1 万円～、通院 6 日以上

１万円～ 

・個人情報１億円型 

・予防接種 あり 

・公金総合 あり 

・保険料 67.2 円 

 

栃木市の例により合

併時に統合する。 

住民活動保険に関す

ること 

８ 

９４ 

該当なし 該当なし 町内に活動の拠点を置く住民

団体等が行う住民活動中の事

故について、住民活動保険を

もってこれを補償する。 

平成 20 年度保険料 

366,350 円 

人口 18,134 人 

 

該当なし 藤岡町の例により合

併時に再編する。 

市民協働まちづくり

ファンドに関する 

こと 
９ 

１１ 

市民協働まちづくりファンド

（基金）を設け、公益的な活

動を行う市民団体に活動経費

の一部を助成する 

 

該当なし 該当なし 該当なし 栃木市の例により合

併時に統合する。 



 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

市民協働の推進に関

すること 

10 

１２ 

【概 要】 

 庁内における市民との協働

を推進するため、各課に市民

協働推進員を設置するととも

に、行政と市民との協働に関

する意識の更なる向上を目指

し、研修会等を開催した。 

 

 

【内 容】 

①市民協働推進員連絡会議 

②協働推進研修会 

市職員対象 

市職員・市民対象 

 

【概 要】 

 住民協働を推進するため、

人材の育成や関係団体の連

携・交流を促進する協議会を

設置している。また、庁内に

おいても住民協働を促進する

ため、必要に応じて関係各課

の職員による調整会議を開催

している。 

【内 容】 

①協働のまちづくり連絡協議

会 

 協議会メンバーは、ＮＰＯ

法人やまちづくり団体、観光

ボランティア、商工会、町な

ど１１団体 

 

 

【概 要】 

 町民との協働を推進するた

め、行政と町民との協働に関

する意識の向上を目指し、議

員及び町職員に研修会等を開

催した。 

 

 

 

【内 容】 

①協働推進研修会 

 職員対象 

 議員対象 

 

【概 要】 

 住民との協働を推進するた

め、行政と町民との協働に関

する意識の向上を図ってい

る。 

 

合併後に再編する。 

ＮＰＯ法人に関する

こと 

11 

１３ 

【内 容】 

市内における特定非営利活

動及び特定非営利活動法人を

支援するため、とちぎ市民活

動推進センターと連携し、市

民及び特定非営利活動法人を

対象として随時情報提供を行

う。 

 

【内 容】 

町内における特定非営利活

動及び特定非営利活動法人を

支援するため、町民及び特定

非営利活動法人を対象として

随時情報提供を行う。 

【内 容】 

町内における特定非営利活

動及び特定非営利活動法人を

支援する。 

 

【内 容】 

町内における特定非営利活

動及び特定非営利活動法人を

支援する。 

 

合併後に再編する。 



 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

ＮＰＯ法人の設立・

解散または合併の認

証に関すること 
12 

１４ 

【内 容】 

栃木県権限移譲計画に基づ

き、平成１９年度より特定非

営利活動促進法及び県の特定

非営利活動促進法施行条例に

基づく特定非営利活動法人の

設立、解散または合併の認証

等の事務を行っている。 

【内 容】 

栃木県権限移譲計画に基づ

き、平成１９年度より特定非

営利活動促進法及び県の特定

非営利活動促進法施行条例に

基づく特定非営利活動法人の

設立、解散または合併の認証

等の事務を行っている。 

【内 容】 

栃木県権限移譲計画に基づ

き、平成１９年度より特定非

営利活動促進法及び県の特定

非営利活動促進法施行条例に

基づく特定非営利活動法人の

設立、解散または合併の認証

等の事務を行っている。 

該当なし 栃木市・大平町・藤

岡町の例により合併

時に統合する。 

市民活動推進センタ

ーに関すること 

13 

１５ 

【拠点の整備及び運営】 

①名称：とちぎ市民活動推進セ

ンター（愛称「くらら」） 

②目的：社会貢献活動及び協働

の推進 

③機能：情報収集･提供の一元

化、交流・理解促進機能、広

報・研修機能、相談機能、活

動場所・事務機器の提供 

※指定管理者として特定非営

利活動法人ハイジに管理運営

を委託 

該当なし 該当なし 該当なし 合併後に再編する。 

戸籍システムに関す

ること 

14 

２１、２６、３２ 

戸籍電算システムにより戸籍

簿及び除籍簿を管理する。 

 

株式会社ＴＫＣのシステムを

導入している。 

 

戸籍電算システムにより戸籍

簿及び除籍簿を管理する。 

 

富士通株式会社のシステムを

導入している。 

戸籍電算システムにより戸籍

簿及び除籍簿を管理する。 

 

富士通株式会社のシステムを

導入している。 

戸籍電算システムにより戸籍

簿及び除籍簿を管理する。 

 

株式会社富士ゼロックスのシ

ステムを導入している。 

合併時にシステムを

統合する。 



 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

外国人登録事務に関

すること（システム

の統合） 

15 

３４ 

外国人の居住関係及び身分関

係を明確にし、外国人の利便

の増進と公正な管理に資する

ため、栃木市に居住する外国

人の登録を行っている。 

 

外国人登録システムについて

は、導入していない。 

 

外国人の居住関係及び身分関

係を明確にし、外国人の利便

の増進と公正な管理に資する

ため、大平町に居住する外国

人の登録を行っている。 

 

外国人登録システムについて

は、株式会社ＴＫＣのシステ

ムを導入している。 

外国人の居住関係及び身分関

係を明確にし、外国人の利便

の増進と公正な管理に資する

ため、藤岡町に居住する外国

人の登録を行っている。 

 

外国人登録システムについて

は、導入していない。 

 

外国人の居住関係及び身分関

係を明確にし、外国人の利便

の増進と公正な管理に資する

ため、都賀町に居住する外国

人の登録を行っている。 

 

外国人登録システムについて

は、株式会社富士ゼロックス

のシステムを導入している。

合併時に再編する。 

 

住民基本台帳に関す

ること（システムの

統合） 

16 

４２ 

住民基本台帳を整備し、住

民の居住関係の公証、選挙人

名簿の登録、その他の住民に

関する事務の処理の基礎とす

る。 

住民基本台帳ネットワーク

システムに接続し、行政機関

への情報提供を行う。 

 

住民基本台帳を整備し、住

民の居住関係の公証、選挙人

名簿の登録、その他の住民に

関する事務の処理の基礎とす

る。 

住民基本台帳ネットワーク

システムに接続し、行政機関

への情報提供を行う。 

住民基本台帳の整備をし、

住民の居住関係の公証、選挙

人名簿の登録、その他の住民

に関する事務の処理の基礎と

する。 

住民基本台帳ネットワーク

システムに接続し、行政機関

への情報提供を行う。 

住民基本台帳を整備し、住

民の居住関係の公証、選挙人

名簿の登録、その他の住民に

関する事務の処理の基礎とす

る。 

住民基本台帳ネットワーク

システムに接続し、行政機関

への情報提供を行う。 

合併時にシステムを

統合する。 

 



 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

印鑑登録に関する

こと 

17 

４６ 

本市の住民基本台帳に登録

されている者及び、本市の外

国人登録原票に登録されてい

る者について、印鑑の登録を

行う。 

 

本町の住民基本台帳に登録さ

れている者及び、本町の外国

人登録原票に登録されている

者について、印鑑の登録を行

う。 

本町の住民基本台帳に登録

されている者及び、本町の外

国人登録原票に登録されてい

る者について、印鑑の登録を

行う。 

 

本町の住民基本台帳に登録

されている者及び、本町の外

国人登録原票に登録されてい

る者について、印鑑の登録を

行う。 

 

合併時に再編する。 

 

自動交付機に関す

ること 

18 

９３ 

該当なし 印鑑登録証明書及び住民票の

写しの交付について、自動交

付機を設置することにより、

町民サービスの向上及び窓口

業務の効率化を図る。 

該当なし 該当なし 合併時に設置する。 

 

住民基本台帳ネッ

トワ－クシステム

に関すること 

19 

５９ 

住民基本台帳の情報を記録

したシステムのネットワーク

化を図り、全国共通の本人確

認ができる仕組みを構築す

る。 

住基カードの受付・作成・

交付等を行う。 

住民基本台帳の情報を記録

したシステムのネットワーク

化を図り、全国共通の本人確

認ができる仕組みを構築す

る。 

住基カードの受付・交付等

を行う。 

作成については委託してい

る。 

住民基本台帳の情報を記録

したシステムのネットワーク

化を図り、全国共通の本人確

認ができる仕組みを構築す

る。 

住基カードの受付・交付等

を行う。 

作成については委託してい

る。 

住民基本台帳の情報を記録

したシステムのネットワーク

化を図り、全国共通の本人確

認ができる仕組みを構築す

る。 

住基カードの受付・交付等

を行う。 

作成については委託してい

る。 

合併時に再編する。 

 

 

 



様式２            栃木市・大平町・藤岡町・都賀町合併協議会への報告（ランクＢ） 住民部会 保険年金分科会 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

出産・葬祭の給付に

関すること 

１ 

２６ 

・出産育児一時金 

被保険者が出産した場合に

世帯主に 380,000 円支給 

・葬祭費 

被保険者が死亡した場合に

葬主に対して 50,000 円支給 

・出産育児一時金貸付制度があ

る。 

・出産育児一時金 

被保険者が出産した場合に

世帯主に 380,000 円支給 

・葬祭費 

被保険者が死亡した場合に

葬主に対して 50,000 円支給 

 

・出産育児一時金 

被保険者が出産した場合に

世帯主に 380,000 円支給 

・葬祭費 

被保険者が死亡した場合に

葬主に対して 50,000 円支給 

 

・出産育児一時金 

被保険者が出産した場合に

世帯主に 380,000 円支給 

・葬祭費 

被保険者が死亡した場合に

葬主に対して 50,000 円支給 

 

現行のとおりとす

る。 

出産育児一時金の

貸付制度は合併時

に廃止する。 

短期保険証･資格書

発行事務に関するこ

と 

２ 

３１ 

国民健康保険税を滞納してい

る世帯に対し、納税を促すため

に発行する。 

国民健康保険税を滞納してい

る世帯に対し、納税を促すため

に発行する。 

国民健康保険税を滞納してい

る世帯に対し、納税を促すため

に発行する。 

国民健康保険税を滞納してい

る世帯に対し、納税を促すため

に発行する。 

栃木市の例により

合併時に統合す

る。 

 



 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

国民健康保険健康優

良家庭表彰事業に関

すること 

３ 

３５ 

平成 20 年度廃止 医療機関で診療を受けていな

い方に対し、表彰及び記念品を

贈呈する。 

平成 16 年度廃止 医療機関で診療を受けていな

い方に対し、表彰及び記念品を

贈呈する。 

合併時に廃止す

る。 

後期高齢者医療健康

診査事務に関するこ

と 

４ 

４６ 

栃木県後期高齢者医療広域連

合からの委託により、後期高齢

者医療対象者に対し、健診を行

う。 

栃木県後期高齢者医療広域連

合からの委託により、後期高齢

者医療対象者に対し、健診を行

う。 

栃木県後期高齢者医療広域連

合からの委託により、後期高齢

者医療対象者に対し、健診を行

う。 

栃木県後期高齢者医療広域連

合からの委託により、後期高齢

者医療対象者に対し、健診を行

う。 

合併後に再編す

る。 

特別老人医療費助成

に関すること 

５ 

５７ 

該当なし 該当なし 満６５歳から６９歳で、身体障

害者手帳４級の一部、５級、６

級の方に対し医療費を助成す

る。 

該当なし 合併時に廃止す

る。 



様式２             栃木市・大平町・藤岡町・都賀町合併協議会への報告（ランクＢ）  住民部会 環境分科会 
事務事業名 現                       況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

資源再利用化事

業（集団回収）

に関すること １ 

１８ 

該当なし 

（平成１９年度廃止） 

・資源物回収活動を実施した団体

に対し報償金を交付 

・町の資源ごみ回収運動に協力し

た団体に対し報償金を交付 

・町の資源ごみ回収運動に協力し

た団体に対し報償金を交付 

合併時に再

編する。 

廃棄物の不法投

棄に関すること
２ 

４０ 

・栃木市廃棄物・土砂等埋立監視

員設置規則  

・大平町環境美化監視員設置要綱 ・藤岡町環境美化監視員設置要綱 ・都賀町不法投棄防止条例 合併時に再

編する。 

一般廃棄物処理

有料化等の検討

に関すること ３ 

９４ 

・一般廃棄物処理有料化等につい

て、栃木地区広域行政事務組合の

構成市町による委員会及び部会で

検討を行っている。 

・一般廃棄物処理有料化等につい

て、栃木地区広域行政事務組合の

構成市町による委員会及び部会で

検討を行っている。 

・一般廃棄物処理有料化等につい

て、栃木地区広域行政事務組合の

構成市町による委員会及び部会で

検討を行っている。 

・一般廃棄物処理有料化等につい

て、栃木地区広域行政事務組合の

構成市町による委員会及び部会で

検討を行っている。 

合併時に再

編する。 

 



様式２             栃木市・大平町・藤岡町・都賀町合併協議会への報告（ランクＢ）  福祉部会 高齢福祉分科会 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

養護老人ホーム等
入所措置に関する
こと 

１ 

５ 

 ６５歳以上で居宅において養

護を受けることが困難なものを

収容養護する。 

 申請のあったものについて、入

所判定委員会の判定結果に基づ

き、措置の要否を決定する。 

【委託施設】 

  栃木養護老人ホーム 

  益子町七井老人ホーム  

 ６５歳以上で居宅において養

護を受けることが困難なものを

収容養護する。 

 申請のあったものについて、入

所判定委員会の判定結果に基づ

き、措置の要否を決定する。 

【委託施設】 

  栃木市栃木養護老人ホーム 

益子町松ヶ丘葵荘 

  鹿沼市千寿荘 

 ６５歳以上で居宅において養

護を受けることが困難なものを

収容養護する。 

 申請のあったものについて、入

所判定委員会の判定結果に基づ

き、措置の要否を決定する。 

【委託施設】 

  足利市福寿荘 

  小山市ｻﾝﾌﾗﾜｰｶﾞｰﾃﾞﾝ 

  佐野市悠生園 

栃木市栃木養護老人 ホー

ム 

益子町松ヶ丘葵荘 

 ６５歳以上で居宅において養

護を受けることが困難なものを

収容養護する。 

 申請のあったものについて、入

所判定委員会の判定結果に基づ

き、措置の要否を決定する。 

【委託施設】 

栃木市栃木養護老人ホーム 

鹿沼市千寿荘 

現行のとおりと
する。 

 



  

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

軽度生活援助員派
遣事業に関するこ
と 

２ 

９ 

高齢者が自宅で自立した生活

を送れるよう、介護保険制度とは

別に保健・福祉サービスとして、

簡易な日常生活上の援助を行う。

 (大工・植木手入れ・塗装・除

草・家事) 

 

 

 

 

【対象者】 

 日常生活に支障があるひとり

暮らし等の高齢者 

 

【実施委託先】 

 栃木市シルバー人材センター 

 

【利用者負担】 

 １時間（作業員１人当たり）150

円 

 材料費等は実費負担 

 

 

【サービス回数】 

 原則週１回２時間以内 

 在宅のひとり暮らし高齢者等

に対し、軽易な日常生活上の援助

を行う。 

(1)外出時の援助 

(2)食事、食材の確保 

(3)家周りの手入れ 

(4)家屋等の軽微な修繕 

(5)家屋内の整理整頓 

(6)ごみの搬出 

(7)その他 

【対象者】 

 65 歳以上のひとり暮らしの高

齢者、高齢者のみの世帯等 

 

【実施委託先】 

 大平町シルバー人材センター 

 

【利用者負担】 

 費用の 1割負担 

 事務費、原材料費等は利用者負

担 

被保護世帯は、町負担 

 

【サービス回数】 

 (1)(2)(6)(7) 

週２回以内。１回あたり２時

間以内 

  (3)(4)(5) 

年３回以内。１回あ たり６

時間以内 

 

制度なし 制度なし 合併時に再編す

る。 



 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

介護保険認定外サ
ービスに関するこ
と 

３ 

１０ 

ホームヘルパーが自宅に訪問

し、調理・掃除等の家事を援助す

る。 

【対象者】 

 日常生活に支障があるひとり

暮らし等の高齢者（介護保険の認

定結果により、対象外あり。） 

【実施委託先】 

 栃木市社会福祉協議会 

【利用者負担】 

 家事援助 1 時間 200 円 

 身体介護 1 時間 400 円 

【サービス回数】 

 原則週１回（2時間） 

 ホームヘルパーが自宅に訪問

し、調理・掃除等の家事を援助す

る。 

【対象者】 

 日常生活に支障があるひとり

暮らし等の高齢者（介護保険の認

定結果により、対象外あり。） 

【実施委託先】 

 大平町社会福祉協議会 

【利用者負担】 

 家事援助 1 時間 200 円 

 身体介護 1 時間 400 円 

【サービス回数】 

 原則週１回（2時間） 

 ホームヘルパーが自宅に訪問

し、調理・掃除等の家事を援助す

る。 

【対象者】 

 日常生活に支障があるひとり

暮らし等の高齢者（介護保険の認

定結果により、対象外あり。） 

【実施委託先】 

 藤岡町社会福祉協議会 

【利用者負担】 

 1 割 

 

【サービス回数】 

 身体的状況、世帯の状況等を勘

案して決定 

 身体や家事に関すること、外出

時の付き添い等にヘルパーを派

遣する。 

【対象者】 

 日常生活を営むのに支障のあ

るおおむね６５歳以上の高齢者、

身体障害者及び心身障害児者 

【実施委託先】 

 都賀町社会福祉協議会 

【利用者負担】 

 ホームヘルパー派遣事業費用

負担基準 

【サービス回数】 

 身体的状況、世帯の状況等を勘

案して決定 

合併時に再編す
る。 

配食サービス事業
に関すること 

４ 

１１ 

 日常生活に支障があるひとり

暮らし高齢者等に、栄養のバラン

スのとれた食事を配食する。 

 

【対象者】 

 ６５歳以上のみのひとり暮ら

し、高齢者世帯等 

 

【利用回数】 

 月～金の毎昼食 

【利用者負担】 

 １食につき 300 円 

【委託料】 

 １食につき 720 円 

【委託先】 

 民間企業 

 調理が困難なひとり暮らし高

齢者等に対し、栄養のバランスの

とれた食事を提供する。 

 

【対象者】 

 ６５歳以上のみのひとり暮ら

し、高齢者世帯、障害者等 

 

【利用回数】 

 週１～２回 

【利用者負担】 

 １食につき 200 円 

【委託料】 

 １食につき 500 円 

【委託先】 

 大平町社会福祉協議会 

■社会福祉協議会が実施 

 高齢者の給食サービスを実施

する。   

 

【対象者】 

 ６５歳以上のみのひとり暮ら

し、高齢者世帯等 

 

【利用回数】 

 月２回第２・４木曜日 

【利用者負担】 

 １食につき 100 円 

 

 在宅のひとり暮らし高齢者等

に、栄養のバランスのとれた食事

を定期的に配食する。 

 

【対象者】 

 おおむね６５歳以上のひとり

暮らし、高齢者の二人世帯等 

 

【利用回数】 

 毎週金曜 

【利用者負担】 

 １食につき 300 円 

【事業実施】 

みやこボランティア 

 町から研修補助金を支出 

合併時に再編す
る。 

 



事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

紙おむつ交付事業
に関すること 

５ 

１５ 

 紙おむつを必要とする在宅の

ねたきり老人等に対し、月額２千

円の紙おむつ券を交付し、取扱店

で券を利用して購入することに

より、助成を行う。 

【対象者】 

 ねたきり等の状態が在宅で６

か月以上継続しており、要介護 3

以上の認定を受けている６５歳

以上の者 

介護手当 8,000 円の中で実施し

ている。 

 寝たきり等の 65 歳以上の在宅

で介護している家族に対し、紙お

むつの購入費の一部を助成する。

(月額 3,500 円) 

 

【対象者】 

 ねたきり等の状態が在宅で６

か月以上継続しており、要介護３

以上の認定を受けている６５歳

以上の者 

家族の福祉の向上を図るため、

紙おむつ購入費の一部助成とし

て月 3,000 円を支給する。 

 

 

【対象者】 

 介護保険認定調査に基づき、常

時使用している者 

合併時に再編す
る。 

在宅ねたきり老人
等介護手当支給事
業に関すること 

６ 

３６ 

 在宅のねたきり老人又は認知

症である老人を常時介護してい

る者に対し、介護手当を支給す

る。 

【事業概要】 

 月額 5,000 円を年３回支給 

【対象者】 

 市内に住所を有する 65 歳以上

のねたきり老人等と同居し、自宅

で６か月以上継続して日常生活

の介護をしている者 

 在宅の介護を必要とする者を

常時介護している者に対し、介護

手当を支給する。  

 

【事業概要】 

 月額 8,000 円を年２回支給 

【対象者】 

 要介護者（要介護４及び５）と

同居し、生計を同じくする者で、

要介護者の日常生活の介護に当

たっている者 

 ６か月以上のねたきり老人又

は認知症である老人を在宅で常

時介護している者に対し、介護手

当を支給する。 

【事業概要】 

 月額 3,000 円を年２回支給 

 

 在宅の介護を必要とする者を

常時介護している者に対し、要介

護手当を支給する。 

 

【事業概要】 

 月額 3,000 円を年２回支給 

【対象者】 

 要介護者（要介護４及び５）と

同居し、生計を同じくする者で、

要介護者の日常生活の介護に当

たっている者 

合併時に再編す
る。 

 



 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

地域総合整備資金貸
付金（ふるさと融資）
償還に関すること ７ 

１７０ 

地域総合整備資金貸付金（ふ

るさと融資）の融資償還金の受

入、償還状況報告書の提出等を

行う。 

該当なし 地域総合整備資金貸付金（ふる

さと融資）の事務手続きに関し

て、申請及び連絡調整を行う。

 

該当なし 藤岡町の例によ
り合併時に統合
する。 

高齢者ふれあい相談
員に関すること 

８ 

３３ 

ひとり暮らし等の高齢者世帯

に、相談員による週１回程度の

家庭訪問を実施し、安否確認と

必要な相談を受ける。 
【対象者】 
・７０歳以上の独居 
・７０歳以上の高齢者世帯 
・その他必要な世帯 

該当なし 該当なし 該当なし 合併時は現行の
とおりとし、平成
２３年度に再編
する。 

在宅介護支援センタ
ー運営事業 

９ 

４４ 

該当なし 該当なし 該当なし  在宅のねたきり高齢者等の介

護者に対し、在宅介護に関する

総合的な相談に応じ、介護に必

要な各種保健福祉サービスの利

用及び適用が円滑に進められる

ために設置。                  
【事業内容】 
 要援護老人等の実態等の把

握、相談、指導、保健福祉サー

ビス利用申請手続き等 
【運営】 
 指定管理者 
【委託料】 
 無 料 

現行のとおりと
する。 

 



事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

生 活 機 能 評 価 健
（検）診に関するこ
と 

10 

１４７ 

 特定高齢者を把握し、要介護

状態等になることを予防するた

め。 

【対象者】 

  65 歳以上で、国民健康保

険・後期高齢者医療に加入し

ている方。後期高齢者医療加

入者は個別検診のみ 

【概要】 

 ①集団検診 

特定健康診査 

（財）栃木県保健衛 

生事業団に委託 

 

②個別健診 

特定健康診査、健診ともに

同時実施 

栃木市医師会と契約 

 特定高齢者を把握し、要介護

状態等になることを予防するた

め。 

【対象者】 

 65 歳以上で、国民健康保険・

後期高齢者医療に加入している

方。後期高齢者医療加入者は個

別検診のみ 

【概要】 

 ①集団検診 

特定健康診査 

（医）北斗会 

宇都宮東病院に委託 

 

②個別健診 

特定健康診査、健診ともに

同時実施 

大平町医師会と契約 

 特定高齢者を把握し、要介護

状態等になることを予防するた

め。 

【対象者】 

 65 歳以上で、国民健康保険・

後期高齢者医療に加入している

方。後期高齢者医療加入者は個

別検診のみ 

【概要】 

 ①集団検診 

  特定健康診査 

（財）栃木県保健衛生事業

団・厚生連に委託 

 ②個別健診 

  実施なし 

 特定高齢者を把握し、要介護

状態等になることを予防するた

め。 

【対象者】 

 65 歳以上で、国民健康保険・

後期高齢者医療に加入している

方。後期高齢者医療加入者は個

別検診のみ 

【概要】 

 ①集団検診 

  特定健康診査 

（財）栃木県保健衛生事業

団・厚生連に委託 

 ②個別健診 

  実施なし 

合併時は現行の
とおりとし、平成
２３年度に再編
する。 

 
 



様式２              栃木市・大平町・藤岡町・都賀町合併協議会への報告（ランクＢ）  福祉部会 社会福祉分科会 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

身体障害者用自

動車改造費助成

に関すること 

１ 

３２ 

 身体障がい者が、自ら運転す

る自動車を運転しやすいよう

に改造する費用を助成する。 

① 対象者 

  身体障害者手帳１級又は

２級に該当する上肢下肢又

は体幹機能障がいを有する

者 

  所得制限あり。 

 

② 助成額   

上限 100,000 円 

身体障がい者が、自ら運転す

る自動車を運転しやすいよう

に改造する費用を助成する。 

① 対象者 

  自らが所有し運転する自

動車の制動装置等を改造す

ることにより運転が容易に

なり、社会参加が見込まれる

者 

所得制限あり。 

② 助成額   

上限 100,000 円 

身体障がい者が、自ら運転す

る自動車を運転しやすいよう

に改造する費用を助成する。 

① 対象者 

  自らが所有し運転する自

動車の制動装置等を改造す

ることにより運転が容易に

なり、社会参加が見込まれる

者 

所得制限あり。 

② 助成額   

上限 100,000 円 

身体障がい者が、自ら運転す

る自動車を運転しやすいよう

に改造する費用を助成する。 

① 対象者 

  身体障害者手帳１級又は

２級に該当する上肢下肢又

は体幹機能障がいを有する

者 

  所得制限あり。 

 

② 助成額   

上限 100,000 円 

現行のとおりとする。 

トータルサポー

トに関すること 

２ 

１５７ 

 制度を中心とした縦割りの
支援から、人を中心に据え、「医
療」「保健」「福祉」「教育」等、
各部門の横断的な調整を図り、
現在の課題を総合的に考え、よ
り効果のある支援を行う。ま
た、健診から保育園・幼稚園、
小中学校、高校、就労と続くラ
イフステージの別にとらわれ
ない支援環境を整え、生涯にわ
たり一貫した支援が行える体
制作りを行う。 
【体制】 
 福祉トータルサポートセン 
ター 

  所長 
  専任職員  ６名 
  トータルサポート 

専門員 ４名 

該当なし 該当なし 該当なし 栃木市の例により合

併時に統合する。 

 



 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

地域福祉計画に関

すること 

３ 

１１９ 

【策定内容】 

高齢者保健福祉計画・介

護保険事業計画、障害者福祉

計画、次世代育成支援対策行

動計画４計画の推進に共通

する地域福祉の基本理念を

掲げるとともに、地域福祉を

進める具体的施策を計画す

る。 

 

【策定年度】 

  平成２２年度（現計画の見

直し） 

 

【計画期間】 

  平成２３年度から平成２

８年度 

 

【関係団体等】 

栃木市社会福祉協議会 

未策定 【策定年度】 

平成２年に策定したが、見

直しはしていない。 

【関係団体等】 

藤岡町社会福祉協議会 

 

 

未策定 合併後、新市において

調整する。 

 



様式２            栃木市・大平町・藤岡町・都賀町合併協議会への報告（ランクＢ） 福祉部会 児童福祉分科会 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

次世代育成支援対

策行動計画に関す

ること 

１ 

３４ 

急速な少子化の進行を踏ま

え、次代の社会を担う子どもが

健やかに生まれ育成される環境

を整備するため、栃木市次世代

育成支援対策行動計画（後期計

画）を策定する。 

急速な少子化の進行を踏ま

え、次代の社会を担う子どもが

健やかに生まれ育成される環境

を整備するため、大平町次世代

育成支援対策行動計画（後期計

画）を策定する。 

急速な少子化の進行を踏ま

え、次代の社会を担う子どもが

健やかに生まれ育成される環境

を整備するため、藤岡町次世代

育成支援対策行動計画（後期計

画）を策定する。 

急速な少子化の進行を踏ま

え、次代の社会を担う子どもが

健やかに生まれ育成される環境

を整備するため、都賀町次世代

育成支援対策行動計画（後期計

画）を策定する。 

合併後に再編

する。 

民間保育施設整備

事業に関すること 

２ 

３５ 

保育所整備基本方針に基づき

社会福祉法人が設置運営する児

童施設を整備する場合に支援す

る。 

補助額：事業内容により市長

が定める額 

保育所整備基本方針に基づき

社会福祉法人が設置運営する児

童施設を整備する場合に支援す

る。 

補助額：事業内容により町長

が定める額 

保育所整備基本方針に基づき

社会福祉法人が設置運営する児

童施設を整備する場合に支援す

る。 

補助額：事業内容により町長

が定める額 

保育所整備基本方針に基づき

社会福祉法人が設置運営する児

童施設を整備する場合に支援す

る。 

補助額：事業内容により町長

が定める額 

合併後に再編

する。 

保育所整備基本方

針に関すること 

３ 

３６ 

民間活力の活用も視野に入

れ、公立と民間の役割分担を明

確にしながら保育所整備計画を

策定する。 

公立保育園の統合計画あり。 

民間２保育園改築計画あり。 

公立保育所の統廃合の計画あ

り。       

該当なし 合併後に再編

する。 



 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

地域子育て支援セ

ンター事業に関す

ること ４ 

４０ 

0 才から 6 才までの親子の交

流の場として、年齢に応じたし

つけや遊びの指導を行う。 

・栃木市地域子育て支援センタ

ー 

0 才から 6 才までの親子の交

流の場として、年齢に応じたし

つけや遊びの指導を行う。 

・大平町地域子育て支援センタ

ー 

0 才から 6 才までの親子の交

流の場として、年齢に応じたし

つけや遊びの指導を行う。 

・藤岡町渡良瀬の里内 

子育て支援センター 

0 才から 6 才までの親子の交

流の場として、年齢に応じたし

つけや遊びの指導を行う。 

・公立よつば保育園内 

子育て支援センター 

合併時に再編

する。 

公立保育所に関す

ること 

５ 

４３ 

児童福祉法第３５条第３項の

規定に基づき、保育に欠ける児

童の保育をし、心身の健全な育

成を図る。 

 公立保育所 6 か所 

          定員    

・いまいずみ保育園 100 名 

・いりふね保育園 45 名 

・おおつか保育園 60 名 

・はこのもり保育園 130 名 

・そのべ保育園  60 名 

・ぬまわだ保育園 80 名    

給食は、保育所内で調理   

児童福祉法第３５条第３項の

規定に基づき、保育に欠ける児

童の保育をし、心身の健全な育

成を図る。 

公立保育所  4 か所 

         定員 

・西保育所      60 名 

・南第１保育所   50 名 

・東保育所       40 名 

・南第２保育所   35 名 

 

 

給食は、保育所内で調理 

児童福祉法第３５条第３項の

規定に基づき、保育に欠ける児

童の保育をし、心身の健全な育

成を図る。 

公立保育所   4 か所 

          定員 

・三鴨保育所   45 名 

・赤麻保育所    45 名 

・部屋保育所    60 名 

・藤岡保育所    60 名 

              

 

給食は、給食センターで調理

児童福祉法第３５条第３項の

規定に基づき、保育に欠ける児

童の保育をし、心身の健全な育

成を図る。 

公立保育所  1 か所 

         定員 

・よつば保育園  120 名 

 

 

 

 

 

給食は、保育所内で調理 

合併時は現行

の と お り と

し、合併後に

再編する。 



 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

児童館に関するこ

と 

６ 

５５ 

児童に健全な遊びを与えて、その健康

を増進し、情操を豊かにする。 

 

公設  ３か所 

・はこのもり児童センター（直営) 

・いまいずみ児童館 

・そのべ児童館(指定管理者に委託) 

地域の児童に｢遊び場｣を提供し、遊び

をとおして児童の健康と体力を増進し、

また、情操を豊かにする。 

公設  ２か所 

・大平町みなみ児童館（直営） 

・大平町児童館 

(平成21年度より指定管理者に委託) 

該当なし 該当なし 合併時に再編

する。 

子育て応援企業登

録制度に関するこ

と 

７ 

６６ 

該当なし 町で提案する基本項目に沿った

子育て支援取り組みを実施でき

る、個人、法人その他団体を町

に登録し、広く広報することに

より、企業イメージの向上とそ

の姿勢が広く町民に理解される

ことで、社会全体での子育て意

識の醸成を図るもの 

・登録期間：3年間 

該当なし 該当なし 大平町の例に

より合併時に

統合する。 



様式２             栃木市・大平町・藤岡町・都賀町合併協議会への報告（ランクＢ）     福祉部会 保健分科会 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

保健センター建設

に関すること 

１ 

２３５ 

該当なし 該当なし ○（仮称）藤岡町保健センター

【事業概要】 

渡良瀬の里に併設して保健

センターを新築し、各種健康

診査、予防接種を行う。 

【開設年月日】 

平成 23 年 3月予定 

《平成 21 年度》 

建設設計業務開始 

該当なし 新市に引き継ぐ。 

初期救急医療施設

の運営業務に関す

ること 

２ 

１１ 

○栃木地区急患センター 

【指定管理者】 

 栃木市医師会 

（１市５町（岩舟町、壬生町を含む）の代表として栃木市が契約） 

 平成２１年度～平成２３年度（公募外選定） 

【委託業務内容】 

 休日 

午前９時～午後９時（内科・外科） 

 平日夜間 

午後７時～午後１０時（内科） 

現行のとおりと

する。 



 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

救急業務推進事業

（休日外科当番

医）に関すること
３ 

２３９ 

急患センターで対応している。 現行のとおりと

する。 

住民健康管理シス

テムに関すること
４ 

２ 

 健康管理システム（高齢者の

医療の確保に関する法律による

健康診査、健康増進法によるが

ん検診、予防接種等）の管理を

行う。 

委託先 TKC 

 健康管理システム（高齢者の

医療の確保に関する法律による

健康診査、健康増進法によるが

ん検診、予防接種等）の管理を

行う。 

委託先 TKC 

健康管理システム（高齢者の

医療の確保に関する法律による

健康診査、健康増進法によるが

ん検診、予防接種等）の管理を

行う。 

委託先 TKC 

健康管理システム（高齢者の

医療の確保に関する法律による

健康診査、健康増進法によるが

ん検診、予防接種等）の管理を

行う。 

委託先 TKC 

合併時に統合す

る。 

市・町医に関する

こと ５ 

１４８ 

医師に感染症予防、予防接種、

健診、公衆衛生に関する業務を

委嘱 

予防接種、健診を行うため町

医を置く。 

 

制度なし 制度なし 合併時に再編す

る。 

新型インフルエン

ザに関すること 

６ 

２１１ 

新型インフルエンザの発生、

大流行に備え想定される状況を

考慮し、健康被害を最小限に抑

えるよう対策を講じる。 

【内容】 

・ 対策本部設置、対策行動計

画、マニュアルの策定 

・ 情報収集、住民への周知、

広報計画 

・ 医療従事者用の防護服の備

蓄等 

新型インフルエンザの発生、

大流行に備え想定される状況を

考慮し、健康被害を最小限に抑

えるよう対策を講じる。 

【内容】 

・ 対策本部設置、対策行動計

画、マニュアルの策定 

・ 情報収集、住民への周知、

広報計画 

・ 医療従事者用の防護服の備

蓄等 

新型インフルエンザの発生、

大流行に備え想定される状況を

考慮し、健康被害を最小限に抑

えるよう対策を講じる。 

【内容】 

・ 対策本部設置、対策行動計

画、マニュアルの策定 

・ 情報収集、住民への周知、

広報計画 

・ 医療従事者用の防護服の備

蓄等 

新型インフルエンザの発生、

大流行に備え想定される状況を

考慮し、健康被害を最小限に抑

えるよう対策を講じる。 

【内容】 

・ 対策本部設置、対策行動計

画、マニュアルの策定 

・ 情報収集、住民への周知、

広報計画 

・ 医療従事者用の防護服の備

蓄等 

合併時は現行の

とおりとし、合併

後に再編する。 

地域医療対策協議

会に関すること 

７ 

１０ 

栃木地区地域医療対策協議会 

・１８名 

・下都賀郡市医師会役員、下都賀歯科医師会会長、栃木県薬剤師会支部長、栃木地区急患センター管理者、二次救急指定病院代表、１

市５町首長、県南健康福祉センター所長、栃木地区広域行政事務組合消防本部消防長 

・任期定めなし 

現行のとおり存

続する。 

 



様式２             栃木市・大平町・藤岡町・都賀町合併協議会への報告（ランクＢ）   経済部会 商工観光分科会 
事務事業名 現            況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

緊急雇用創出事業等

に関すること 

１ 

１９ 

○ふるさと雇用再生特別交付

金事業 

・雇用継続が見込まれる事業

で、求職者等を雇い入れて安

定的な雇用機会を創出する。

・事業期間 

  平成 21～23 年度 

・総事業費 

  79,800 千円 

○緊急雇用創出事業 

・離職者に対して、緊急的・一

時的なつなぎ就業の機会を

提供する。 

・事業期間 

  平成 20～23 年度 

・総事業費 

 58,800 千円 

○ふるさと雇用再生特別交付金

事業 

・雇用継続が見込まれる事業で、

求職者等を雇い入れて安定的

な雇用機会を創出する。 

・事業期間 

  平成 21～23 年度 

・総事業費 

  54,700 千円 

○緊急雇用創出事業 

・離職者に対して、緊急的・一

時的なつなぎ就業の機会を提

供する。 

・事業期間 

  平成 20～23 年度 

・総事業費 

  36,200 千円 

○ふるさと雇用再生特別交付金

事業 

・雇用継続が見込まれる事業で、

求職者等を雇い入れて安定的

な雇用機会を創出する。 

・事業期間 

  平成 21～23 年度 

・総事業費 

  49,100 千円 

○緊急雇用創出事業 

・離職者に対して、緊急的・一

時的なつなぎ就業の機会を提

供する。 

・事業期間 

  平成 20～23 年度 

・総事業費 

  29,700 千円 

○ふるさと雇用再生特別交付金

事業 

・雇用継続が見込まれる事業で、

求職者等を雇い入れて安定的

な雇用機会を創出する。 

・事業期間 

  平成 21～23 年度 

・総事業費 

  47,200 千円 

○緊急雇用創出事業 

・離職者に対して、緊急的・一

時的なつなぎ就業の機会を提

供する。 

・事業期間 

  平成 20～23 年度 

・総事業費 

  27,200 千円 

新市において、効

果・効率的な事

業計画となるよ

うに、合併時に再

編する。 

 

勤労者総合福祉セン

ターに関すること 

２ 

２４ 

・勤労者、市民の福祉増進と余

暇活動充実のための施設 

・多目的ホール、会議室 

・指定管理者に委託 

該当なし 該当なし 該当なし 管理運営につい

ては、平成２２年

度まで指定管理

者に委託してお

り、現行のとおり

とする。 

計量器に関すること 

３ 

２５ 

○計量器検査 

・県が検査主体であるが、市で

は事前調査、会場手配、受付

等を行う。 

・2 年に 1 回実施され、次回は

平成 21 年度 

○計量器検査 

・県が検査主体であるが、町で

は事前調査、会場手配、受付

等を行う。 

・2 年に 1 回実施され、次回は

平成 21 年度 

○計量器検査 

・県が検査主体であるが、町で

は事前調査、会場手配、受付

等を行う。 

・2 年に 1 回実施され、次回は

平成 21 年度 

○計量器検査 

・県が検査主体であるが、町で

は事前調査、会場手配、受付

等を行う。 

・2 年に 1 回実施され、次回は

平成 21 年度 

計量器検査につ

いては、現行のと

おりとする。 



 
事務事業名 現            況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

産学連携に関するこ

と 

４ 

４７ 

産学官の連携組織である「蔵の

街トライアングルネットワー

ク」の活動推進 

 

「大学コンソーシアムとちぎ産

学官連携サテライトオフィス事

業委員会」と町及び商工会とで

産学官連携の友好協力協定を締

結 

該当なし 中小企業が行う高等教育機関等

との連携による新製品の開発等

に関する共同研究開発事業に対

し補助金を交付 

各市町で独自の

取り組みを行っ

ており、合併後に

再編する。 

倭町駐車場の管理運

営に関すること 

５ 

５４ 

・観光客の利便性と道路交通の

円滑化を図るための施設 

・指定管理者による管理運営 

該当なし 該当なし 該当なし 独自の施設であ

り、管理運営につ

いては平成２３

年度まで指定管

理者を指定して

いるため、現行の

とおりとする。 

観光パンフレット作

成に関すること 

６ 

６４ 

・総合パンフレット 

・蔵の街ウォーキングマップ 

・太平山観光パンフレット 

・星野・出流観光パンフレット

・おおひらおでかけガイド 

・大平町ハイキングマップ 

・藤岡町観光ガイド ・つが彩発見（総合観光パンフ

レット） 
地域ごとのパン

フレットは現行

のとおりとし、合

併後に新市の総

合パンフレット

を作成する。 



 
事務事業名 現            況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

とちぎ蔵の街観光館

の管理運営業務に関

すること 

７ 

６５ 

・地場産品及び伝統工芸品を展

示し、郷土の文化及び伝統を

後世に伝え、商工業及び観光

事業の振興を図るための施

設 

・指定管理者による管理運営 

該当なし 該当なし 該当なし 独自の施設であ

り、管理運営につ

いては平成２３

年度まで指定管

理者を指定して

いるため、現行の

とおりとする。 

 

とちぎ山車会館の管

理運営に関すること 

８ 

６６ 

・人形山車や人形山車に関する

資料を収集、保管、展示し、

郷土の文化及び伝統を後世

に伝えるとともに観光振興

を図るための施設 

・指定管理者による管理運営 

該当なし 該当なし 該当なし 独自の施設であ

り、管理運営につ

いては平成２３

年度まで指定管

理者を指定して

いるため、現行の

とおりとする。 

 

まちづくり融資に関

すること 

９ 

７３ 

○歴史的町並み景観形成資金 

・歴史的町並み景観形成地区内

で景観形成補助金を受けた

者に対する融資 

 

○栃木駅周辺まちづくり資金 

・栃木駅周辺土地区画整理事業

施行地区内で修景基準に基

づく建物の新改築に対する

融資 

※融資限度額 

30,000 千円 

該当なし 該当なし 該当なし 歴史的町並み景

観形成資金は、独

自の融資制度で

あり、現行のとお

りとする。 

栃木駅周辺まち

づくり資金は、エ

リアの拡大を検

討する必要があ

るため、合併後に

栃木市の例によ

り統合する。 



 
事務事業名 現            況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

企業誘致に関するこ

と 

10 

８７ 

市外から優良企業を誘致し、雇

用の拡大及び地域の振興を図

る。 

町外から優良企業を誘致し、雇

用の拡大及び地域の振興を図

る。 

町外から優良企業を誘致し、雇

用の拡大及び地域の振興を図

る。 

町外から優良企業を誘致し、雇

用の拡大及び地域の振興を図

る。 

４市町で同様の

事務のため、現行

のとおりとする。 

 

企業誘致報奨制度に

関すること 

11 

８９ 

工場等の新設・移転を検討して

いる企業に関する情報提供、誘

致交渉の仲介等を行う宅地建

物取引業者に対して報奨金を

支払う。 

・工場等の新設に係る投下固定

資産評価額の 1/100 

 上限 3,000 万円 

該当なし 該当なし 該当なし 企業誘致推進の

ための新たな仕

組みを検討し、合

併後に再編する。 

 



 
事務事業名 現            況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

かかしの里管理に関

すること 

12 

９３ 

該当なし ・町観光事業の健全なる発展、

魅力あるふるさとづくりの推

進及び地域産業の振興を図る

ための観光拠点施設 

・直営施設 

該当なし 該当なし 独自の施設であ

り、現行のとおり

とする。 

まちづくり交流セン

ターに関すること 

13 

９５ 

該当なし ○まちづくり交流センター（プ

ラッツおおひら） 

・中心市街地に賑わいと活力を

創出するためのまちづくりの

拠点施設 

・指定管理者 

  町商工会 

該当なし 該当なし 独自の施設であ

るため、現行のと

おりとする。 

ふるさとセンター

（つがの里）の管理

運営業務に関するこ

と 14 

１０７ 

該当なし 該当なし 該当なし ・快適で潤いのあるまちづくり

のための地域の拠点となる施

設 

・直営施設 

 

独自の施設であ

り、現行のとおり

とする。 

 

 



様式２             栃木市・大平町・藤岡町・都賀町合併協議会への報告（ランクＢ）     経済部会 農林分科会 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

出流ふれあいの

森に関すること 

１ 

１６１ 

指定管理者のみかも森林組合に

運営管理を委託し、各施設の協

定範囲外の維持管理を行う。 

・研修室､コテージ､オートキャ

ンプ場､一般キャンプ場､バー

ベキュー場 

該当なし 

 

該当なし 

 

該当なし 

 
独自の施設のた

め、現行のとおり

新市に引継ぐ。 

道の駅に関する

こと 

２ 

２１４ 

該当なし 該当なし 道の駅を良好な状態に管理し、

各施設の効率的な運営を行う。

・農産物直売所、地域食材供給施

設等 

該当なし 独自の施設のた

め、現行のとおり

新市に引継ぐ。 

優良農業経営者

表彰事業に関す

ること 

３ 

２１７ 

該当なし 該当なし 該当なし 農業において、創意工夫を実践

され他の模範となる者、省力

化・合理化等の経営改善に積極

的に取組みを行なう者を町長が

表彰し、農業者の意識の高揚を

図るとともに、広く町民にその

重要性を周知し、農業の振興に

資する。 

新市において他の

表彰規定と調整の

うえ、合併後に再

編する。 

 



様式２             栃木市・大平町・藤岡町・都賀町合併協議会への報告（ランクＢ）  経済部会 農業委員会分科会 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

標準小作料改定に関

すること 

１ 

１８ 

標準小作料額の決定及び改定

作業を行う。３年毎に改定を行

う。 

10 ㌃あたり 

田(土地改良済) 13,000 円 

田( 同 未済) 10,000 円 

畑(土地改良済)  7,000 円 

畑( 同 未済)  6,000 円 

平成 19 年度改定 

 

標準小作料額の決定及び改定

作業を行う。３年毎に改定を行

う。 

10 ㌃あたり 

田 16,000 円 

畑  7,000 円 

 

 

平成 20 年度改定 

標準小作料額の決定及び改定

作業を行う。３年毎に改定を行

う。 

10 ㌃あたり 

田(Ａ) 13,000 円 

田(Ｂ) 11,000 円 

畑     5,000 円 

 

平成 19 年度改定 

標準小作料額の決定及び改定

作業を行う。３年毎に改定を行

う。 

10 ㌃あたり 

上田 14,000 円 

中田 10,000 円 

下田  6,000 円 

畑   5,000 円 

平成 19 年度改定 

合併時は現行のと

おりとし、合併後に

再編する。 

農政対策連絡協議会

に関すること 

２ 

４７ 

農業関係団体と連絡協調を図

りながら、農業者の立場を代表

し農政活動を行い、農業者の地

位の向上に寄与する。 

該当なし 該当なし 該当なし 合併後に再編する。 

 



様式２         栃木市・大平町・藤岡町・都賀町合併協議会への報告（ランクＢ）     建設部会 都市整備分科会 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

道路改良事業(用

地・補償)に関す

ること 

１ 

１６ 

 現道の拡幅や線形改良等

を行う事業である。 

 

 

【内容】 

①国庫補助事業 

（交付金事業を含む） 

②市単独道路改良事業 

 

※幅員６ｍ以上については、

用地は買収、物件は補償 

 現道の拡幅や線形改良等

の建設を行う事業である。 

 

 

【内容】 

①国庫補助事業 

（交付金事業を含む） 

②町単独道路改良事業  

 

※幅員４ｍ以上については、

用地は買収、物件は補償 

 現道の拡幅や線形改良等

の建設を行う事業である。 

 

 

【内容】 

①町単独道路改良事業 

 

 

 

※幅員４ｍ以上については、

用地は買収、物件は補償 

 現道の拡幅や線形改良、側

溝整備、舗装打替（大規模）

の建設を行う事業である。 

 

【内容】 

①国庫補助事業 

（交付金事業を含む） 

②町単独道路改良事業 

 

※幅員４ｍ以上については、

用地は買収、物件は補償 

 

 

 

 

 

継続事業及び整備予定の

路線については、合併時は

現行のとおり業務を進め、

新たに整備の計画をする

路線については、地域の実

情や現場条件等を考慮し

て、用地取得方法等を合併

後に再編する。 

 



 

 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 西方町 
調整内容 

道路整備計画に

関すること 

２ 

４６ 

 優先順位の設定によ

り、合理的な道路整備を

推進する。 

【概要】 

 平成１９年度に策定

した道路整備計画に基

づき、道路整備事業を進

めている。 

 平成２３年度に見直

し予定 

 

 

 

※幹線道路と生活道路

の整備基準 

※市道整備プログラム

に基づき、評価点数上位

路線から順次整備を進

めている。 

 優先順位の設定より、

合理的な道路整備を推

進する。 

【概要】 

 町振興計画に基づき

道路整備事業を進めて

いるが、生活道路に関し

ては生活道路マニュア

ル（平成１８年度策定）

により、整備を進めてい

る。 

 

 

※生活道路整備マニュ

アルに基づき、各路線を

点数化し、次年度の新規

路線の整備計画を進め

ている。４～５年後に見

直し予定 

 優先順位の設定によ

り、合理的な道路整備を

推進する。 

【概要】 

 町振興計画に基づ

き、道路整備事業を進め

ている。  

 

 

 

 

 

 

※改良路線の選定は道

路網の整備、交通安全、

地元要望等を勘案し、優

先順位の高い路線を決

定している。 

 優先順位の設定によ

り、合理的な道路整備を

推進する。 

【概要】 

 町振興計画に基づ

き、道路整備事業を進め

ている。  

 

 

 

 

 

 

※改良路線の選定は道

路網の整備、交通安全、

地元要望等を勘案し、道

路改良に伴う検討委員

会で協議し、優先順位の

高い路線を決定してい

る。 

 

優先順位の設定によ

り、合理的な道路整備を

推進する。 

【概要】 

 町振興計画に基づ

き、道路整備事業を進め

ている。  

 

 

 

 

 

 

※改良路線の選定は道

路網の整備、交通安全、

地元要望等を勘案し、優

先順位の高い路線を決

定している。 

道路整備計画に関

することについて

は、合併後に再編

する。 

 



様式２       栃木市・大平町・藤岡町・都賀町合併協議会への報告（ランクＢ）       建設部会 都市管理分科会 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

市町道認定・変

更・廃止に関する

こと 

１ 

６ 

【市道認定の手順】 

① 地元及び関係機関等からの要望

等 

② 現地確認 

③ 土地の権原の確認 

④ 市道認定基準に照らし審査 

⑤ 議会に議案上程 

⑥ 議会の議決後、告示 

 

【市道廃止の手順】 

① 関係機関等からの協議等 

② 廃止の必要性検討 

③ 議会に議案上程 

④ 議会の議決後、告示 

 

【市道の概要】 

平成19年4月1日現在 

① 路線数 1386路線 

② 実延長 約620km 

 

 

 

 

 

 

 

【町道認定の手順】 

① 町の政策、地元及び関係機関等

からの要望 

② 現地確認 

③ 土地の権原の確認 

④ 議会に議案上程 

⑤ 議会の議決後、告示 

  

 

【町道廃止の手順】 

① 関係機関等からの協議等 

② 廃止の必要性検討 

③ 議会に議案上程 

④ 議会の議決後、告示 

 

【町道の概要】 

平成19年4月１日現在 

① 路線数 553路線 

② 実延長 約305km 

【町道認定の手順】 

① 地元及び関係機関等からの要望

等 

② 現地確認 

③ 土地の権原の確認 

④ 議会に議案上程 

⑤ 議会の議決後、告示 

 

 

【町道廃止の手順】 

① 関係機関等からの協議等 

② 廃止の必要性検討 

③ 議会に議案上程 

④ 議会の議決後、告示 

 

【町道の概要】 

平成20年4月1日現在 

① 路線数 877路線 

② 実延長 約336km 

【町道認定の手順】 

① 地元及び関係機関等からの要望

等 

② 現地確認 

③ 土地の権原の確認 

④ 議会に議案上程 

⑤ 議会の議決後、告示 

 

 

【町道廃止の手順】 

① 関係機関等からの協議等 

② 廃止の必要性検討 

③ 議会に議案上程 

④ 議会の議決後、告示 

 

【町道の概要】 

平成19年4月1日現在 

① 路線数 671路線 

② 実延長 約244km 

合併時に新市の市

道を認定し再編す

る。 

 

 

 



 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

運動公園の管理

運営に関するこ

と 

２ 

４１ 

【目的】 

 栃木市総合運動公園の管理運営 

 

 

 

【内容】 

 栃木市総合運動公園は、運動施設

を含め都市公園として道路管理課で

所管している。 

 管理運営については指定管理者制

度を導入している。 

 

【概要】 

・指定管理者について 

 募集方法 公募 

 指定期間 

 平成21年4月1日 

 ～平成26年3月31日 

 選定方式 プロポーザル方式、選

定委員会及び選定会議により候補者

を決定 

 

【経費】 

指定管理料 

約808,500千円（5年間） 

（約161,700千円／年） 

【目的】 

 大平町運動公園の管理運営 

 

 

 

【内容】 

 大平町運動公園については、都市

計画課にて維持管理をしている。清

掃、草刈り、植栽の剪定等が主な作

業内容だが、シルバー人材センター

に業務を委託している。 

運営については、教育委員会が行っ

ている。 

【目的】 

渡良瀬運動公園の管理運営 

 

 

 

【内容】 

 渡良瀬運動公園の管理運営につい

ては、現在、教育委員会（生涯学習

課）で行っている。 

【目的】 

 都賀町町民運動場・都賀町総合運

動場・つがスポーツ公園の管理運営

 

 

【内容】 

 平成21年度からは、スポーツ公園

全てを教育委員会で管理運営する。

 

 

個別の施設管理運

営であるため、実情

に合わせ、合併時は

現行のとおりとし、

合併後に管理運営

の所管等について

検討する。 

 



 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

公園等維持管理

に関すること 

３ 

４３ 

【目的】 

公園等の安全管理及び機能維持の

為の管理及び維持補修を行う。 

 

【内容】 

①公園清掃等 

 公園内及び施設の清掃、ゴミ拾い

 (直営で実施）   

 

 

②樹木管理 

 公園内樹木の育成管理、除草、下

草刈り払い、伐採、剪定、施肥、病

害虫防除、薬剤散布等 

 (直営及び業者委託) 

 

③公園施設の維持管理 

 公園施設の点検、補修、注油等 

 (直営及び業者委託） 

※ 直営については技能労務職員 9

名が従事 

 

管理公園数 １０５公園 

 

【目的】 

公園等の安全管理及び機能維持の

為の管理及び維持補修を行う。 

 

【内容】 

①公園清掃等 

 公園内及び施設の清掃、除草、下

草刈り払い（地元自治会等に委託等）

 

 

②樹木管理 

 公園内樹木の育成管理、病害虫防

除・駆除のための伐採、剪定、施肥、

薬剤散布等（業者委託） 

 

 

③公園施設の維持管理 

 公園施設の点検、補修、注油等（業

者委託） 

 

 

 

管理公園数 ６４公園 

 

 

【目的】 

公園等の安全管理及び機能維持の

ため管理及び維持補修を行う。 

 

【内容】 

①公園清掃等 

 公園内及び施設の清掃、除草、下

草刈り払い（地元自治会等に委託等）

 

 

②樹木管理 

 公園内樹木の育成管理、病害虫防

除・駆除のための伐採、剪定、施肥、

薬剤散布等（業者委託） 

 

 

③公園施設の維持管理 

 公園施設の点検、補修、注油等（業

者委託） 

 

 

 

管理公園数 ２４公園 

【目的】 

公園等の安全管理及び機能維持の

ため管理及び維持補修を行う。 

 

【内容】 

①公園清掃等 

 公園内及び施設の清掃、除草、下

草刈り払い（地元自治会等委託とシ

ルバー委託） 

 

②樹木管理 

 公園内樹木の育成管理、病害虫防

除・駆除のための伐採、剪定、施肥、

薬剤散布等（業者委託） 

 

 

③公園施設の維持管理 

 公園施設の点検、補修、注油等（業

者委託） 

 

 

 

管理公園数  ６公園 

各市町の委託形態

に差異があるた

め、実情に合わせ、

合併時は現行のと

おりとし、合併後に

再編する。 



 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

緑の基本計画の

推進に関するこ

と 

４ 

５８ 

【目的】 
 栃木市緑の基本計画に基づき、緑

の保全、緑化推進を効率的、効果的

に推進していく。 
 
【内容】 
 緑の基本計画（Ｈ１６年度策定）

を効率的、効果的に推進するため、

官民協働による推進組織として緑の

基本計画推進会議を設置（Ｈ２０年

度）し、具体的な推進事項を検討す

る。 
 
【概要】 
推進会議の開催 

 年２回程度 
任期  ３年 

 委員 ２８名 
 
 
 
 
 
 

未策定 未策定 【目的】 
 都賀町緑の基本計画を効率的、効

果的に推進していく。 
 （平成１０年度策定） 

合併後に新市の緑

の基本計画を再編

する。ただし、策定

済の緑の基本計画

については、新たな

計画策定時まで存

続する。 



 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

袋小路整備に関

すること 

５ 

６８ 

【内容】 

 袋小路の整備工事の申請があった

場合、直営にて防塵処理を実施する。

 

 

【整備基準】 

 利用する戸数が２戸以上及び道路

幅員が１．８０ｍ以上の生活道路で

路面舗装は、防塵処理程度とする。

【内容】 

 袋小路の整備工事の申請があった

場合、パッチング・砂利敷を実施す

る。 

 

【整備基準】 

 利用する戸数：５戸以上 

 幅員：４．０ｍ以上 

【内容】 

今までの整備実績はないが、申請

があった場合は公共性を検討し対処

する。 

 

【整備基準】 

 なし 

【内容】 
袋小路の整備工事の要望があった

場合、現地を調査し可能なものにつ

いて、整備を実施する。 
 
【整備基準】 
利用する戸数：５戸以上 
幅員：４ｍ以上 

各市町の整備基準

に差異があるため、

栃木市の例により

合併時に再編する。 

道普請に関する

こと 

６ 

６９ 

【目的】 
 市が材料を支給し、地元にて施工

する方法により、道路整備等を市民

協働で実施する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

制度なし 制度なし 制度なし 栃木市のみ実施し

ているため、栃木市

の例により合併時

に統合する。 

 



 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

桜のオーナーに

関すること 

７ 

７４ 

【目的】 

 環境に対する市民意識の高揚を図

り、市民との協働による桜のあるま

ちづくりを推進する。 

 

 

 

【概要】 

①募集本数 30本 

②応募資格 

個人、企業、団体等(市外可) 

③費用 

 桜1本につき30千円の寄附 

④その他 

 銘板の設置 

 桜の所有権は市に帰属 

 

制度なし 【目的】 

 桜を守り育てる里親制度により、

町民参加のボランティアによる自然

環境に対する意識の高揚を図り、桜

を活かしたまちづくりを推進するこ

とを目的とする。 

 

【概要】 

①募集本数 23本 

②応募資格 個人 

③費用 

桜1本につき20千円の寄附 

④その他 

 銘板の設置 

 桜の所有権は町に帰属 

制度なし 合併時は現行のと

おりとし、合併後に

再編する。 

 



様式２         栃木市・大平町・藤岡町・都賀町合併協議会への報告（ランクＢ）        建設部会 建築分科会 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

市（町）営住宅等の

用地に関すること 

１ 

７ 

・市営住宅用地の管理 
・市営住宅土地賃貸借契約締

結 
・占用許可、占用料の収納事

務 
・県営住宅転貸に関する事務

・町営住宅・小集落改良住宅

用地の管理 
・町営住宅・小集落改良住宅

用地土地賃貸借契約締結 

・町営住宅用地の管理 該当なし 合併時は現行のとおり

とし、合併後に再編す

る。 

高齢者向け優良賃

貸住宅に関するこ

と 

２ 

１５ 

・現在栃木市内には高齢者向

け優良賃貸住宅の整備はさ

れてないが、高齢者向け優

良賃貸住宅の供給促進のた

め、市は、ＰＲ等に努める

必要がある。 

・高齢者向け優良賃貸住宅の

整備に向けて検討中 
該当なし 該当なし 栃木市において、平成 21

年度に実施要綱を整備

し、新市において全体に

適用する。また、大平町

で建設を計画している

高齢者向け優良賃貸住

宅については、新市に引

き継ぐ。 

 



様式２                     栃木地区合併協議会への報告（ランクＢ）           上下水道部会 水道分科会 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

地方公営企業会計に

関すること １ 

８ 

・地方公営企業会計法のもと水道事業

会計規程に基づき事務を遂行 

・地方公営企業会計法のもと水道事業

会計規程に基づき事務を遂行 

・地方公営企業会計法のもと水道事業

会計規程に基づき事務を遂行 

・地方公営企業会計法のもと水道事業

会計規程に基づき事務を遂行 

合併時に再編する。 

企業会計システムに

関すること 
２ 

９ 

・伝票、日計、支払、月次、予算、決

算処理 

・ＴＫＣシステム利用 

 

・伝票、日計、支払、月次、予算、決

算処理 

・ＫＣＳシステム利用 

・コンビニ収納実施 

・伝票、日計、支払、月次、予算、決

算処理 

・両毛システムズ利用 

・コンビニ収納実施 

・伝票、日計、支払、月次、予算、決

算処理 

・ＴＫＣシステム利用 

・コンビニ収納実施 

合併時にコンビニ収

納は再編し、システ

ム関係は合併後に再

編する。 

会計・企業債・工事

に関すること 

（収入・支出の審査）３ 

１０ 

・収入、支出、伝票、現金・預金、工

事契約、支払の確認、審査、企業債

台帳照合 

・収入、支出、伝票、現金・預金、工

事契約、支払の確認、審査、企業債

台帳照合 

・収入、支出、伝票、現金・預金、工

事契約、支払の確認、審査、企業債

台帳照合 

・収入、支出、伝票、現金・預金、工

事契約、支払の確認、審査、企業債

台帳照合 

合併時に事務手順等

は再編し、システム

に組み込まれている

台帳等は合併後に再

編する。 

水道料金システムに

関すること 
４ 

７４ 

・口座振替 農協、銀行25日、信金

28日、再振替日翌月20日 

・料金、貯蔵品管理、起債管理、固定

資産管理はＴＫＣシステム利用 

・口座振替 検針日の翌月25日、再

振替日翌月10日 

・料金、起債管理、固定資産管理はＫ

ＣＳシステム利用 

・口座振替 標準25日、再振替日翌

月25日 

・料金、貯蔵品管理、起債管理、固定

資産管理は両毛システムズ利用 

・口座振替 月末、再振替日翌月月末

・料金、起債管理、固定資産管理はＴ

ＫＣシステム利用 

合併時は現行のとお

りとし、合併後5年

を目途に再編する。 

予算・決算に関する

こと 

５ 

１３ 

・予算編成時期 １０月上旬 

・予算要求提出 １１月上旬 

・予算内示    １月上旬 

・予算資料印刷  １月下旬 

・決算書、資料  ４月上旬 

・印刷      ７月上旬 

・議会認定    ９月議会 

・予算編成時期 １１月上旬 

・予算要求提出 １２月上旬 

・町長査定    １月上旬 

・予算資料印刷  ２月下旬 

・決算書、資料  ４月上旬 

・印刷      ８月中旬 

・議会認定    ９月議会 

・予算編成時期 １１月上旬 

・予算要求提出 １１月上旬 

・予算内示    １月下旬 

・予算資料印刷  １月下旬 

・決算書、資料  ４月上旬 

・印刷      ７月上旬 

・議会認定    ９月議会 

・予算編成時期 １１月上旬 

・予算要求提出 １２月上旬 

・予算内示    １月下旬 

・予算資料印刷  １月下旬 

・決算書、資料  ４月上旬 

・印刷      ８月上旬 

・議会認定    ９月議会 

合併時に再編する。 

予算の実施計画及び

資金計画その他の財

政計画に関すること ６ 

４８ 

・事務事業評価に基づき、翌年度、翌々

年度の予算実施方針作成と資金、財

政計画作成 

・振興計画に基づき、翌年度翌々年度

の予算実施方針作成と資金、財政計

画作成 

・振興計画に基づき、翌年度、翌々年

度の予算実施方針作成と資金、財政

計画作成 

・振興計画に基づき、次年度の予算実

施方針作成と資金計画作成 

合併時に市長部局の

方針に合せる。 



 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

現金及び有価証券の 

出納及び保管並びに

資金の運用について 

７ 

１４ 

収納事務 

・料金等納付された現金(小切手)は収

納金引換票とともに日計口座に入

金 

・出納、納入金融機関が収納した現金

は出納取扱金融機関を経由し日計

口座に入金 

・収納金の消し込み 

・現金受払日計表と預金口座の残高照

合 

 

支払事務 

・支払伝票作成、支払日の１営業前日

までに送付、納入通知書を支払日３

日前送付、支払合計金額の小切手に

より出金 

 

預かり有価証券 

・預かり有価証券、担保金の受け入れ

預り証交付、還付預り証返付、保管

 

現金出納検査資料 

・毎月末出納検査資料作成 

収納事務 

・料金等納付された現金(小切手)は窓

口収納集計表とともに日計口座に

入金 

・出納、納入金融機関が収納した現金

は出納取扱金融機関を経由し日計

口座に入金 

・収納金の消し込み 

・出納日計表と預金口座の残高照合 

 

 

支払事務 

・支払伝票作成、口座振込分、納付書

は振込依頼書と小切手を営業前日

までに送付 

 

 

 

 

 

 

現金出納検査資料 

・毎月末出納検査資料作成 

収納事務 

・料金等納付された現金(小切手)は収

納金引換表とともに日計口座に入

金 

・出納、納入金融機関が収納した現金

は出納取扱金融機関を経由し日計

口座に入金 

・収納金の消し込み 

・現金受払日計表と預金口座の残高照

合 

 

支払事務 

・支払伝票作成、口座振込分、納付書

は振込依頼書を支払日２日前支払

合計金額の小切手を指定金融機関

に送付 

 

預かり有価証券 

・預かり有価証券、担保金の受け入れ

預り証交付、還付預り証返付、保管

 

現金出納検査資料 

・毎月末出納検査資料作成 

収納事務 

・料金等納付された現金(小切手)は収

納金引換表とともに日計口座に入

金 

・出納、納入金融機関が収納した現金

は出納取扱金融機関を経由し日計

口座に入金 

・収納金の消し込み 

・現金受払日計表と預金口座の残高照

合 

 

支払事務 

・支払伝票作成、口座振込分、納付書

は振込依頼書を支払日２日前支払

合計金額の小切手を指定金融機関

に送付 

 

預かり有価証券 

・預かり有価証券、担保金の受け入れ

預り証交付、還付預り証返付、保管

 

現金出納検査資料 

・毎月末出納検査資料作成 

合併時に再編す

る。 



 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

出納及び収納取扱金

融機関について 

８ 

１６ 

契約締結 

・出納・収納取扱金融機関の 

締結 

・口座振替水道料金収納事務 

契約締結 

・口座振替収納事務覚書締結 

担保保管 

・出納取扱金融機関 登録社 

債担保権登録済証(100万円) 

収納手数料 

・支払 年2回 9月、3月 

 ゆうちょ銀行口座振替分毎 

 月 1件10円(税抜) 

 一般納付1件 4円(税抜) 

取扱金融機関 

・出納取扱金融機関 

 ㈱足利銀行 栃木支店 

・収納取扱金融機関 

 ㈱足利銀行 本・支店 

（栃木支店除く） 

 ㈱みずほ銀行本・支店 

 ㈱群馬銀行本・支店 

 ㈱栃木銀行本・支店 

 栃木信用金庫本・支店 

 足利小山信用金庫本・支店 

 下野農業協同組合本・支店 

中央労働金庫本・支店 

ゆうちょ銀行 

契約締結 

・出納・収納取扱金融機関の 

締結 

・口座振替水道料金収納事務 

契約締結 

 

担保保管 

・出納取扱金融機関担保預金 

(100万円) 

収納手数料 

・支払 年2回 9月、3月 

 ゆうちょ銀行口座振替分毎 

 月 1件10円(税抜) 

 一般納付 1件10円(税抜) 

取扱金融機関 

・出納取扱金融機関 

 下野農業協同組合大平支店 

・収納取扱金融機関 

 ㈱足利銀行 本・支店 

 ㈱みずほ銀行 本・支店 

 ㈱群馬銀行 本・支店 

 ㈱栃木銀行 本・支店 

 栃木信用金庫 本・支店 

 下野農業協同組合本・支店 

中央労働金庫 本・支店 

ゆうちょ銀行 

(口座振替のみ) 

契約締結 

・出納・収納取扱金融機関の 

締結 

・口座振替水道料金収納事務 

契約締結 

・口座振替収納事務覚書締結 

担保保管 

・出納取扱金融機関 登録社 

債担保権登録済証(30万円) 

収納手数料 

・支払 年2回 9月、3月 

 ゆうちょ銀行口座振替分毎 

 月 1件10円(税抜) 

 一般納付1件5円(税抜) 

取扱金融機関 

・出納取扱金融機関 

 ㈱足利銀行 藤岡支店 

・収納取扱金融機関 

 ㈱足利銀行 本・支店 

 ㈱みずほ銀行本・支店 

 ㈱群馬銀行本・支店 

 ㈱栃木銀行本・支店 

 栃木信用金庫本・支店 

 佐野信用金庫本・支店 

 下野農業協同組合本・支店 

ゆうちょ銀行 

(口座振替のみ) 

契約締結 

・出納・収納取扱金融機関の 

締結 

・口座振替水道料金収納事務 

契約締結 

・口座振替収納事務覚書締結 

担保保管 

・出納取扱金融機関 登録社 

債担保権登録済証(20万円) 

収納手数料 

・支払 年2回10月、3月 

 ゆうちょ銀行口座振替 

1件10円(税込) 

 

取扱金融機関 

・出納取扱金融機関 

 ㈱足利銀行 都賀支店 

・収納取扱金融機関 

 ㈱足利銀行 本・支店 

（都賀支店除く） 

 ㈱みずほ銀行本・支店 

 ㈱群馬銀行本・支店 

 ㈱栃木銀行本・支店 

 栃木信用金庫本・支店 

 鹿沼相互信用金庫金崎支店 

 下野農業協同組合本・支店 

ゆうちょ銀行 

出納及び収納取

扱金融機関につ

いては、地方公営

企業法施行令第

２２条の４に基

づき、合併時に㈱

足利銀行を総括

出納取扱金融機

関とし、大平町の

出納取扱金融機

関下野農業協同

組合は存続し、収

納取扱金融機関

については、現行

のとおり新市に

引継ぎ、合併後に

統一する。なお、

収納手数料等に

ついては、一般会

計との収納手数

料に整合を図る

ものとする。 

 



 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

水道施設の新設・改

良・更新計画に関す

ること 
９ 

１８ 

・資金計画、経営計画に基づき施設の

新設・改良・更新計画を実施に向け検

討 

・資金計画、経営計画に基づき施設の

新設・改良・更新計画を実施に向け検

討 

・資金計画、経営計画に基づき施設の

新設・改良・更新計画を実施に向け検

討 

・資金計画、経営計画に基づき施設の

新設・改良・更新計画を実施に向け検

討（Ｈ２０水道ビジョン、認可変更申

請作成） 

合併時は現行の

とおりとし、合

併後に再編す

る。 

事業認可の内容、調

整に関すること 

10 

２０ 

第3次拡張事業 

Ｈ14年度～Ｈ22年度 

計画事業費  59.6億円 

計画人口    8万人 

計画給水面積 73.33km2  

日最大給水量 38,000㎥ 

(Ｈ21事業変更認可及び簡易水道事業

認可予定) 

第9次拡張事業 

Ｈ16年度～Ｈ24年度 

計画事業費  7.5億円 

計画人口   3.04万人 

計画給水面積 38.94km2  

日最大給水量 16,600㎥ 

（H21 榎本簡易水道事業を統合予

定） 

第4次拡張事業 

Ｈ14年度～Ｈ27年度 

計画事業費  29.61億円 

計画人口    2.1万人 

 計画給水面積 31.89km2 

日最大給水量 10,000㎥ 

 

都賀町水道事業更新事業 

Ｈ16年度～Ｈ22年度 

事業費  5.77億円 

都賀町第2浄配水場建設事業 

Ｈ17年度～Ｈ22年度 

事業費  6.24億円 

合併時は現行の

とおりとし、合

併後に再編す

る。 

企業管理者の規程及

び制定及び改廃に関

すること 

11 

２７ 

・起案は水道課で行う。 
・例規審査委員会で内容確認 
・庁議で内容審査 
・議会の議決、規則は庁議後市長の決

裁 
・例規集整理は総務課で行う。 

・起案は水道課で行う。 
・例規審査会で内容審査 
・課長会議で内容審査 
・議会の議決、規則は町長の決裁 
・例規集整理は総務課で行う。 
・例規集の追録・加除は業者委託 

・起案は上下水道課で行う。 
・法令審議会で内容確認 
・庁議で内容審査 
・議会の議決、規則は庁議後町長の決

裁 
・例規集整理は総務企画課で行う。 

・起案は水道課で行う。 
・法令審議会で内容確認 
・庁議で内容審査 
・議会の議決、規則は庁議後町長の決

裁 
・例規集整理は総務課で行う。 
・起案は各担当課で行う。 
・例規集の追録・加除は業者委託 

新市の市長部局

に合わせるもの

とする。 
 
 
 



 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

告示及び訓令に関す

ること 

12 

２８ 

制定、改廃は市民に公開 
・市庁舎前掲示板 
・公示は市長決裁後、種類、番号、交

付年月日記入し告示 
水道事業管理者が定める規定は管

理者が署名 

制定、改廃は町民に公開 
・役場前掲示板 
・西公民館前掲示板 
・東地区農村センター前掲示板 
・南公民館前掲示板 

制定、改廃は町民に公開 
・町庁舎前掲示板 
・公示は町長決裁後、種類、番号、交

付年月日記入し告示 
 

制定、改廃は町民に公開 
・役場前掲示板・赤津支所 
掲示板種類、番号、交付年月日記入

し町長が署名水道事業管理者が定

める規定は管理者が署名 

新市の市長部

局に合わせる

ものとする。 
 
 
 

検針に関すること 

13 

８６ 

目的 
・徴収業務委託業者が検針を行う。（東

部地区を偶数月、西部地区を奇数月

に検針） 
・検針結果を審査、問題がある場合各

種調査 
・調定、認定変更事務処理 
 
事務手順 
・ハンディターミナルで検針し、デー

タを読み込む 
・データで問題が出たときは、エラー

データチェックに基づいて検針員

と読み合わせ 
・問題のあるものについては委託業者

の担当が再検針完了後検針集計書

類作成 
・料金計算 

目的 
・徴収業務委託業者と検針委託者が検

針を行う。（偶数月検針地区、奇数

月検針地区） 
・検針結果を審査、問題がある場合各

種調査 
・調査結果に誤りがあるときは修正 
 
事務手順 
・ハンディターミナルで検針し、デー

タを読み込む 
・データで問題が出たときは、エラー

データチェックにより委託業者に

調査依頼 
・問題のあるものについては委託業者

の担当が再検針 
随時仮調定処理しエラーをチェッ

ク  
・料金計算 

目的 
・メーター検針委託業者が検針を行

う。（毎月検針） 
・検針結果を審査、問題がある場合各

種調査 
・調定、認定変更事務処理 
 
 
事務手順 
・ハンディターミナルで検針し、デー

タを読み込む 
・データで問題が出たときは、エラー

データチェックによりみつける 
・問題のあるものについてはメーター

検針委託業者の担当が再検針完了

後検針集計書類作成 
・料金計算 

目的 
・メーター検針委託業者が検針を行

う。（地区交互検針） 
・検針結果を審査、問題がある場合各

種調査 
・調定、認定変更事務処理 
 
 
事務手順 
・ハンディターミナルで検針し、デー

タを読み込む 
・データで問題が出たときは、エラー

データチェックによりみつける 
・問題のあるものについてはメーター

検針委託業者の担当が再検針完了

後検針集計書類作成 
・料金計算 
・地区交互検針 

検針について

は、市町に差異

があるため、合

併時は現行の

とおりとし、合

併後に再編す

る。 



 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

寄附財産(私有管)調

査・受付に関するこ

と 

14 

９４ 

給水装置工事の設計及び開発行為の

際、75 ㎜以上を配水管、50 ㎜以下を

給水管とし維持管理上必要と認めら

れる場合寄附の指導 

寄附については、配水管布設承認申請

書提出後、受付・審査を行う。 

給水装置工事の設計及び開発行為の

際、75 ㎜以上を配水管、50 ㎜以下を

給水管とし維持管理上必要と認めら

れる場合寄附の指導 

寄附については、配水管布設承認申請

書提出後、受付・審査を行う。 

開発行為の際、協議の中で維持管理上

必要と認められる場合寄附の指導 

 

 

寄附については、寄附申出書による。

20 ㎜以上で維持管理上必要と認めら

れる場合寄附の指導 

 

 

寄附については、寄附申出書による水

道施設用地は、無償で寄附するものと

する。 

指導及び寄附

の取扱いにつ

いては、共同給

水管・開発行為

等に市町間の

差異があるた

め、合併時は現

行のとおりと

し、合併後に再

編する。 

企業債、補助金の申

請に関すること 
15 

１１ 

企業債、補助金 

・企業債は70件、拡張事業のみ 

 4,342,738,209円 

・県補助金 849,000円 

(市町村総合交付金) 

企業債、補助金 

・企業債は、56件 

 2,052,537,641円 

・県補助金 648,000円 

(市町村総合交付金中水道事業補助

金) 

企業債、補助金 

・企業債は1,680,272,450円 

・国庫補助金 H12 から老朽管更新事

業 

企業債、補助金 

・企業債は1,078,369,000円 

・一般会計から補助金 

            40,000,000円 

合併時は現行

のとおりとし、

合併後に再編

する。 

水道施設の拡張工事

及び配水管整備事業

の計画、設計、施工、

監督に関すること 
16 

１０５ 

拡張事業 
・拡張工事の計画 
 配水管、施設の設計・施工・ 
監督 

・上水道整備事業 
 老朽管更新事業 
 他事業に伴う配水管復旧・ 
 移設工事（下水道、県事業、 
区画整理等） 

・設計・施工・監督業務 

拡張事業 
・拡張工事の計画 
 配水管、施設の設計・施工・ 
監督 

・上水道整備事業 
 老朽管更新事業 
 他事業に伴う配水管復旧・ 
 移設工事（下水道、県事業、 
区画整理等） 

・設計・施工・監督業務 

拡張事業 
・拡張工事の計画 
 配水管、施設の設計・施工・ 
監督 

・上水道整備事業 
 老朽管更新事業 
 他事業に伴う配水管復旧・ 
 移設工事（下水道、道路改 
良等） 

・設計・施工・監督業務 

拡張事業完了 合併時は現行

のとおりとし、

合併後に再編

する。ただし、

設計、施工、監

督及び事務処

理等の取扱い

については、合

併時に再編す

る。 



 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

配水施設工事の起工

及び精算に関するこ

と 

17 

１０６ 

工事の起工 
・設計完了後に管理者の決裁を受け、

契約検査課に入札依頼し、決定業者

と契約随意契約は、見積徴収業者を

管理者の決裁を受け、見積徴収後、

決定業者と契約 
工事の精算 
・工事竣工後関係書類を契約検査課に

提出し検査を受け、検査証明書等関

係書類を添付し、審査のうえ支払 
負担金等の請求は、管理者の決裁を

受け、調定後請求書と納付書を相手

方に送付 
工事精算書の作成 
・年度末に固定資産取得一覧を作成し

担当に引継ぐ 

工事の起工 
・設計完了後に町長の決裁を受け、業

務管理係と管財課で入札、決定業者

と契約随意契約は、見積徴収業者の

決裁を受け、見積徴収後、決定業者

と契約 
工事の精算 
・工事竣工後関係書類を添付し、施設

係、管財課で検査する。負担金等の

請求は、調定後請求書と納付書を相

手方に送付 

工事の起工 
・設計完了後に町長の決裁を受け、財

政管理課で入札、決定業者と契約随

意契約は、見積徴収業者の決裁を受

け、見積徴収後、決定業者と契約 
 
工事の精算 
・工事竣工後、財政管理課で検査する。

負担金等の請求は、調定後請求書と

納付書を相手方に送付 

工事の起工 
・設計完了後に管理者の決裁を受け、

総務課で入札、決定業者と契約随意

契約は、見積徴収業者の決裁を受

け、見積徴収後、決定業者と契約 
 
工事の精算 
・工事竣工後関係書類を添付し、業務

係で検査する。負担金等の請求は、

調定後請求書と納付書を相手方に

送付 

合併時に再編

する。 

配水管整備事業の計

画、設計、施工及び

監督に関すること 

18 

１１０ 

・計画、設計、施工、監督業務 ・計画、設計、施工、監督業務 ・計画、設計、施工、監督業務 ・計画、設計、施工、監督業務 計画について

は、合併時は現

行のとおりと

し、合併後に再

編する。ただ

し、設計、施工

及び監督業務

については、合

併時に再編す

る。 



 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

浄水施設の工事の起

工及び精算に関する

こと 

19 

１３７ 

工事の起工 

・設計完了後に管理者の決裁を受け、

契約検査課に入札依頼し、決定業者

と契約。随意契約は、見積徴収業者

を管理者の決裁を受け、見積徴収

後、決定業者と契約 

工事の精算 

・工事竣工後関係書類を契約検査課に

提出し検査を受け、検査証明書等関

係書類を添付し、審査のうえ支払負

担金等の請求は、管理者の決裁を受

け、調定後請求書と納付書を相手方

に送付 

工事精算書の作成 

・年度末に固定資産取得一覧 

を作成し担当に引継ぐ。 

工事の起工 

・設計完了後に町長の決裁を受け、業

務管理係と管財課で入札、決定業者

と契約。随意契約は、見積徴収業者

の決裁を受け、見積徴収後、決定業

者と契約 

工事の精算 

・工事竣工後関係書類を添付し、施設

係、管財課で検査、負担金等の請求

は、調定後請求書と納付書を相手方

に送付 

工事の起工 

・設計完了後に町長の決裁を受け、財

政管理課で入札、決定業者と契約。

随意契約は、見積徴収業者の決裁を

受け、見積徴収後、決定業者と契約

 

工事の精算 

・工事竣工後、財政管理課で検査負担

金等の請求は、調定後請求書と納付

書を相手方に送付 

工事の起工 

・設計完了後に管理者の決裁を受け、

総務課で入札、決定業者と契約。随

意契約は、見積徴収業者の決裁を受

け、見積徴収後、決定業者と契約 

 

工事の精算 

・工事竣工後関係書類を添付し、業務

係で検査、負担金等の請求は、調定

後請求書と納付書を相手方に送付 

合併時に再編

する。 



 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

浄水施設整備事業の

計画、設計、施工及

び監督関すること 

20 

１３８ 

・計画、設計、施工、監督業務 ・計画、設計、施工、監督業務 ・計画、設計、施工、監督業務 浄水施設等整備事業 

・平成20年度 

 第2浄配水場建設 

 第5水源整備 

計画について

は、合併時は現

行のとおりと

し、合併後に再

編する。ただ

し、設計、施工

及び監督業務

については、合

併時に再編す

る。 

企業債、補助事業の

設計・施工管理に関

すること 

21 

１６１ 

・計画・設計・施工・監督業務 
・企業債は拡張事業のみ 

・工事の計画立案 
・浄水場の建設 
・配水管、施設設計、施工、監督業務、

補助金申請 
・企業債 

・工事の計画立案 
・配水管、施設設計、施工、監督業務、

補助金申請 
・企業債 

・工事の計画立案 
・浄水場の建設 
・配水管、施設設計、施工、 
監督業務、補助金申請 

・企業債 

１市３町の計

画、補助金は現

行のとおり新

市に引き継ぎ、

設計、施工管理

は、合併時に再

編する。 

 



 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

配水施設（中継配水

池・ポンプ場等含む）

の維持管理に関する

こと 

22 

９８ 
１５５ 
１５６ 

・薗部浄水場・川原田浄水場 

・大塚浄水場・大宮浄水場 

・各系統施設 ・各施設自家用発電機

合計 31施設 

・水道庁舎  

・中央監視制御システム 

現状 

・職員による巡視及び点検 

・職員による清掃草刈、一部草刈業務

委託 

・施設設備等の異常及び故障対応は、

その都度メンテナンス業者依頼 

・各施設の残塩測定通用門施錠、フェ

ンス等外構の点検 

 

運転維持管理 

・各施設の運転及び塩素・次亜塩素酸

ナトリウム消毒の管理 

・H21 運転維持管理及び遠隔監視等の

委託 

 

保守及び薬品管理 

・保安管理業務委託による毎月点検 

・中央監視制御システムの保守、管理

を業者委託 

・液体塩素・次亜塩素酸ナトリウムの

購入管理・薬品室施錠管理 

・川連水源地 ・蔵井水源地 

・上高島水源地・榎本水源地 

・各系統施設 

合計 20施設 

平成21年4月1日簡易水道(榎本)を

上水道に統合 

現状 

・職員による巡視及び点検 

・職員による清掃草刈 

・各施設の通用門施錠、フェンス等外

構の点検 

 

 

 

 

運転維持管理 

・各施設の運転及び次亜塩素酸ナトリ

ウム消毒の管理 

・H21委託 

 

 

保守及び薬品管理 

・次亜塩素酸ナトリウムの購入管理 

・薬品室施錠管理 

・第1浄水場・第2浄水場 

・第3浄水場 

・各浄水場系統施設 

合計 25施設 

・中央監視システム 

 

現状 

・職員による巡視及び点検 

・業者委託による清掃草刈 

・各施設の残塩測定通用門施錠、フェ

ンス等外構の点検 

 

 

 

 

運転維持管理 

・各施設の運転及び塩素・次亜塩素酸

ナトリウム消毒及びポリ塩化アル

ミニウムの管理 

 

 

保守及び薬品管理 

・職員の巡視点検 

・液体塩素・次亜塩素酸ナトリウムの

購入管理 

・薬品室施錠管理 

・ポリ塩化アルミニウムの購入管理 

・都賀町浄水場 

・浄水場系統施設 

 

合計 13施設 

平成20年度に3施設増設 

・中央監視制御システム 

現状 

・職員による巡視及び点検 

・業者委託による清掃草刈 

・業者委託による遠隔監視 

・各施設の残塩測定通用門施錠、フェ

ンス等外構の点検 

 

 

 

運転維持管理 

・各施設の運転操作及び塩素消毒の管

理 

 

 

 

保守及び薬品管理 

・保守管理を業者委託 

・次亜塩素酸ナトリウムの 

購入管理 

・薬品室施錠管理 

 

合併時は現行

のとおりとし、

合併後に再編

する。 



 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

自家用発電機の維

持・管理に関するこ

と 

23 

９９ 

・薗部浄水場 

・川原田浄水場 

・大塚浄水場 

・大宮浄水場 

・各系統施設 

合計 14施設 

・保安管理業務委託による毎月点検、

職員による保守点検 

・川連水源地 

・蔵井水源地 

・上高島水源地 

・榎本水源地（21年統合） 

 合計4施設 

 

・保安管理業務委託による毎月点検、

職員による保守点検 

・第1浄水場 

・第2浄水場 

・第3浄水場 

合計3施設 

 

 

・保安管理業務委託による毎月点検、

職員による保守点検 

・中区増圧場 

 

 

 

 

 

・保安管理業務委託による毎月点検、

職員による保守点検 

合併時は現行

のとおりとし、

合併後に再編

する。 
 

監視制御システムに

関すること 
24 

１２６ 

・中央監視制御システム 

・中央監視制御システムの保守管理を

業者委託 

・中央監視システム 

・職員の巡視点検 

・中央監視システム 

・職員の巡視点検 

・中央監視制御システム 

・中央監視制御システムの保守管理を

業者委託 

合併時は現行

のとおりとし、

合併後に再編

する。 
 

浄水施設の維持管理

に関すること 

25 

１２７ 

・薗部浄水場・川原田浄水場 

・大塚浄水場・大宮浄水場 

水源井戸19箇所 

施設の維持管理 

・川連水源地 ・蔵井水源地 

・上高島水源地・榎本水源地 

水源井戸 9箇所 

平成21年4月1日簡易水道(榎本)を

上水道に統合、施設の維持管理 

・第1浄水場 

・第2浄水場 

・第3浄水場 

水源井戸 9箇所 

施設の維持管理 

・都賀町浄水場 

水源井戸 4箇所 

維持管理委託 

合併時は現行

のとおりとし、

合併後に再編

する。 
 
 

送配水量の管理に関

すること 

26 

１２８ 

各浄水場、各増圧ポンプ場の配水量と

取水量のデータ管理 

配水量と取水量のデータ管理 3 施設浄水場の配水量と取水量のデー

タ管理 

浄水場、増圧場の配水量と取水量のデ

ータ管理 

合併時は現行

のとおりとし、

合併後に再編

する。 
 



 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

薬品類の管理に関す

ること 
27 

１２９ 

・液体塩素、次亜塩素酸ナトリウムの

購入管理 

・薬品室施錠管理 

 

・次亜塩素酸ナトリウムの 

購入管理 

・薬品室施錠管理 

・液体塩素、次亜塩素酸ナトリウムの

購入管理 

・薬品室施錠管理 

・ポリ塩化アルミニウムの購入管理 

・次亜塩素酸ナトリウムの 

購入管理 

・薬品室施錠管理 

 

 

合併時は現行

のとおりとし、

合併後に再編

する。 
 

浄水施設の運転操作

及び点検に関する 
こと 

28 

１３２ 

施設 

・薗部浄水場・川原田浄水場 

・大塚浄水場 ・大宮浄水場 

・各系統施設 

・各施設自家用発電機 

合計 31施設 

運転及び塩素、次亜塩素管理 

施設 

・川連水源地 ・蔵井水源地 

・上高島水源地・榎本水源地 

系統施設 

・各合計 20施設 

運転及び次亜塩素管理 

・第1浄水場 ・第2浄水場 

・第3浄水場 

・各浄水場系統施設 

合計 25施設 

運転及び塩素、次亜塩素、ポリ塩化ア

ルミニウム管理 

・都賀町浄水場 

 

合計 13施設 

平成20年度に3施設増設 

運転及び塩素管理 

合併時は現行

のとおりとし、

合併後に再編

する。 
 
 
 
 

配水池の管理に関す

ること 
29 

１３３ 

・各施設の残塩測定通用門施錠、フェ

ンス等外構の点検 

 

・各施設の残塩測定通用門施錠、フェ

ンス等外構の点検 

 

・各施設の残塩測定通用門施錠、フェ

ンス等外構の点検 

 

・各施設の残塩測定通用門施錠、フェ

ンス等外構の点検 

 

合併時は現行

のとおりとし、

合併後に再編

する。 
 

水処理及び塩素滅菌

の操作に関すること 

30 

１３４ 

・薗部浄水場、川原田浄水場、大塚浄

水場、大宮浄水場の施設の塩素及び次

亜塩素消毒 

・液体塩素、次亜塩素酸ナトリウムの

購入管理 

・薬品室施錠管理 

 

・川連水源地、蔵井水源地、上高島水

源地、榎本水源地の 

施設の次亜塩素消毒 

・次亜塩素酸ナトリウムの購入管理 

・薬品室施錠管理 

・第１浄水場、第２浄水場、第３浄水

場の施設の塩素及び次亜塩素消毒 

・液体塩素、次亜塩素酸ナトリウムの

購入管理 

・薬品室施錠管理 

・ポリ塩化アルミニウムの購入管理 

・浄水場施設の塩素消毒 

・次亜塩素酸ナトリウムの購入管理 

・薬品室施錠管理 

合併時は現行

のとおりとし、

合併後に再編

する。 
 
 
 
 
 

 



 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

貯蔵品管理に関する

こと 

31 

 

２２ 

・貯蔵品購入課長決裁後物品購入伺に

基づき貯蔵品購入 

・入庫 

物品納品次第、担当の検収後、入庫

伝票を発行し入庫 

・出庫 

 出庫伝票発行をもって出庫 

・その他 

 貯蔵品出納簿 

 貯蔵品管理システムの入、出庫伝票

に基づき貯蔵品出納簿に記録 

ア受入れ 

取得価格をもって資産価値を表す。

イ払出し 

出庫価格は、先入先出法により算出

・貯蔵品出納簿 

 毎月末日 現在貯蔵品出納簿の作

成 

・実地棚卸 

 毎事業年度２回 4・10月 

監査事務局員実地棚卸を行う 

・保管 

 水道庁舎敷地内資材倉庫 

・TKCシステム 

 

 

・貯蔵品購入課長決裁後物品購入伺に

基づき貯蔵品購入 

・入庫 

物品納品次第、担当の検収後、入庫

伝票を発行し入庫 

・出庫 

 出庫伝票発行をもって出庫 

・その他 

貯蔵品出納簿 

 貯蔵品管理台帳において入、出庫伝

票に基づき貯蔵品出納簿に記録 

ア受入れ 

取得価格をもって資産価値を表す。

イ払出し 

出庫価格は、先入先出法により算出

・貯蔵品出納簿 

 毎月末日 現在貯蔵品出納簿の作

成 

・実地棚卸 

 毎事業年度２回 4・10月 

 水道課職員による実地棚卸を行う 

・保管 

 役場雑品倉庫、蔵井水源地倉庫 

 

・貯蔵品購入課長決裁後物品購入支出

伝票に基づき貯蔵品購入 

・入庫 

物品納品次第、担当の検収後、入庫

伝票を発行し入庫 

・出庫 

 出庫伝票発行をもって出庫 

・その他 

貯蔵品出納簿 

 貯蔵品管理システムの入、出庫伝票

に基づき貯蔵品出納簿に記録 

ア受入れ 

取得価格をもって資産価値を表す。

イ払出し 

出庫価格は、先入先出法により算出

・貯蔵品出納簿 

 毎月末日 現在貯蔵品出納簿の作

成 

・実地棚卸 

 毎事業年度２回 4・10月 

監査事務局員実地棚卸を行う 

・保管  課内に保管 

 

・貯蔵品購入課長決裁後物品購入支出

伝票に基づき貯蔵品購入 

・入庫 

物品納品次第、担当の検収後、入庫

伝票を発行し入庫 

・出庫 

出庫伝票発行をもって出庫 

・その他 

貯蔵品出納簿 

出庫伝票に基づき貯蔵品出納を記

録 

ア受入れ 

取得価格をもって資産価値を表す。 

イ払出し 

出庫価格は、先入先出法により算出 

・貯蔵品出納簿 

毎月末日 現在貯蔵品出納 

簿の作成 

・実地棚卸 

毎事業年度２回 4・10月 

監査事務局員実地棚卸を行う 

・保管 課内に保管 

 

市町間の固定

資産、貯蔵品、

起債等は、すべ

て新市に引き

継ぎ、管理・保

管等について

は、合併後に再

編する。 



 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

貯蔵品管理（量水器）

に関すること 

32 

１４４ 

出納・保管 

・量水器購入 

課長決裁後物品購入伺に基づき貯

蔵品購入 

・入庫 

 物品納品次第、担当の検収後、入庫

伝票を発行し入庫 

・出庫 

 出庫伝票発行をもって出庫 

・その他 

 貯蔵品出納簿 

 貯蔵品管理システムの入、出庫伝票

に基づき貯蔵品出納簿に記録 

ア受入れ 

 取得価格をもって資産価値を表

す。 

イ払出し 

 出庫価格は、先入先出法により算

出 

・貯蔵品出納簿 

 毎月末日 現在貯蔵品出納簿の作

成 

・実地棚卸 

 毎事業年度２回 4・10月 

 監査事務局員実地棚卸を行う。 

・保管 

 水道庁舎敷地内資材倉庫 

・TKCシステム 

出納・保管 

・量水器購入 

課長決裁後物品購入伺に基づき貯

蔵品購入 

・入庫 

 物品納品次第、担当の検収後、入庫

伝票を発行し入庫 

・出庫 

 出庫伝票発行をもって出庫 

・その他 

貯蔵品出納簿 

 貯蔵品管理台帳において入、出庫伝

票に基づき貯蔵品出納簿に記録 

ア受入れ 

 取得価格をもって資産価値を表

す。 

イ払出し 

 出庫価格は、先入先出法により算

出 

・貯蔵品出納簿 

 毎月末日 現在貯蔵品出納簿の作

成 

・実地棚卸 

 毎事業年度２回 4・10月 

 水道課職員による実地棚卸を行う。

・保管 

 役場雑品倉庫 

出納・保管 

・量水器購入 

課長決裁後物品購入の支出伝票に

基づき貯蔵品購入 

・入庫 

 物品納品次第、担当の検収後、入庫

伝票を発行し入庫 

・出庫 

 給水装置新設等の申込みの際、出庫

・その他 

・棚卸 

 口径在庫調査 

4月上旬 

 

・保管 

 課内に保管 

 

 

 

出納・保管 

・量水器購入 

課長決裁後物品購入の支出伝票に

基づき貯蔵品購入 

・入庫 

 物品納品次第、担当の検収後、入庫

伝票を発行し入庫 

・出庫 

 給水装置新設等の申込みの際、出庫 

・棚卸 

 口径在庫調査 

3月下旬 

市町間の固定

資産、貯蔵品、

起債等は、すべ

て新市に引き

継ぎ、管理・保

管等について

は、合併後に再

編する。 



 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

固定資産管理に関す

ること 

33 

 

１６２ 

固定資産管理システムにより資産の

取得、除却、減価償却の状況を管理 

固定資産管理システムにより資産の

取得、除却、減価償却の状況を管理 

固定資産管理システムにより資産の

取得、除却、減価償却の状況を管理 

固定資産管理システムにより資産の

取得、除却、減価償却の状況を管理 

１市３町の固

定資産すべて

新市に引き継

ぎ、管理につい

ては、合併後に

再編する。 

貯蔵品管理システム

に関すること 

34 

１６５ 

伝票処理、月次処理、年次処理システ

ムで処理 

ＴＫＣシステム 

ＫＣＳシステム 伝票処理、月次処理、年次処理システ

ムで処理 

両毛システムズ 

なし 合併時は現行

のとおりとし、

合併後に再編

する。 

起債管理システムに

関すること 

35 

１６６ 

起債情報、償還情報入力、企業債台帳

作成、各種償還一覧表作成 

ＴＫＣシステム 

起債情報、償還情報入力、企業債台帳

作成、各種償還一覧表作成 

ＫＣＳシステム 

起債情報、償還情報入力、企業債台帳

作成、各種償還一覧表作成 

両毛システムズ 

起債情報、償還情報入力、企業債台帳

作成各種償還一覧表作成 

ＴＫＣシステム 

合併時は現行

のとおりとし、

合併後に再編

する。 

固定資産管理システ

ムに関すること 

36 

１６７ 

固定資産管理システムにより資産の

取得、除却、減価償却、の状況を管理、

資産・償却情報入力 

除却情報、固定資産台帳の出力 

各種集計票の出力 

ＴＫＣシステム 

固定資産管理システムにより資産の

取得、除却、減価償却、の状況を管理、

資産・償却情報入力 

除却情報、固定資産台帳の出力 

各種集計票の出力 

ＫＣＳシステム 

固定資産管理システムにより資産の

取得、除却、減価償却、の状況を管理、

資産・償却情報入力 

除却情報、固定資産台帳の出力 

各種集計票の出力 

両毛システムズ 

固定資産管理システムにより資産の

取得、除却、減価償却、の状況を管理、

資産・償却情報入力 

除却情報、固定資産台帳の出力 

各種集計票の出力 

ＴＫＣシステム 

合併時は現行

のとおりとし、

合併後に再編

する。 



 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

経理及び業務状況に

関すること 

37 

４９ 

経理状況 

・市長に経理状況報告 

 翌月中旬 試算表、資金予算表 

 

 

 

業務状況 

・業務状況報告 

上・下半期（10月下旬・4月下旬）

・内容 

 上半期 事業概要 

     経理概況 

 前年度決算状況 

 当該年度予算執行状況 

 

 

 

 

 下半期 事業概要 

     経理概況 

 翌年度予算編成と概要 

 当該年度予算執行状況 

 

 

経理状況 

・町長に経理状況報告 

 翌月下旬 月例監査資料同様 

 

 

 

業務状況 

・業務状況報告 

上・下半期（11月15日・5月15日）

・内容 

上半期 事業概要 

     経理概況 

 前年度決算状況 

上半期総益計算書 

上半期余剰金計算書 

予算執行実績表 

当該年度予算執行状況 

 

下半期 事業概要 

経理概況 

下半期損益計算書 

下半期余剰金計算書 

貸借対照表 

予算執行実績表 

経理状況 

・町長に経理状況報告 

 翌月中旬 試算表、資金予算表 

 

 

 

業務状況 

・業務状況報告 

上・下半期（10月15日・5月15日）

・内容 

上半期 事業概要 

     経理概況 

 前年度決算状況 

 当該年度予算執行状況 

 

 

 

 

 下半期 事業概要 

     経理概況 

翌年度予算編成方針と概要 

当該年度予算執行状況 

経理状況 

・町長に経理状況報告 

 翌月下旬 資金予算表、合計資産高

試算表 

 月例定例監査 

 

業務状況 

・業務状況報告 

上・下半期（11月下旬・5月下旬） 

・内容 

事業概要 

 経理概況 

 前2号に掲げるもの、経理状況を明

らかにするため管理者が必要とす

るもの 

経理及び業務

状況について

は、公営企業法

に基づき調整

し、合併時に再

編する。 

 



 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

工事負担金等の調定

及び納入通知書発行

に関すること 

38 

５７ 

概要 
 下水道・県事業等他事業からの依頼

により、給・配水管の布設替、移転等

の工事負担金を請求 
 
事務手続 
 納入通知の発行と同時に調定簿に

金額を記入し決裁 

概要 
 下水道・県事業等他事業からの依頼

により、給・配水管の布設替、移転等

の工事負担金を請求 
 
事務手続 
 納入通知の発行と同時に調定簿に

金額を記入し決裁 

概要 
 下水道・県事業等他事業からの依頼

により、給・配水管の布設替、移転等

の工事負担金を請求 
 
事務手続 
 納入通知の発行と同時に調定簿に

金額を記入し決裁 

概要 
下水道・県事業等他事業からの依頼

により、給・配水管の布設替、移転等

の工事負担金を請求 
 
事務手続 
納入通知の発行と同時に調定簿に

金額を記入し決裁 

工事負担金等

については、市

町間に差異が

あるため、合併

時は現行のと

おりとし、合併

後に再編する。 

工事負担金等の未収

金の管理に関するこ

と 39 

５８ 

工事負担金等に未納があった場合督

促等を行う。 
工事負担金等に未納があった場合督

促等を行う。 
工事負担金等に未納があった場合督

促等を行う。 
工事負担金等に未納があった場合督

促等を行う。 
現行のとおり

とする。 

工事の伴う補償に関

すること 
40 

１０７ 

外部要因等により水道移設等を行う

場合原因者に負担金等を請求 
外部要因等により水道移設等を行う

場合原因者に負担金等を請求 
外部要因等により水道移設等を行う

場合原因者に負担金等を請求 
外部要因等により水道移設等を行う

場合原因者に負担金等を請求 
現行のとおり

とする。ただ

し、補償等の算

出は合併後に

再編する。 

工事負担金等（給水

工事）の未収金の管

理に関すること 41 

１４９ 

未収金を把握し催促する。 未収金を把握し催促する。 未収金を把握し催促する。 未収金を把握し催促する。 現行のとおり

とする。 

未収金の徴収・滞納

整理（給水工事負担

金等）に関すること 42 

１５４ 

電話等で催促する。 電話等で催促する。 電話等で催促する。 電話等で催促する。 現行のとおり

とする。 



 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

用途種別の決定に関

すること 

43 

８９ 

目的 
使用者使用実態に即した料金賦課 
 

概要 
・用途別料金体系 
 メーター使用料 口径別 
 家事用、営業用、官公署 
学校用、工業用、臨時用 

 
事務 
新設、開栓時に使用開始届等によ

り、装置使用者の申請に基づき、用

途別決定。必要な場合は、協議する。

 
 
 
 
 
 
 

目的 
使用者使用実態に即した料金賦課 

 
概要 
口径別 従量制料金 

 口径13㎜～150㎜ 
 用途種別なし 
 
 
事務 
新設のメーター口径による。 

目的 
使用者使用実態に即した料金賦課 
 

概要 
・用途別料金体系 
 メーター使用料 口径別 
 家事用、官公署学校用、 
工業用、臨時用 
 

事務 
新設、開栓時に使用開始届等によ

り、装置使用者の申請に基づき、用

途別決定。必要な場合は、協議する。

目的 
使用者使用実態に即した料金賦課 
 

概要 
・用途別料金体系 
 メーター使用料 口径別 
 家事用、営業用、団体用、 
臨時用 
 

事務 
新設、開栓時に使用開始届等によ

り、装置使用者の申請に基づき、用

途別決定。必要な場合は、協議する。 

合併時は現行

のとおりとし、

合併後に再編

する。 



 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

不納欠損処分に関す

ること 

44 

９３ 

概要 

 未納の水道料金、下水道使用料の時

効に伴う不納欠損処分 

事務手順 

 必要に応じ欠損処分 

・起算日 督促状納期限後の月末から

5年間後 

・料金システムに対象年度月の時効処

理日付入力 

・下水道使用料は、不納欠損リストを

送付 

預り金時効処分 

所在不明等還付できない預り金を

時効処分 

 

事務手続 

・過年度修正損として予定額を予算計

上  

・不納欠損リスト作成し、内容金額を

確認後、決裁 

・起算日 請求できる日の月末から5

年間、料金システムに対象年度月の

時効処理日付入力後処理 

・不納欠損リスト保存 

 

概要 

 未納の水道料金、下水道使用料の時

効に伴う不納欠損処分 

 

事務手順 

・起算日 検針月から5年後 

 

・料金システムに対象年度月の時効処

理日付入力 

 

 

 

 

 

 

事務手続 

・検針から5年を経過した未納金のう

ち、行方不明で徴収不可能な使用者

の抽出 

・不納欠損リスト作成し、内容金額を

確認後、決裁 

不納欠損した料金は簿外資産で管

理 

概要 

 未納の水道料金、下水道使用料の時

効に伴う不納欠損処分 

 

事務手順 

必要に応じ欠損処分 

・起算日 初回督促状納期限後の月末

から5年間後 

・料金システムに対象年度月の時効処

理日付入力 

・下水道使用料は、不納欠損リストを

送付 

 

 

 

事務手続 

過年度修正損として予定額を予算

計上 

・不納欠損リスト作成し、内容金額を

確認後、決裁 

・起算日 請求できる日の月末から5

年間、料金システムに対象年度月の

時効処理日付入力後処理 

・不納欠損リスト保存（簿外管理） 

概要 

未納の水道料金、下水道使用料の時

効に伴う不納欠損処分 

 

事務手順 

 年度末 欠損処分 

・起算日 督促状納期限後の月末から

5年間後 

・料金システムに対象年度月の時効処

理日付入力 

 

預り金時効処分 

所在不明等還付できない預り金を

時効処分 

 

事務手続 

 年度末 欠損処分 

・起算日 請求できる日の月末から5

年間、料金システムに対象年度月の

時効処理 

不納欠損処分

については、現

行のとおり引

継ぎ、合併時に

再編する。 



 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

受託工事の設計、監

督に関すること 

45 

１００ 

・県、下水道事業、区画整理等、他事

業の依頼による受託工事の設計・監

督 

・打合せ、協議し、現地立会 

・工事竣工後、負担金算定、請求 

・給水管申し込みによる設計・監督 

・県、下水道事業、区画整理等、他事

業の依頼による受託工事の設計・監

督 

・打合せ、協議し、現地立会 

・工事竣工後、負担金算定、請求 

 

・県、建設課事業、区画整理等、他事

業の依頼による受託工事の設計・監

督 

・打合せ、協議し、現地立会 

・工事竣工後、負担金算定、請求 

・指定工事事業者が工事完了後、給水

装置竣工届提出及び検査 

・県、下水道事業、区画整理等、他事

業の依頼による受託工事の設計・監

督 

・打合せ、協議し、現地立会 

・工事竣工後、負担金算定、請求 

合併時に再編

する。 

外部要因の折衝及び

立会に関すること 

46 

１１１ 

・打合せ、協議し、現地立会 ・打合せ、協議し、現地立会 ・打合せ、協議し、現地立会 ・打合せ、協議し、現地立会 合併時は現行

のとおりとし、

合併後に再編

する。 

公共下水道事業に伴

う配水管整備の設

計、監督に関するこ

と 47 

１２０ 

・設計、監督、工事竣工後、負担金算

定、請求 

 

・設計、監督、工事竣工後、負担金算

定、請求 

 

・設計、監督、工事竣工後、負担金算

定、請求 

 

・設計、監督、工事竣工後、負担金算

定、請求 

 

設計、監督等は

合併時に再編

し、負担金算出

等は合併後に

再編する。 

区画整理事業に伴う

配水管整備の設計、

監督に関すること 
48 

１２１ 

・設計、監督、工事竣工後、負担金算

定、請求 

 

・設計、監督、工事竣工後、負担金算

定、請求 

 

・設計、監督、工事竣工後、負担金算

定、請求 

 

・設計、監督、工事竣工後、負担金算

定、請求 

 

設計、監督等は

合併時に再編

し、負担金算出

等は合併後に

再編する。 



 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

水道施設の調査研究

に関すること 

49 

１２２ 

調査研究 

・マッピング機能を利用し、老朽管数

量、更新計画策定に活用 

・管網解析により配水管付設計画策定

・ブロック毎の水圧分布作成 

 

調査研究 

 

 

 

・管網解析により配水管付設計画策定

日立アクアマップ 

調査研究 

・管末残塩測定の実施 

・ブロック毎の水圧分布作成 

・施設の更新計画に活用 

 

 

 

 

調査研究 

・マッピング機能を利用し、老朽管数

量、更新計画策定に活用 

・管網解析により配水管付設計画策定 

・施設の更新計画に活用 

用地補償コンサルタンツ 

合併時は現行

のとおりとし、

合併後に再編

する。 

水道施設情報管理シ

ステムに係る管路情

報の収集及び図面整

理、保管に関するこ

と 
50 

１２３ 

・竣工図書の整理保存 
・管網図の記入 
 

・竣工図書の整理保存 
・マッピングデータ作成 

・竣工図書の整理保存 
・管網図の記入修正 
 

・竣工図書の整理保存 
・管網図の記入修正 
 

合併時は現行

のとおりとし、

合併後に再編

する。 

管路施設図の更新に

関すること 
51 

１２４ 

・配水管網図の整備 ・給配水管図の整理更新 
・管路管理システムに入力 
 

・配水管網図の整備 
 

・配水管網図の整備 
 

合併時は現行

のとおりとし、

合併後に再編

する。 

 
 
 
  



様式２         栃木市・大平町・藤岡町・都賀町合併協議会への報告（ランクＢ）        上下水道部会 下水道分科会 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

公共下水道事業

基本計画に関す

ること 

１ 

３２ 

【事業の目的】 

雨水の排除（浸水の防除）、居住環境の改

善、便所の水洗化公共用水域の水質保全を

目的に、基本計画を作成する。 

【事務概要】 

①公共下水道の基本計画構想・調査・予

測・調整・計画 

②関連計画・法令との調整 

③基本計画・施設計画資料作成 

【事業内容】 

１.巴波川流域下水道 

①下水道の種類 

   →流域関連公共下水道 

②計画目標年次 

    →平成２７年度 

③下水道排除方式  →分流 

④処理区  →巴波川処理区 

⑤下水道基本計画の作成 

→平成１２年３月 

2.渡良瀬流域下水道 

該当なし 

 

【事業の目的】 

雨水の排除（浸水の防除）、居住環境の改

善、便所の水洗化公共用水域の水質保全を

目的に、基本計画を作成する。 

【事務概要】 

①公共下水道の基本計画構想・調査・予

測・調整・計画 

②関連計画・法令との調整 

③基本計画・施設計画資料作成 

【事業内容】 

１.巴波川流域下水道 

①下水道の種類 

   →流域関連公共下水道 

②計画目標年次 

    →平成２７年度 

③下水道排除方式  →分流 

④処理区  →巴波川処理区 

⑤下水道基本計画の作成 

→平成１４年１月 

2.渡良瀬流域下水道 

①下水道の種類 

   →流域関連公共下水道 

②計画目標年次 

    →平成２７年度 

③下水道排除方式  →分流 

④処理区  →大岩藤処理区 

⑤下水道基本計画の作成 

→昭和６３年３月 

【事業の目的】 

雨水の排除（浸水の防除）、居住環境の改

善、便所の水洗化公共用水域の水質保全を

目的に、基本計画を作成する。 

【事務概要】 

①公共下水道の基本計画構想・調査・予

測・調整・計画 

②関連計画・法令との調整 

③基本計画・施設計画資料作成 

【事業内容】 

１.巴波川流域下水道 

該当なし 

 

 

 

 

 

 

 

2.渡良瀬流域下水道 

①下水道の種類 

  →流域関連公共下水道区 

②計画目標年次 

    →平成２７年度 

③下水道排除方式  →分流 

④処理区  →大岩藤処理区 

⑤下水道基本計画の作成 

→昭和６３年３月 

【事業の目的】 

雨水の排除（浸水の防除）、居住環境の改

善、便所の水洗化公共用水域の水質保全を

目的に、基本計画を作成する。 

【事務概要】 

①公共下水道の基本計画構想・調査・予

測・調整・計画 

②関連計画・法令との調整 

③基本計画・施設計画資料作成 

【事業内容】 

１.巴波川流域下水道 

①下水道の種類 

   →流域関連公共下水道 

②計画目標年次 

    →平成２７年度 

③下水道排除方式  →分流 

④処理区  →巴波川処理区 

⑤下水道基本計画の作成 

→平成１６年３月 

2.渡良瀬流域下水道 

該当なし 

 

市町の基本計

画については、

現行のとおり

新市に引き継

ぎ、合併後に再

編する。 



事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

公共下水道事業

認可(汚水)に関

すること 

２ 

３４ 

【事業の目的】 

公共下水道基本計画内の汚水幹線の

整備を推進するため、国庫補助の事

業採択に向け関係機関との協議調整

をする。 

【事務概要】 

公共下水道の調査・計画・設計等、

事業計画認可資料の作成及び認可申

請 

【事業内容】 

１.巴波川流域下水道 

①最終認可取得年平成18年 

②次期認可取得年平成24年 

2.渡良瀬流域下水道 

該当なし 

 

【事業の目的】 

公共下水道基本計画内の汚水幹線の

整備を推進するため、国庫補助の事

業採択に向け関係機関との協議調整

をする。 

【事務概要】 

公共下水道の調査・計画・設計等、

事業計画認可資料の作成認可申請 

【事業内容】 

１.巴波川流域下水道 

①最終認可取得年平成18年 

②次期認可取得年平成24年 

2.渡良瀬流域下水道 

①最終認可取得年平成20年 

②次期認可取得年平成27年 

【事業の目的】 

公共下水道基本計画内の汚水幹線の

整備を推進するため、国庫補助の事

業採択に向け関係機関との協議調整

をする。 

【事務概要】 

公共下水道の調査・計画・設計等、

事業計画認可資料の作成認可申請 

【事業内容】 

１.巴波川流域下水道 

該当なし 

 

2.渡良瀬流域下水道 

①最終認可取得年平成21年 

②次期認可取得年平成27年 

【事業の目的】 

公共下水道基本計画内の汚水幹線の

整備を推進するため、国庫補助の事

業採択に向け関係機関との協議調整

をする。 

【事務概要】 

公共下水道の調査・計画・設計等、

事業計画認可資料の作成認可申請 

【事業内容】 

１.巴波川流域下水道 

①最終認可取得年平成18年 

②次期認可取得年平成24年 

2.渡良瀬流域下水道 

該当なし 

 

市町の認可につ

いては、現行のと

おり新市に引き

継ぎ、合併後に再

編する。 
 
処理区(巴波川処

理区・大岩藤処理

区)は、別々に再

編する。 

公共下水道事業

認可(雨水)に関

すること 

３ 

３７ 

【事業の目的】 

公共下水道基本計画内の雨水幹線の

整備を推進する。 

【現状】 

・現認可面積２００ｈａ 

・整備面積９ｈａ 

【事業の目的】 

公共下水道基本計画内の雨水幹線の

整備を推進する。 

【現状】 

・現認可面積１５５ｈａ 

・整備面積１５５ｈａ 

【事業の目的】 

公共下水道基本計画内の雨水幹線の

整備を推進する。 

【現状】 

・現認可面積３２ｈａ 

・未整備 

【事業の目的】 

公共下水道基本計画内の雨水幹線の

整備を推進する。 

【現状】 

・現認可面積０ｈａ 

・未整備 

現行のとおり新

市に引き継ぎ、合

併後に再編する。 



事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

公共下水道事業

実施計画に関す

ること 

４ 

３５ 

【事業の目的】 

栃木市公共下水道基本計画（全体計

画）及び栃木市公共下水道事業計画

（認可）に基づき公共下水道の普及

促進計画を図る。 

 

【事業の概要】 

下水道法・下水道整備緊急措置法に

より定めた事業の実施・目標・事業

量に対し、下水道施設（管渠・ポン

プ等）の設置・増設・改築を行う。

 

【栃木市公共下水道の概要】 

全体計画区域  2,031ｈａ 

現事業認可区域 1,366ｈａ（平成

23年度まで） 

 

 

 

【事業の目的】 

大平町公共下水道基本計画（全体計

画）及び大平町公共下水道事業計画

（認可）に基づき公共下水道の普及

促進計画を図る。 

 

【事業の概要】 

下水道法・下水道整備緊急措置法に

より定めた事業の実施・目標・事業

量に対し、下水道施設（管渠・ポン

プ等）の設置・増設・改築を行う。

 

【大平町公共下水道の概要】 

全体計画区域 

 渡良瀬川下流 703ｈａ 

巴波川     44ｈａ 

現事業認可区域 

渡良瀬川下流 439ｈａ 

（平成26年度まで） 

巴波川         2.5ｈａ 

（平成23年度） 

 

【事業の目的】 

藤岡町公共下水道基本計画（全体計

画）及び藤岡町公共下水道事業計画

（認可）に基づき公共下水道の普及

促進計画を図る。 

 

【事業の概要】 

下水道法・下水道整備緊急措置法に

より定めた事業の実施・目標・事業

量に対し、下水道施設（管渠・ポン

プ等）の設置・増設・改築を行う。

【藤岡町公共下水道の概要】 

全体計画区域 489ｈａ 

現事業認可区域 339.2ｈａ（平成

20年度まで） 

 

 

【事業の目的】 

 都賀町公共下水道基本計画（全体

計画）及び都賀町公共下水道事業計

画（認可）に基づき公共下水道の普

及促進計画を図る。 

 

【事業の概要】 

 下水道法・下水道整備緊急措置法

により定めた事業の実施・目標・事

業量に対し、下水道施設（管渠・ポ

ンプ等）の設置・増設・改築を行う。

 

【都賀町公共下水道の概要】 

全体計画区域 454.7ｈａ 

現事業認可区域 316ｈａ（平成 23

年度まで） 

 

 

市町の実施計画に

ついては、現行のと

おり新市に引き継

ぎ、合併後に再編す

る。 

 

処理区(巴波川処理

区・大岩藤処理区)

は、別々に再編す

る。 



事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

下水道整備基本

構想(県生活排水

処理構想)に関す

ること 

５ 

７２ 

【目的】 
生活排水処理施設を、県と連携を図

りながら経済性・効率性を鑑み、ま

た施設の事業間の連携を図り、地域

の特性に応じた最も経済的な整備

手法を選定し、汚水処理施設を普及

する。 
【概要】 
社会情勢の変化や、少子化・人口減

少などの社会構造の変化に伴い、下

水道整備基本構想が５年経過して

いるため、構想の見直しを行う。 
【計画策定年度】 
 平成２１・２２年度 
【構想の経緯】 
①平成７年度 栃木県全県域下水

道化構想の策定 
②平成１１年度 栃木市下水道整

備基本構想の策定。 
③平成１５年度 栃木県生活排水

処理構想の策定(栃木県全県域下

水道化構想の見直し) 

【目的】 
生活排水処理施設を、県と連携を図

りながら経済性・効率性を鑑み、ま

た施設の事業間の連携を図り、地域

の特性に応じた最も経済的な整備

手法を選定し、汚水処理施設を普及

する。 
【概要】 
 社会情勢の変化や、少子化・人口

減少などの社会構造の変化に伴い、

下水道整備基本構想が５年経過し

ているため、構想の見直しを行う。

【計画策定年度】 
 平成２１年度 
【構想の経緯】 
①平成７年度  栃木県全域下水

道化構想の策定 
②平成１３年度 大平町生活排水

処理構想の策定 
③平成１５年度 大平町下水道課

構想の見直し  
④平成１５年度 栃木県生活排水

処理構想の策定(栃木県全県域下

水道化構想の見直し) 

【目的】 
生活排水処理施設を、県と連携を図

りながら経済性・効率性を鑑み、ま

た施設の事業間の連携を図り、地域

の特性に応じた最も経済的な整備

手法を選定し、汚水処理施設を普及

する。 
【概要】 
社会情勢の変化や、少子化・人口減

少などの社会構造の変化に伴い、下

水道整備基本構想が５年経過して

いるため、構想の見直しを行う。 
【計画策定年度】 
 平成２１・２２年度 
【構想の経緯】 
①平成７年度  栃木県全県域下

水道化構想の策定 
②平成１１年度 藤岡町下水道整

備基本構想の策定 
③平成１５年度 栃木県生活排水

処理構想の策定(栃木県全県域下

水道化構想の見直し) 

【目的】 
生活排水処理施設を、県と連携を図

りながら経済性・効率性を鑑み、ま

た施設の事業間の連携を図り、地域

の特性に応じた最も経済的な整備

手法を選定し、汚水処理施設を普及

する。 
【概要】 
社会情勢の変化や、少子化・人口減

少などの社会構造の変化に伴い、下

水道整備基本構想が５年経過して

いるため、構想の見直しを行う。 
【計画策定年度】 
 平成２１・２２年度 
【構想の経緯】 
①平成７年度 栃木県全県域下水

道化構想の策定 
②平成１１年度 都賀町下水道整

備基本構想の策定 
③平成１５年度 栃木県生活排水

処理構想の策定(栃木県全県域下

水道化構想の見直し) 
④平成１５年度 農業集落排水事

業の取込みに伴う都賀町下水道

整備基本構想の策定。 

市町の下水道整備

基本構想について

は、現行のとおり新

市に引き継ぎ、合併

後に再編する。 

 



 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

農業集落排水事

業計画に関する

こと 

６ 

９３ 

該当なし 該当なし 【目的】 

農業用水の水質保全と生活環境の

整備を行い、農業生産の増大・農業

施設の機能維持及び農村の生活環

境の改善を図る。 

【現況】 

・巴波川南部地区は、供用開始済。

供用開始 平成１９年４月 

・巴波川西部地区は、整備中 

供用開始予定 平成２３年４月 

該当なし 現行のとおり新市

に引き継ぐ。 

 

 



様式２        栃木市・大平町・藤岡町・都賀町合併協議会への報告（ランクＢ）        教育部会 学校教育分科会 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

教育委員会に関する

こと 

１ 

１ 

教育委員会の事務を行う。 

 

教育委員  ５名 

報酬（年額） 

委員長 704,400 円 

委員  531,600 円 

 

教育委員会の事務を行う。 

 

教育委員  ５名 

報酬（年額） 

委員長 342,000 円 

職務代理 

294,400 円 

委員  256,000 円 

教育委員会の事務を行う。 

 

教育委員  ６名 

報酬（年額） 

委員長 300,000 円 

委員  238,000 円 

教育委員会の事務を行う。 

 

教育委員  ６名 

報酬（年額） 

委員長 312,000 円 

委員  264,000 円 

協定項目１１特別職

の身分の取扱いの協

議結果に基づき、合併

時に再編する。 

 

教育委員会所管の予

算及び決算の統括に

関すること ２ 

５ 

教育委員会所管の予算及び決

算に関する事務を行う。 

教育委員会所管の予算及び決

算に関する事務を行う。 

教育委員会所管の予算及び決

算に関する事務を行う。 

教育委員会所管の予算及び決

算に関する事務を行う。 
合併時に再編する。 

学校予算配分・調整

に関すること 
３ 

６ 

小中学校の予算を配分・調整

し、学校に対して予算説明会

を行う。 

小中学校の予算を配分・調整

し、学校に対して予算説明会

を行う。 

小中学校の予算を配分・調整

し、学校に対して予算説明会

を行う。 

小中学校の予算を配分・調整

し、学校に対して予算説明会

を行う。 

合併時に再編する。 

事務局及び教育機関の職

員(県費負担職員を除く)

の任免、給与、服務及び身

分に関すること ４ 

７ 

技能員、図書館事務を全小中

学校に配置している。 

用務員、図書館事務を全小中

学校に配置している。 

用務員、図書館事務を全小中

学校に配置している。また、

バス運転手を部屋小に配置 

用務員、図書館事務を全小中

学校に配置している。また、

バス運転手を赤津小に配置 

合併時に再編する。 

教育委員会の所管に

属する職員の人事に

関すること 
５ 

８ 

教育委員会の所管に属する職

員の人事に関することを教務

課で担当する。 

教育委員会の所管に属する職

員の人事に関することを学校

教育課で担当する。 

教育委員会の所管に属する職

員の人事に関することを学校

教育課で担当する。 

教育委員会の所管に属する職

員の人事に関することを教育

委員会事務局で担当する。 

合併時に再編する。 



 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

教育基本計画に関す

ること ６ 

２２ 

教育委員会の基本計画等の調

整に関して各課との連絡調整

を図る。 

教育委員会の基本計画等の調

整に関して各課との連絡調整

を図る。 

教育委員会の基本計画等の調

整に関して各課との連絡調整

を図る。 

教育委員会の基本計画等の調

整に関して各課との連絡調整

を図る。 

合併後に再編する。 

情報公開に関するこ

と 
７ 

２６ 

住民から情報公開請求があっ

た場合に、請求に基づき対応

する。 

住民から情報公開請求があっ

た場合に、請求に基づき対応

する。 

住民から情報公開請求があっ

た場合に、請求に基づき対応

する。 

住民から情報公開請求があっ

た場合に、請求に基づき対応

する。 

合併時に統合する。 

学校建設及び学校施

設の耐震化に関する

こと 
８ 

２７ 

快適な教育環境を確保するた

め、学校施設整備を行う。ま

た、児童生徒の安全確保、地

域住民の避難場所として耐震

化を図る。 

快適な教育環境を確保するた

め、学校施設整備を行う。ま

た、児童生徒の安全確保、地

域住民の避難場所として耐震

化を図る。 

快適な教育環境を確保するた

め、学校施設整備を行う。ま

た、児童生徒の安全確保、地

域住民の避難場所として耐震

化を図る。 

快適な教育環境を確保するた

め、学校施設整備を行う。ま

た、児童生徒の安全確保、地

域住民の避難場所として耐震

化を図る。 

１市３町で計画又は

実施している事業に

ついては、現行のとお

り新市に引き継ぐ。 

学校教育用コンピュ

ータ整備事業に関す

ること 
９ 

４２ 

小中学校に学習用コンピュー

タ、校内 LAN 等を整備する。

小中学校に学習用コンピュー

タ、校内 LAN 等を整備する。

小中学校に学習用コンピュー

タ、校内 LAN 等を整備する。

小中学校に学習用コンピュー

タ、校内 LAN 等を整備する。
合併後に再編する。 

学校教育負担金に関

すること 

10 

４４ 

教育振興、教員の資質向上を

図るため、小中学校負担金を

交付し、教育内容の充実を図

る。 

教育振興、教員の資質向上を

図るため、小中学校負担金を

交付し、教育内容の充実を図

る。 

教育振興、教員の資質向上を

図るため、小中学校負担金を

交付し、教育内容の充実を図

る。 

教育振興、教員の資質向上を

図るため、小中学校負担金を

交付し、教育内容の充実を図

る。 

合併後に再編する。 

 



 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

寺尾地区小中学校の

統合に関すること 
11 

５８ 

寺尾中央小と寺尾南小につい

て、寺尾中との一体校舎型に

統合する事務を行う。 

該当なし 該当なし 該当なし 現行のとおりとする。 

栃木第一小学校・第

二小学校の統合に関

すること 12 

５９ 

栃木第一小学校と第二小学校

を統合する事務を行う。 

該当なし 該当なし 該当なし 現行のとおりとする。 

学力調査に関するこ

と 13 

６９ 

小６、中１.２年生を対象に学

力テスト実施する。 

 

小４.５.６、中１.２年生を対

象に学力テスト実施する。 

 

小中学校全学年を対象に学力

テストを実施する。 

該当なし 合併時に再編する。 

適応指導教室に関す

ること 14 

８９ 

不登校児童生徒を対象とした

学校復帰への支援を行うほ

か、保護者を含めた教育相談

を実施し、支援・指導を行う。

不登校児童生徒を対象とした

学校復帰への支援を行うほ

か、保護者を含めた教育相談

を実施し、支援・指導を行う。

不登校児童生徒を対象とした

学校復帰への支援を行うほ

か、保護者を含めた教育相談

を実施し、支援・指導を行う。

該当なし 合併後に再編する。 

ただし、勤務に関して

は合併時に再編する。 

社会科副読本に関す

ること 
15 

９３ 

小学３、４年生を対象に、自

ら住んでいる地域を学習とす

るため、教材として社会科の

副読本を編集し、配布する。

（２年に一度） 

小学３、４年生を対象に、自

ら住んでいる地域を学習とす

るため、教材として社会科の

副読本を編集し、配布する。

（４年に一度作成） 

小学３、４年生を対象に、自

ら住んでいる地域を学習とす

るため、教材として社会科の

副読本を編集し、配布する。

（指導要領の改訂に合わせて

作成） 

小学３、４年生を対象に、自

ら住んでいる地域を学習とす

るため、教材として社会科の

副読本を編集し、配布する。

（４年に一度作成） 

平成２２から２３年

度に調査研究・印刷

し、平成２４年度を目

途に使用するため、合

併後に再編する。 

教育研究所事務に関

すること 16 

９５ 

栃木市総合計画の基本理念に

基づき、教職員の研修、教育

課程の研究等に取組み、教育

のシンクタンクとして教育研

究所を設置している。 

大平町教育計画に基づき、教

職員の研修、教育課程の研究

等に取組むため、教育研究所

を設置している。 

該当なし 該当なし 合併時に再編する。 

 



 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

外国人子女、帰国子

女受入に関すること 

17 

１５１ 

日本語指導が必要な児童生徒が

在籍する小中学校に日本語指導

講師を派遣し、週 2日、1日当た

り 2時間の語学指導を行う。 

日本語の習得状況に応じて、最

長 1年間指導を行う。 

外国人児童生徒等（海外帰国児

童生徒を含む）のうち、学校生

活において日本語指導が必要な

者に対し語学指導を行う。 

日本語指導が必要な児童生徒が

在籍する小中学校に学校経営支

援員を派遣し、週３日、1日当た

り６時間の語学指導を行う。 

期間は、日本語の習得状況に

応じて指導を行う。 

受け入れ先学校との連携を深

め、スムースな受入を進める。

現在、都賀町の小中学校には、

外国人子女不在 

合併後に再編す

る。 

臨海自然教室に関す

ること 

18 

１５４ 

児童の心身ともに調和のとれた

健全な育成のため、とちぎ海浜

自然の家での自然体験活動を通

じて学校教育活動を推進する。

個人負担金あり 

(バス代 1,000 円/人)

児童の心身ともに調和のとれた

健全な育成のため、とちぎ海浜

自然の家での自然体験活動を通

じて学校教育活動を推進する。

バス代個人負担金なし 

児童の心身ともに調和のとれた

健全な育成のため、とちぎ海浜

自然の家での自然体験活動を通

じて学校教育活動を推進する。

バス代個人負担金なし 

児童の心身ともに調和のとれた

健全な育成のため、とちぎ海浜

自然の家での自然体験活動を通

じて学校教育活動を推進する。

バス代個人負担金なし 

合併時に再編す

る。 

要保護･準要保護児

童生徒の就学援助に

関すること 19 

１６８ 

経済的理由により就学困難な児

童生徒について、学用品費、医

療費、学校給食等必要な援助を

行う。 

経済的理由により就学困難な児

童生徒について、学用品費、医

療費、学校給食等必要な援助を

行う。 

経済的理由により就学困難な児

童生徒について、学用品費、医

療費、学校給食等必要な援助を

行う。 

経済的理由により就学困難な児

童生徒について、学用品費、医

療費、学校給食等必要な援助を

行う。 

合併時に再編す

る。 

教師用教科書指導書

の取扱に関すること 

20 

１７３ 

教師用教科書指導書を使用する

ことで教育の質を確保し、児童

生徒が学習内容を深く理解する

ようにする。 

【経費】 

前回改訂時購入額 

小学校 29,000 千円

 中学校  9,000 千円

教師用教科書指導書を使用する

ことで教育の質を確保し、児童

生徒が学習内容を深く理解する

ようにする。 

【経費】 

前回改訂時購入額 

小学校 6,500 千円

 中学校 4,200 千円

教師用教科書指導書を使用する

ことで教育の質を確保し、児童

生徒が学習内容を深く理解する

ようにする。 

【経費】 

前回改訂時購入額 

小学校  3,400 千円

 中学校  1,800 千円

教師用教科書指導書を使用する

ことで教育の質を確保し、児童

生徒が学習内容を深く理解する

ようにする。 

【経費】 

前回改訂時購入額 

小学校 4,603 千円

  中学校 2,154 千円

合併時に再編す

る。 

 



 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

学校心臓検診委員会

に関する事務 

21 

１８０ 

小 1、小 4、中１年生を対象に学

校心臓検診を実施する。 

 

小 1、小 4、中１年生を対象に学

校心臓検診を実施する。 

 

小 1、中１年生を対象に学校心臓

検診を実施する。 

 

小 1、中１年生を対象に学校心臓

検診を実施する。 

 

栃木市・大平

町の例により

合併時に統合

する。 

学校腎臓検診委員会

に関する事務 

22 

１８１ 

児童生徒全員の学校腎臓検診の

３次検診を実施し結果を委員会

で判定し事後指導する。 

該当なし 該当なし 該当なし 栃木市の例に

より合併時に

統合する。 

学校医、学校歯科医、

学校薬剤師に関する

こと 

23 

１８４ 

学校医 

基本額(年間) 196,800 円 

人数割(1 人)  

内科、耳鼻科   450 円 

眼科       390 円 

学校歯科医 

基本額(年間) 196,800 円 

人数割(1 人)   450 円 

学校薬剤師 

基本額(年間) 78,500 円 

学校医 

基本額(年間) 196,800 円 

人数割(1 人)  

内科、耳鼻科   450 円 

眼科       390 円 

学校歯科医 

基本額(年間) 196,800 円 

人数割(1 人)   450 円 

学校薬剤師 

基本額(年間) 78,500 円 

学校医 

基本額(年間) 196,800 円 

人数割(1 人)   450 円 

 

 

学校歯科医 

基本額(年間) 196,800 円 

人数割(1 人)   450 円 

学校薬剤師 

基本額(年間) 65,000 円 

学校医 

基本額(年間) 196,800 円 

人数割(1 人)  

内科・眼科    840 円 

 

学校歯科医 

基本額(年間) 196,800 円 

人数割(1 人)   450 円 

学校薬剤師 

基本額(年間) 159,500 円 

栃木市・大平

町の例により

合併時に統合

する。 

児童生徒健康診断業

務に関すること 24 

１８９ 

児童生徒定期健康診断 

①尿・寄生虫・心電図 

②心臓検診 

③結核検診 

児童生徒定期健康診断 

①尿・寄生虫・心電図 

②心臓検診 

③結核検診 

児童生徒定期健康診断 

①尿・寄生虫・心電図 

②貧血検査 

③心臓検診 

④結核検診 

児童生徒定期健康診断 

①尿・寄生虫・心電図 

②貧血検査 

③心臓検診 

④結核検診 

藤岡町・都賀

町の例により

合併時に統合

する。 

学校給食共同調理場

及び運営協議会に関

すること 25 

１９２ 

栃木市立学校給食共同調理場運

営協議会（委員 22 名以内で組織）

大平町学校給食センター運営委

員会（委員１0名以内で組織） 

藤岡町学校給食センター運営委

員会（委員 16 名以内で組織） 

都賀町学校給食センター運営委

員会（委員 12 名以内で組織） 
合併時に再編

する。 



 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

学校給食調理場の建

設計画に関すること 

26 

１９５ 

来年度以降、栃一小・栃二小の統

合に伴う調理場の再編について

検討する予定である。 

学校給食センター施設整備検討

協議会を設置し、建設までの様々

な課題等を協議している。 

該当なし 該当なし 現行のとおり

とする。 

学校給食調理・配送

業務民間委託に関す

ること 
27 

２０６ 

10 調理場のうち 5 調理場の調理

配送業務を民間業者に委託して

いる。 

共同調理場の調理配送業務を民

間業者に委託している。 

民間委託を含めて給食調理業務

の見直し検討の予定はない。 

共同調理場の調理配送業務を民

間業者に委託している。 
合併時は現行

の と お り と

し、合併後に

再編する。 

 

 



様式２                  栃木地区合併協議会への報告（ランクＢ）        教育部会 スポーツ分科会 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

体育指導委員会に関

すること 

１ 

２ 

市のスポーツの振興のため、市

民に対しスポーツの実技指導、

その他スポーツに関する指導・

助言を行う。 

【委員数】 

20 人 

【任期】 

2 年（平成 20 年 4月 1日から

平成 22 年 3月 31 日） 

【報酬】 

年額 31,500 円 

町のスポーツの振興のため、町

民に対しスポーツの実技指導、

その他スポーツに関する指導・

助言を行う。 

【委員数】 

14 人 

【任期】 

2 年（平成 20 年 4月 1日から

平成 22 年 3月 31 日） 

【報酬】 

日額 5,500 円 

町のスポーツの振興のため、町

民に対しスポーツの実技指導、

その他スポーツに関する指導・

助言を行う。 

【委員数】 

12 人 

【任期】 

2 年（平成 20 年 4月 1日から

平成 22 年 3月 31 日） 

【報酬】 

年額 36,000 円 

町のスポーツの振興のため、町

民に対しスポーツの実技指導、

その他スポーツに関する指導・

助言を行う。 

【委員数】 

 12 人 

【任期】 

2 年（平成 20 年 4月 1日から

平成 22 年 3月 31 日） 

【報酬】 

日額 5,000 円 

従来の地域の活

動が低下しない

よう、合併時に

再編する。なお、

協定項目１１特

別職の身分の取

扱いの協議結果

による。 

 

社会体育施設の整備

及び管理運営につい

て 

２ 

４ 

市民の健康増進とスポーツ及び

レクリエーションの普及振興を

図るため、社会体育施設の整備

及び管理運営を行う。 

①大塚運動広場  

②大宮運動広場 

③剣道場  

④弓道場 

※栃木市総合運動公園(体育館

含む)は道路管理課所管 

町民の健康増進とスポーツ及び

レクリエーションの普及振興を

図るため、社会体育施設の整備

及び管理運営を行う。 

①大平町体育館   

②大平町南体育館 

③大平町武道館  

④大平町運動公園 

町民の健康増進とスポーツ及び

レクリエーションの普及振興を

図るため、社会体育施設の整備

及び管理運営を行う。 

①藤岡町総合体育館 

②藤岡町弓道場 

③藤岡町渡良瀬運動公園 

④三鴨スポーツ広場 

町民の健康増進とスポーツ及び

レクリエーションの普及振興を

図るため、社会体育施設の整備

及び管理運営を行う。 

①都賀町民運動場 

②都賀町体育ｾﾝﾀｰ 

③総合運動場 

④南部ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ運動場・体育

館 

⑤木ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ運動場・体育館

⑥大柿ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ体育館 

⑦つがｽﾎﾟｰﾂ公園 

各地域における

社会体育施設が

果たしてきた役

割を踏まえ存続

するとともに、

管理運営につい

ては、合併後に

再編する。 



 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

総合型地域スポーツ

クラブ育成事業に関

すること 
３ 

５ 

地域において、子どもから高齢

者を含めた誰もが様々なスポー

ツを楽しむことができるスポー

ツクラブを育成する。 

・クラブマネージャ 

ー研修会への参加 

地域において、子どもから高齢

者まで「誰でも、簡単に、楽し

く」参加できる他種目・他世代

型スポーツクラブ「大平スポー

ツネット」への支援を行う。 

・補助金 700 千円 

地域において、子どもから高齢

者を含めた誰もが様々なスポー

ツを楽しむことができるスポー

ツクラブを育成する。 

・設立に向け検討中 

地域において、子どもから高齢

者まで「誰でも、簡単に、楽し

く」参加できる他種目・他世代

型スポーツクラブ「あいあいク

ラブ都賀」への支援を行う。 

・補助金 300 千円 

未育成地区の掘

り起こし及び既

存団体への継続

支援を行う。 

生涯スポーツ推進業

務に関すること 

４ 

６ 

小・中学生の健全育成を図る「青

少年スポーツ推進事業」と中高

年が健康で活力に満ちた有意義

な老後を過ごすための一助とな

るよう「中高年スポーツ推進事

業を行う。 

町民の体力・健康づくりとスポ

ーツ底辺の拡大を目指し行う事

業で、体育協会専門部と連携を

図りスポーツ教室を開催する。

町民のだれもが参加でき、参加

者の親睦と健康増進を図るため

各種大会・スポーツ教室等を開

催する。 

町民のだれもが参加でき、参加

者の親睦と健康増進を図るため

各種大会・スポーツ教室等を開

催する。 

従来の地域活動

が低下すること

がないよう、合

併後に事業の再

編を行う。 

体育祭に関すること 

５ 

２０ 

市民の健康保持増進と参加者相

互の親睦を図る。 

【名称】 

各支部体育祭 

（6支部） 

【主催】 

体育協会 

教育委員会 

町民の健康保持増進と参加者相

互の親睦を図る。 

【名称】 

町民体育祭 

 

【主催】 

体育協会 

地区民の健康保持増進と参加者

相互の親睦を図る。 

【名称】 

地区民体育祭 

（小学校区の運動会と共催）

【主催】 

体育協会各支部 

町民の健康保持増進と参加者相

互の親睦を図る。 

【名称】 

町民体育祭 

 

【主催】 

実行委員会 

 町 

従来どおり分散

開催し、合併後

に再編する。 

県民スポーツ大会に

関すること 

６ 

２３ 

栃木県民スポーツ・レクリエー

ションフェスティバル 

【予算】 

一般会計 260 千円

体育協会 496 千円

合  計 756 千円

栃木県民スポーツ・レクリエー

ションフェスティバル 

【予算】 

一般会計 120 千円

体育協会 845 千円

合  計 965 千円

栃木県民スポーツ・レクリエー

ションフェスティバル 

【予算】 

一般会計 214 千円

体育協会 530 千円

合  計 744 千円

栃木県民スポーツ・レクリエー

ションフェスティバル 

【予算】 

一般会計 ― 千円

体育協会 775 千円

合  計 775 千円

合併後に統合す

る。 



 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

スポーツふれあいセ

ンターの管理運営に

関すること 
７ 

２６ 

該当なし 該当なし スポーツふれあいセンターの管

理運営を行う。 

・利用時間 

 9:00～17:30 

・休館 月曜、休日の翌日 

・運動公園管理 

該当なし 現行のとおりと

する。 

渡良瀬運動公園の維

持管理に関すること 
８ 

２９ 

該当なし 該当なし 渡良瀬運動公園の維持管理を行

う。 

・除草業務 

・遊具保守点検 

・公益施設清掃管理 

該当なし 現行のとおりと

する。 

スポーツ推進員に関

すること 

９ 

３２ 

該当なし 地域住民（各自治会）のスポー

ツ振興を図る。 

【定数】 

46 人 

（各自治会 1 人） 

【任期】 

2 年（平成 20 年 4 月 1 日から

平成 22 年 3月 31 日） 

【報酬】 

日額 5,500 円 

該当なし 該当なし 合併後に再編す

る。なお、協定

項目１１特別職

の身分の取扱い

の調整結果によ

る。 

 

 

運動ひろば等に関す

ること 

10 

３３ 

地域におけるコミュニティづく

りとスポーツの振興を図る。 

【名称】 

尻内河川敷運動場 

柳原河川敷運動場 

大光寺河川敷運動場 

皆川東宮運動場 

ニュースポーツ広場 

地域におけるコミュニティづく

りとスポーツの振興を図る。 

【名称】 

 地域のひろば（7か所） 

該当なし 地域におけるコミュニティづく

りとスポーツの振興を図る。 

【名称】 

 赤津スポーツひろば 

 赤津地区運動場用地 

現行のとおりと

する。 

 



 

事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

社会体育施設の使用

許可に関すること 
11 

３５ 

総合運動公園については、道路

管理課が所管し（株）メディカ

ルフィットネスとちの木が管理

している。 

社会体育施設の使用の許可・使

用許可の取り消し等・利用の時

間・休館日・使用料・使用料減

免について定めている。 
 

社会体育施設の使用の許可・使

用許可の取り消し等・利用の時

間・休館日・使用料・使用料減

免について定めている。 

社会体育施設の使用の許可・使

用許可の取り消し等・利用の時

間・休館日・使用料・使用料減

免について定めている。 

合併後に再編す

る。 

市民スポーツ大会に

関すること 

12 

３７ 

市民の健康保持増進と参加者相

互の親睦を図る。 

【主催】 

体育協会 

教育委員会 

【競技種目】 

12 種目 

【競技方法】 

12 支部対抗 

該当なし 該当なし 該当なし 合併後に再編す

る。 

 



様式２      栃木市・大平町・藤岡町・都賀町地区合併協議会への報告（ランクＢ）     教育部会 生涯学習分科会 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

社会を明るく

する運動に関

すること 

１ 

１８ 

犯罪防止と罪を犯した人たち

の更正について理解を深め犯罪

や非行のない社会を築くための

全国的な運動 

・組織構成は２６団体 

・実施委員会、栃木市集会の開催

・広報紙掲載 

・報道機関への情報提供 

・街頭宣伝、街頭啓発 

犯罪防止と罪を犯した人たち

の更正について理解を深め犯罪

や非行のない社会を築くための

全国的な運動 

・組織構成は１３団体 
・実施委員会、大平町集会の開催

・広報紙へ掲載 
・子どもの安全を守る連絡会議の

開催 
・街頭宣伝、街頭啓発 

犯罪防止と罪を犯した人たち

の更正について理解を深め犯罪

や非行のない社会を築くための

全国的な運動 

・組織構成は４０団体 
・横断幕・幟旗の設置 
・街頭宣伝 
・街頭啓発（呼びかけ） 

犯罪防止と罪を犯した人たち

の更正について理解を深め犯罪

や非行のない社会を築くための

全国的な運動 

・組織構成は２０団体 

・実施委員会、都賀町集会の開催 

・街頭啓発活動 

・更生保護女性会等による町内３

箇所の啓発 

栃木市の例に

より合併時に

統合する。 

勤労者体育セ

ンターの管理

運営に関する

こと 

２ 

２８ 

 勤労者等の健康保持増進とス

ポーツの振興を図る。 

・指定管理者制度導入施設平成

18年度から22年度までの５年

間） 

・使用許可申請書関係 

・使用料等の収納管理 

・運営委員会の開催 

・施設の維持管理 

該当なし 該当なし 該当なし 合併時は現行

の と お り と

し、合併後に

統合する。 



事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

技能センター

に関すること 

３ 

２９ 

 勤労青年の福祉増進を図るた

め、職業訓練施設としての栃木共

同高等産業技術学校へ施設を貸

与するもの 

・行政財産使用許可事務 

・栃木共同高等産業技術学 

校への運営費補助金交付 

・補助金 740,000 円 

該当なし 該当なし 該当なし 栃木市の例に

より合併時に

統合する。 

社会教育に係

る企画・調整に

関すること 
４ 

７２ 

「栃木市の教育」の中で社会教育

についての基本方針や重点目標

等を明記 

「大平町社会教育行政基本方針

と施策」の中で、社会教育につい

ての基本方針や重点目標等を明

記 

「藤岡町の教育の基本」の中で、

社会教育についての基本方針や

重点目標等を明記 

「都賀町の教育」の中で、社会教

育についての基本方針や重点目

標等を明記 

合併後に再編

する。 

社会教育指導

員に関するこ

と 

５ 

７５ 

社会教育の特定の分野について

の、直接指導、学習相談又は社会

教育関係団体の育成等 

 配置５名 

 

 

 

 

社会教育の特定の分野について

の、直接指導、学習相談又は社会

教育関係団体の育成等 

 配置３名 

社会教育の特定の分野について

の、直接指導、学習相談又は社会

教育関係団体の育成等 

 配置３名 

社会教育の特定の分野について

の、直接指導、学習相談又は社会

教育関係団体の育成等 

 配置０名 

合併時に再編

する。 



事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

社会人権教育

に関すること ６ 

７６ 

家庭教育学級や女性学級、高齢者

教室で、人権講座を開催 

人権講演会、指導者養成講座、リ

ーダー研修等を開催 

人権教育指導者や住民を対象と

して人権研修を開催 

ふれあい大学、女性セミナーの講

座で、人権教育講座を開催 

所管部署を統

一し、合併後

に再編する。 

家庭教育に関

すること ７ 

１０１ 

家庭教育学級の開催 

家庭教育オピニオンリーダーの

活用 

家庭教育学級の開催 

家庭教育オピニオンリーダーの

活用 

親学習プログラムの実施家庭教

育オピニオンリーダーの活用 

家庭教育学級の開催 

家庭教育オピニオンリーダーの

活用 

合併後に再編

する。 

生涯学習推進

本部に関する

こと 
８ 

１１９ 

市の生涯学習を総合的に整備、充

実する方策等を研究協議し、生涯

学習を計画的に推進する。 

町の生涯学習の総合的かつ効果

的な推進を図る 

町の生涯学習の総合的かつ効果

的な推進を図る。 

町の生涯学習の総合的かつ効果

的な推進を図る 

合併後に再編

する。 

図書館の施設

管理運営業務

に関すること 

９ 

２５３ 

【運営管理形態】 

指定管理者による運営管理（平成

21 年度～25 年度） 

【開館時間】 

①月曜日から木曜日 

9 時～19 時 

②土曜日、日曜日、祝日 

9 時～17 時 

【運営管理形態】 

指定管理者による運営管理（平成

19 年度～21 年度） 【開館時間】

①4/1～9/30  

火曜日から金曜日 

9 時 30 分～19 時 

土曜日、日曜日、祝日 

9 時 30 分～17 時 30 分 

②10/1～3/31 

火曜日から金曜日 

9 時 30 分～18 時 

土曜日、日曜日、祝日 

9 時 30 分～17 時 

【運営管理形態】 

町直営 

 

【開館時間】 

①火曜日から日曜日 

9 時～18 時 

【運営管理形態】 

町直営 

 

【開館時間】 

①火曜日から日曜日 

9 時～17 時 

 

合併時は現行

の と お り と

し、平成２６

年度に再編す

る 



 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

図書館電算シ

ステム機器の

維持管理、保守

業務に関する

こと 
10 

２５９ 

所蔵資料データ及び貸出・返却デ

ータの管理を行う。 

【リース期間】 

平成 21 年 8月まで（再リース）

【システム名】 

日立 LOOKS RⅢ 

【マーク】NPL 

所蔵資料データ及び貸出・返却デ

ータの管理を行う。 

【リース期間】 

平成 22 年 3月まで（再リース）

【システム名】 

日立 LOOKS 21P 0450 

【マーク】TRC 

所蔵資料データ及び貸出・返却デ

ータの管理を行う。 

【リース期間】 

平成 25 年 9月まで（再リース）

【システム名】 

富士通 ILIS(アイリス) 

【マーク】TRC 

所蔵資料データ及び貸出・返却デ

ータの管理を行う。 

【リース期間】 

平成 22 年 5月まで（再リース） 

【システム名】 

富士通 ILIS(アイリス) 

【マーク】TRC 

合併後に再編

する。 

移動図書館運

営管理業務に

関すること 
11 

２７３ 

移動図書館車の維持・管理・保守

・現行車両 1 台 

・現在のステーション 

 24 か所・6 コース 

・正職員 1名、 

臨時職員 1名 

月・火・水に 1日 4箇所巡回 

該当なし 該当なし 該当なし 合併後に再編

する。 

図書館振興基

金に関するこ

と 
12 

３３１ 

【目的】 

 図書館振興経費の財源に充て

るため。 

【基金総額】 

 ２４，８５０千円  

該当なし 該当なし 該当なし 合併時に再編

する。 



 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

コピーサービ

ス料金に関す

ること 
13 

３３２ 

○料金 

・白黒コピー 20 円/枚 

・カラーコピー 

 B4 サイズまで 50 円/枚 

 A3 サイズまで 80 円/枚 

○料金 

・１枚２０円（用紙の大きさは問

わない） 

・白黒のコピー料金 

・カラーコピーへの対応なし（料

金の規定なし） 

○料金 

・１枚２０円（用紙の大きさは問

わない） 

・白黒のコピー料金 

・カラーコピーへの対応なし（料

金の規定なし） 

○料金 

・１枚２０円（用紙の大きさは問

わない） 

・白黒のコピー料金 

・カラーコピーへの対応なし（料

金の規定なし） 

栃木市の例に

より合併時に

統合する。 

地区公民館運

営管理業務に

関すること 

14 

３１８ 

地区住民の教養向上、健康の増

進、情操の純化を図り、生活文化

の振興、社会福祉の増進に寄与す

るために設置 

館長 非常勤職員 

任期 ２年  

報酬 95,800 円 

土、日の休館日は鍵を貸し出し利

用できる。 

貸し出し事務、開館時間、使用区

分等については、中央公民館運営

管理業務と同じとなっている。 

 

該当なし 該当なし 該当なし 合併後に再編

する。 



事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

働く婦人の家

事業に関する

こと 15 

１０ 

市内在住・在勤の女性を対象に、

女性の社会進出促進やその意識

の向上、福祉の増進に資する事業

を行なう。 

該当なし 該当なし 該当なし 合併時は現行

の と お り と

し、合併後に

再編する。 

男女共同参画

推進指導員に

関すること 

16 

１２ 

男女共同参画の推進に向け、啓発

指導を行なう指導員を置く。 

・1名 

・とちぎし共生大学の企画・運営

・男女共同参画に関する出前講座

講師 

・男女共同参画活動に対する指

導・助言等 

・週 24 時間勤務 

該当なし 該当なし 該当なし 協定項目１１

特別職の身分

の取扱いの協

議結果に基づ

き、栃木市の

例により合併

時 に 統 合 す

る。 

 

 

市民会館の管

理に関するこ

と 

17 

３０２ 

勤労青少年ホーム・働く婦人の

家・技能センター・勤労者体育セ

ンターを総称して市民会館とし、

総合的に管理する。 

該当なし 該当なし 該当なし 合併時は現行

の と お り と

し、合併後に

再編する。 



事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

郷土芸能に関

すること 

18 

２３７ 

地域住民の生活に密着し、保存・

伝承されてきた民俗芸能等を保

護し、地域文化の振興と地域社会

づくりに貢献する。 

地域住民の生活に密着し、保存・

伝承されてきた民俗芸能等を保

護し、地域文化の振興と地域社会

づくりに貢献する。 

地域住民の生活に密着し、保存・

伝承されてきた民俗芸能等を保

護し、地域文化の振興と地域社会

づくりに貢献する。 

地域住民の生活に密着し、保存・

伝承されてきた民俗芸能等を保

護し、地域文化の振興と地域社会

づくりに貢献する。 

合併後に再編

する。 

公 文 書 の 収

集・整理作業に

関すること 

19 

２９１ 

古文書の収集・整理を実施 古文書の収集・整理を実施 古文書は収集・整理を実施。公文

書は役所からの文書廃棄作業の

過程で必要と思われる文書を収

集 

古文書の収集・整理を実施 合併後に再編

する。 

 



 
事務事業名 現         況 

№ 
事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 

調整内容 

コミュニティ

推進協議会に

関すること 20 

４１ 

栃木市コミュニティ推進協議会 

加入団体  １８９団体 

該当なし 該当なし 該当なし 合併時に再編

する。 

コミュニティ

センターに関

すること 
21 

１１４ 

・第三地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 

・第四地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 

・第五地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 

・第六地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 

施設の管理・維持費は市が負担 

該当なし 該当なし ・大柿ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 

・木ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 

・南部ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 

 

施設の管理・維持費は町が負担 

合併時は現行

の と お り と

し、合併後に

再編する。 
 

ふるさと文化

振興基金に関

すること 

22 

２１６ 

ふるさと文化振興基金 

【目的】 

市民文化の振興を図り、個性的な

地域づくりを推進するため 

 

【基金総額】 

111,084 千円 

（Ｈ20 年 9 月 30 日現在） 

ふるさと文化うるおい基金 

【目的】 

文化の振興を図り、個性豊かな文

化の薫るまちづくりを推進する

ため 

【基金総額】 

13,691 千円 

（Ｈ20 年 3 月 31 日現在） 

該当なし 該当なし 合併後に再編

する。 



事務事業名 現         況 
№ 

事務事業番号 栃木市 大平町 藤岡町 都賀町 
調整内容 

文化会館の維

持管理運営に

関すること 23 

２４０ 

名称・栃木市文化会館 

休館日・毎週水曜日、火曜日の午

後 

（平成２１年度より指定管理者

制度へ移行） 

名称・おおひら町民ホール 

休館日・毎週月曜日、第１火曜日、

祝日 

名称・藤岡町文化会館 

休館日・毎週月曜日 

名称・都賀町産業文化会館 

休館日・祝日 

合併後に再編

する。 

文化会館の施

設整備に関す

ること 24 

２４１ 

開館以来、老朽化・劣化が著しい。 開館以来、老朽化・劣化が著しい。 開館以来、老朽化・劣化が著しい。 開館以来、老朽化・劣化が著しい。 合併後に再編

する。 

文化会館貸館

業務に関する

こと 

25 

２４７ 

会館施設設備及び備品を市民の

教育、文化の振興、教養を醸成す

る場、さらには創作活動の発表の

場としての利用に供する。（平成

２１年度より指定管理者制度導

入へ移行） 

町民の芸術、文化の振興及び福祉

の増進を図る。 

会館施設や設備を、町民の教育文

化の振興及び活動の発表の場と

しての利用に供する。 

地域の文化活動の育成及び地域

文化芸術振興を図る。 

合併後に再編

する。 

 




